
資料１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５次 鞍手町行財政改革プラン
 平成２３年度～平成２７年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年１月２４日  
 

 

鞍 手 町 



 

 

 
目 次  

 

 

第５次鞍手町行財政改革大綱 体系図・・・・・・・・・・・・・Ｐ１  

 

Ⅰ 第５次行財政改革大綱の背景  

  １ これまでの取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２  

  ２ 鞍手町が抱える課題と行財政改革の必要性・・・・・・・・・・Ｐ２  

 

Ⅱ 第５次行財政改革の基本的考え方  

  １ 改革の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４  

  ２ 改革の目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５  

 

Ⅲ 改革の柱と推進項目  

  １ 人が主役のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６  

  ２ 資産を有効活用するまちづくり  ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10 

  ３ 健全財政を確立できるまちづくり  ・・・・・・・・・・・・・Ｐ12 

 

Ⅳ 実施期間等  

  １ 実施期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ14 

  ２ 推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ14 

  ３ 進捗状況の報告及び公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ14 

 

Ⅴ 実施計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ15 

 



 

 
 
 
 

改 革 の 目 的 

町財政の健全化と協働のまちづくりの両立 

 
 
 

改 革 の 目 標 

(1) 協働によるまちづくり 
(2) 資産の有効活用をおこなう体制の確立 
(3) 効率的・効果的な運営による健全財政の確立 

 
 

改革の 3 つの柱 推進項目 

人が主役のまちづくり ①協働体制の構築 

②情報の公開と共有 

③住民サービスの向上 

④事務事業の改善 

⑤附属機関等の整理 

⑥定員管理の適正化と柔軟な組織編制 

⑦人材育成の推進 

（ヒト、情報） 

⑧人事考課の導入 

資産を有効活用するまちづくり ①町の規模に応じた施設の配置 

（モノ） ②施設運営方法の見直し 

③管理経費の節減 

④資産の有効活用 

健全財政を確立できるまちづくり ①収入の向上 

②経費の抑制 （カネ） 

③適正な負担と支出 
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Ⅰ 第５次行財政改革大綱の背景  

 
 
 
 

鞍手町は、昭和６３年度以降５年を単位期間として、平成２１年度ま

での２０年余りにわたり行財政改革に取り組んできました。 

第１次から第３次までの取り組みでは、事務事業や組織の改編などを

中心に、その時どきの課題に対する内容を調整し、これに沿って事務事

業、組織機構、定員管理、行政サービスなどの見直しを行い、逐次町政

運営に反映させて一定の成果をあげてきました。 

しかし、長引く景気の低迷や三位一体の改革による影響などにより、

地方財政は危機的な状況に陥ってきたことから、全国の地方自治体では

｢最大の行政改革手法」と言われる市町村合併に活路を求め、その取り

組みを加速しました。 

本町においても、平成１３年度を起点とした第３次行政改革に取り組

んでいた最中、直鞍１市４町による合併の気運が高まりましたが、結果

的には合併に至らず、合併による効果を創出することができませんでし

た。 

単独での町政運営を行っていくことが確定したことから、本町では、

危機的な財政状況を克服するため平成１７年度を起点とした第４次行

財政改革集中改革プランを策定し、平成２１年度までの５年間、財政の

健全化と行政運営の効率化を目指して積極的に改革に取り組んできま

した。 

 

 

 

１ これまでの取り組み  

２ 鞍手町が抱える課題と行財政改革の必要性  

第４次行財政改革では、職員の適正化や指定管理者制度の導入、企業

誘致の促進など長期的展望に立った取り組みを行う一方で、当面の財政

問題の解決を柱とする集中改革プランに基づき、投資的経費（制度事業

や町単独土木事業費）の抑制や各種補助金の見直し、公共施設使用料の
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改定などの緊急避難的な取り組みも行いました。 

こうした削減・抑制を主体とした「減量型」の取り組みは、町財政の

改善に大きく貢献しましたが、反面、米国のサブプライムローン問題に

端を発した世界的な経済不況の影響と相まって、町の活性化や住民サー

ビスの面でマイナスの影響を与えたことは否めません。 

さらに、少子高齢化社会の進展により、今後も社会保障費の増加傾向

は続くことが予想されます。また、社会構造の変化に伴う価値観やライ

フスタイルの変化によって住民ニーズが多様化するなど、行政を取り巻

く環境は刻々と変化しています。 

このような状況においても、町は住民の暮らしから元気を失わせるこ

となく、住民に対して必要な施策を適切に推進するといった、行政本来

の責務を果たさなければなりません。 

そのためには、今後も限られた財源や資源を最大限に活用し、住民が

必要とするサービスの向上と、新たな課題やニーズに迅速かつ的確に対

応できるよう、第４次行財政改革の成果を検証するとともに、新たな課

題も含めたところで第５次行財政改革に取り組んでいく必要がありま

す。 
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Ⅱ 第５次行財政改革大綱の基本的考え方  

 
 
 
１ 改革の目的  

 

第４次までの行財政改革は、それぞれ独立した改革計画として位置付け、取り組

んできました。 

しかし今、行政には、限られた資源をどのように配分し投入すれば地域

住民に対し最大の行政効果が生まれるか、常に判断をする仕組みを構築し、

財政の健全化を図るとともに、活力あるまちづくりを進めることが求めら

れています。このためには、町も「行政を経営する」という概念を取り入

れ、限られた経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報）を有効・的確・効果的

に活用し、町の活性化につながる計画を立てる必要があります。  

第５次行財政改革は、行政を経営するという視点から改革に取り組むも

のとし、町総合計画に定める４つの施策の柱の１つである「みんなでまち

をつくる～新たな時代をひらく協働のまちづくり～」を推進するため、「町

財政の健全化と協働のまちづくりの両立」を改革の目的とします。  

 

 

 

 

 
【改革の目的】  

町財政の健全化と協働のまちづくりの両立  
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２ 改革の目標  

改革の目的を達成するため、次の３つの目標を掲げます。  

 

（１）協働によるまちづくり  
（２）資産の有効活用をおこなう体制の確立  
（３）効率的・効果的な運営による健全財政の確立  

 

 

 

 

 

（１）協働によるまちづくり  

 今、全国の市町村では、地方分権の進展に伴う財政の悪化や少子高齢

化の加速、住民ニーズの多様化といった様々な背景から、住民と行政が

良きパートナーとして連携し、地域の公共的課題の解決や快適で住み良

いまちづくりを進める「協働のまちづくり」に取り組んでいます。  

本町でも、地域自治の土壌を形成するため、行政区や各種まちづくり

団体との体系的な連携を図り、誰もがあらゆる面からまちづくり活動に

取り組める協働のまちづくりの体制を整えます。  

 

（２）資産の有効活用をおこなう体制の確立  

 鞍手町では現在、インターチェンジや遠賀川架橋の建設、下水道整備事

業などインフラ整備を進めています。今後はインフラの整備に伴い変動す

る土地の資産価値や利用価値を検証し、売却を含めた有効活用を図ります。

また、現有する施設についても、その設置効果、維持経費などが適正なの

か十分に検証し、統廃合や売却を視野に入れ、資産の有効活用を推進する

体制を整えます。  

 

（３）効率的・効果的な運営による健全財政の確立  

 行政評価の強化により各種事務事業のムリ・ムダ・ムラを無くし、徹

底した歳出の抑制と歳入の確保に取り組み、第４次行財政改革で構築し

たＰＤＣＡサイクル手法により明確な検証・見直しを行うことによって、

持続性のある健全な財政基盤を確立します。  
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Ⅲ 改革の柱と推進項目  

 

 改革の目標を達成するため、「人が主役のまちづくり」、「資産を有効

活用するまちづくり」、「健全財政を確立できるまちづくり」の３項目を

柱として改革に取り組みます。  

 

 １ 人が主役のまちづくり（ヒト、情報）  

 

 町は、住民のニーズに応える行政運営を行わなければなりません。し

かし、地方自治体を取り巻く環境は非常に厳しく、行政だけでまちづく

りを進めることは困難となっています。今後、人が主役のまちをつくる

ためには、住民と行政が一体となって取り組む必要があります。  

 十分に住民の声を聞き、町政に反映できるものは取り入れ、住民と行

政の信頼関係を確立するために行政情報を分かりやすく提供し、その中

から行政が実施すべきこと、住民が実施できること、地域の協働により

実施すべきことなどを整理・明確化して、協働のまちづくり（人が主役

のまちづくり）の実現を図ります。  

 

（１）協働体制の構築  

 住民とともに実効性のある「協働のまちづくり基本計画」を策定し、

行政と住民が力をあわせてまちづくりに取り組む体制を確立します。  

事務事業  行政活動  

協働のまちづくり

推進体制の確立 

住民と行政が一体となったまちづくりを推進するため協働推進体制を確立

するとともに、住民参画による実効性を持った基本計画を策定する。住民主

体のまちづくりと地域コミュニティーの活性化を促進し、自主的に住みよい

まちにしていく地域社会を目指す。 
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（２）情報の公開と共有  

 住民参画によるまちづくり、開かれた町政という観点から出前講座推進

体制を整え、住民に対し行政情報を積極的に発信します。また、住民の声

を町政に反映させるため「町長との対話集会」にも取り組みます。  

事務事業  行政活動  

まちづくり出前講座と

キャッチボールトーク

（町長との対話集会）

の実施 

町政や公的な制度などについて理解を深めるため、町職員による「出前講

座」を推進する。また、講座のジャンルに「町長との対話集会」を加え、

住民の声を直接聞く機会をつくる。 

住民と行政の情報の

共有化 

２４時間情報提供サービスが可能なホームページの充実を図り、「いつで

も・どこでも」情報を取得できるようにするとともに、ホームページを活

用したアンケート調査を取り入れ、住民ニーズの把握に努める。 

 

（３）住民サービスの向上  

 公共交通網の整備を図りながら、交通弱者といわれる高齢者や子どもに

優しい生活環境をつくるとともに、人口増加を目指すために定住支援や行

政サービスの向上を図ることで、活気のある優しい環境づくり、住みやす

いまちづくりを促進します。  

事務事業  行政活動  

奨励金の交付による

定住支援の実施 
新築の住宅用家屋に課税される固定資産相当額を「定住奨励金」として交

付することで定住支援を行い、人口増加を目指す。 

持続可能な新たな地

域公共交通体系の確

立 

公共交通の住民ニーズ調査や現状把握を行い、通勤・通学等の公共バスの

利用促進を図るため、新たな地域公共交通体系を整備し、福祉バスの有償

化やコミュニティバス化、乗合タクシー等の導入など、町財政を考慮した、

将来にわたって持続可能な公共交通体系を確立する。 

毎週木曜日の全庁的

時間外業務の実施 

毎週木曜日、税務住民課、会計課、教育課で１９時までの時間外窓口を開

設しているが、更なる住民の利便性の向上のため、全庁的に業務時間を延

長し、サービスの充実を図る。 

スムーズで快適な 
窓口サービスの導入 

すべての人に快適でやさしい窓口サービスの提供を目的に、役場を訪れた

住民が手続をスムーズに完結できるような体制を構築するとともに、取扱

い業務一覧の設置や案内係制の導入、全申請書類のホームページからのダ

ウンロードなど窓口体制の整備を図る。 
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（４）事務事業の改善  

 危機的な財政状況下で行政サービスの低下を防ぐだけでなく、ムリ・ム

ダ・ムラを省いた効率的な事務事業化に取り組みます。  

事務事業  行政活動  

行政評価を活用し

た行政サービスの

改善 

第４次で構築した行政評価制度を活用して、イベント事業の見直しや行政サ

ービス・事務事業の改善など、住民サービスの向上を図るとともに、行政の

ムリ・ムダ・ムラを洗い出す。 

口座振替の利用促

進と再振替の廃止 
口座振替を促進し収納率の向上を図るとともに、口座引き落としの再振替を

廃止して経費削減と事務軽減を図る。 

上下水道料金の検

針及び徴収方法の

見直し 

毎月行っている上下水道料の検針業務、徴収業務等の手法を見直し、業務の

効率化及びコストの削減を図る。 

 

（５）附属機関等の整理  

 附属機関は行政運営を行う中で、住民の意見を聴いたり、民間基準での

判断を仰いだりするために設置されている委員会などですが、設置の目的

や構成、活動内容などの検証を行い、目的が達成されているものは廃止、

過大な構成になっているものはスリム化するなど、運営の適正化・効率化

を図ります。  

事務事業  行政活動  

外郭団体との関わり

方の見直し 
町の課局に事務局を設置している外部団体の実態を把握し、事務局のあり

方について精査をおこない、自主自立した組織運営を促進する。 

附属機関・審議会等の

見直し 

現在５０機関ある委員会、審議会について、その目的・構成等を再検討し、

類似する機関の統廃合や構成委員数の削減、女性委員登用など、選任基準

により見直しを行う。 
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（６）定員管理の適正化と柔軟な組織編制  

 第４次行財政改革では、平成１７年度からの５ヵ年で３１人（１９．９％）

の削減が実現できました。しかし、全国でも上位にある類似団体と比較す

るとまだ削減の余地があり、第５次行財政改革においても定員の適正化に

努め、人件費の抑制を図ります。  

 また職員の削減に伴い、組織の再編制を行って、効率的な事務の遂行に

務めます。  

事務事業  行政活動  

適正な定員配置 
平成２２年度から平成２７年度までの定年退職者のうち３分の１は不補充

とし、平成２８年４月１日現在の普通会計職員数を１０人（７．９％）削

減する。 

組織の再編と体制づ

くり 

本町より少ない職員数で行政運営を行っている類似団体の組織機構、事務

体制を調査・研究し、職員が削減となっても効率的な事務が行える体制を

構築する。 

 

（７）人材育成の推進  

 社会経済状況の変化に対応し、的確な住民サービスを提供するためには、

行政のプロとして住民の視点に立った政策能力、判断力、調整力、改善意

識を持つ職員が求められます。  

 第４次行財政改革で策定した「人材育成基本計画」に基づき、より実践

的な研修や職員自ら発案する「職員提案制度」の充実を図り、行政職員の

育成を推進します。  

事務事業  行政活動  

研修体制の強化 
職員研修制度のうち、特に「人事交流・派遣研修」に取り組み、より実践

的に職員の育成を図る。 

政策（業務改善）研究

及び職員提案プレゼ

ンの実施 

第４次行革で取り入れた「職員提案制度」の課題や問題点を検証し、より

充実した制度とするため見直しを行う。また、優秀な提案（実行し効果が

得られたもの）については、評価する制度を取り入れる。 
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（８）人事考課の導入  

 客観的で公平性、透明性の高い人事評価制度を導入することにより、職

員の意欲を引き出し、組織全体の活性化・レベルアップを図ります。  

事務事業  行政活動  

人事評価制度の導入 
職員の能力や意欲を高めながら組織の活性化を図るため、勤務実績の給与

への反映を念頭に置いた、国と同様の人事評価システムを導入する。 

 

 

 

 

限られた財源や資源を有効に活用しながら最大限の効果を挙げるた

めには、選択と集中を進め、ムリ・ムダを廃し、中長期的な視野に立っ

た計画的な行政運営、財政運営に努める必要があります。  

そこで、町の規模に応じた行財政運営が行えるよう、町有地の売却や

公共施設の統廃合などを含めた全町的な検証・検討を行い、資産の有効

活用に努めます。  

 

（１）町の規模に応じた施設の配置  

 現在の小学校の配置は１町２村合併当時のままで、少子化が進む現状で

は教育効果の面からも財政の面からも課題があるため、統廃合を含む長期

的な視野に立った、全町的な検討を行います。  

事務事業  行政活動  

小中学校の再編（統

合）についての検討 

文部科学省は、児童生徒が集団の中で切磋琢磨してその資質を高めるのに

必要な学校規模の基準を示しているが、本町では少子化の進行により基準

に沿った規模にはなっていない。教育効果の低下防止又は向上に向け、全

町的な視野から統廃合について検討を行う。 

２ 資産を有効活用するまちづくり（モノ）  
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（２）施設運営方法の見直し  

 公共施設の運営は、経常経費として町財政に与える影響は非常に大きく、

運営状況・経営形態について現状を十分に検証・検討を行います。  

事務事業  行政活動  

町立病院の経営形態

の検討 

町立病院は、地域住民に対して良質な医療の提供と経営の健全化を両立し

なければならない。このため医療経営や管理分野に関する専門家や地域医

療に関する有識者などで組織する経営形態検討委員会を立ち上げ、双方の

視点から検証・検討を行う。 

総合福祉センター運

営見直しによるコス

ト削減 

総合福祉センターは指定管理者制度導入後も一般会計の負担が大きく、町

財政を圧迫している。住民サービスに配慮しながら運営方法を抜本的に見

直し、徹底したコスト削減策を講じることにより、一般会計の負担軽減を

図る。 

 

（３）管理経費の節減  

 公用車の９０％以上が購入から１０年以上経過しており、今後修繕費の

増加が予測されます。公用車管理を一元化し、「公用車更新計画」を作って

維持管理経費の削減に努めます。  

事務事業  行政活動  

公用車更新計画の策

定と維持管理経費の

削減 

各課が所有する公用車を一元管理にし、車両の現状把握・必要台数の見直

しを行うとともに、計画的な車両の更新等を行い維持管理経費の削減を図

る。 

 

（４）資産の有効活用  

 第４次行財政改革で取り組んだ企業誘致や未利用町有地の売却を継続・

促進し、資産の有効活用に努めます。  

事務事業  行政活動  

町有財産の効率的活

用 

第４次に引き続き、企業誘致や住宅団地誘致に取り組み、資産の有効活用

を図る。また、規模の小さい未利用地は公募売却を行い、現状での売却が

難しい土地については、分割や整備の検討を行い、できる限り売却する。 
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 ３ 健全財政を確立できるまちづくり（カネ）  

 

第４次行財政改革の取り組みにより危機的状況は幾分改善されたものの、

依然続く景気の低迷や、地方交付税等の減少により本町の財政は現在もな

お厳しい状況にあります。  

行政サービスのレベルを低下させないよう、更には住民のニーズに応え

られるよう、なお一層、歳入・歳出について見直しを行い、自主性・自立

性の高い安定した健全財政の確立を図ります。  

 

（１）収入の向上  

 税の徴収率向上や滞納処分に積極的に取り組むことはもちろん、有料広

告の掲載など新たな歳入の増加に努めます。  

事務事業  行政活動  

福岡県内ベスト５の

税収納率を達成 
税の公平負担を実現するため、収納率の向上や積極的な滞納処分に取り組

み、これによって町の歳入増加を図る。 

有料広告掲載の拡大 
ホームページや町が作成する印刷物、公用車などに有料で企業の広告を掲

載することなどにより、新たな財源の確保を図る。 

 

（２）経費の抑制  

 第４次行財政改革では旅費条例を改正したことにより支出の削減効果を

あげました。第５次行財政改革では特別職及び一般職の旅費条例の見直し

を行い、さらなる削減に努めます。  

事務事業  行政活動  

出張旅費の見直し 
県内出張や公用車による県外出張に係る日当の廃止や、特別職の県外出張

に係る日当、宿泊料を一般職と一元化することにより、出張旅費の削減を

図る。 
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（３）適正な負担と支出  

 補助金等については第４次行財政改革でも取り組み、関係機関等の理

解・協力のもと、一定の額の補助金削減を実施しましたが、急激に変化す

る社会経済状況の中で、支出の根拠、必要性、公平性、費用対効果などを

常に検証する必要があります。  

 また、現在は負担金を徴収していない農業用施設について、重大な過失

などによる修繕及び工事等について、受益者に応分の負担を求めていくこ

とで基準を策定します。  

事務事業  行政活動  

各種補助金の見直し 
鞍手町補助金等交付規則及び基準に基づき、鞍手町補助金等審査委員会に

おいて交付及び額の適否を含め、精査を徹底する。 

受益者負担金徴収基

準の策定 

農業用施設（ため池、水路）の補修等については、現在個人からの負担金

を徴収していないが、個人の重大な過失や維持管理の不備などの原因によ

る破損や故障の場合は、受益者に応分の負担を求める方向で新たに基準を

設ける。 
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Ⅳ 実施期間等  

 

 

 
１ 実施期間  

第５次行財政改革は、総合計画の一つの柱として位置付けられたことか

ら、平成２２年度を計画策定及び準備期間とし、平成２３年度から平成２

７年度までの５年間を実施期間とします。  

 

 ２ 推進体制  
 

第５次行財政改革は、第４次と同様、全庁的に取り組む必要があること

から、各部署を統括し調整を図るため、町長を本部長とする行財政改革推

進本部（以下「推進本部」という。）が進行管理を行い、定期的な検証によ

り未着手の項目をなくす実施体制で実効性を確保します。  

また、推進本部のもとには調整会議のほか、第４次での専門部会に代わ

る班長以下の職員で構成する行財政改革プロジェクトチームを新たに設け、

改革の取り組みが停滞し推進が困難となる項目がないよう検証・検討を行

い、改革推進の体制を維持します。  

 

 ３ 進捗状況の報告及び公表  

 

推進本部は、第５次行財政改革の実施経過及び結果について、原則、各

年度終了後に行財政改革推進委員会への報告と、住民に対して分かりやす

い速やかな公表を行い、透明性の確保を図ります。  

また、住民への公表は、広報紙やホームページを活用して行うものとし、

住民からの質問や意見は、当面、ホームページ上の「行政相談コーナー」

を活用して受け付けるものとします。  
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Ⅴ 実施計画  

 

第５次行財政改革の実施計画は、第４次と同じく大綱部分と一体化して

策定します。  

実施計画は、実施期間中、毎年度評価・点検を行い、取り組みに反映さ

せることになります。具体的には、改革項目ごとに目標、実施概要、指標

（目標達成の状態）などを掲げるＰＤＣＡシートを作成し、計画期間内の

達成状況などを管理していきます。  

 

 

■ＰＤＣＡシート  

このシートは、計画（ＰＬＡＮ）、実施（ＤＯ）、評価・点検（ＣＨＥ

ＣＫ）、見直し（ＡＣＴＩＯＮ）を継続的に行うため作成するもので、行

財政改革の取り組みの基礎となるものです。  

・「計画⇒実施」に関する部分  

実施概要や指標（目標達成の状態）を掲げて、その改革項目の目

的・目標を定めます。  

 

・「評価点検⇒見直し」に関する部分  

毎年度終了後、当該年度中の具体的な取り組み内容、目標達成に

対する進捗率や単年度効果額などを検証し、推進委員会へ報告しま

す。  
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H25年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H25年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課企画財政課1 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）

計画期間中に協働10事業実施

 （現在までの累積効果額） 0千円 直接的な目標

 中間目標

協働体制の構築

住民と行政の協働

 具体的改革項目 協働のまちづくり推進体制の確立

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

　住民と行政が一体となった協働のまちづくりを目指し、これを推進するため、協働推進体制を確立するとともに、
住民参画による実効性をもった基本計画を策定する。住民主体のまちづくりと地域コミュニティの活性化を促進し、
自分たちが暮らす鞍手町という地域を、力を合わせて自主的に住みよいまちにしていく地域社会を目指す。

　※具体的実施内容
　　■23年度～24年度
　　①担当課（班）またはプロジェクトチームの創設による協働推進の組織体制を整備
　　②（仮称）協働のまちづくり推進基本計画の策定
　　　協働の意識づくり、機会づくり、システムづくり、環境づくり等
　　③モデル事業の実施（図書室の運営、地域の草刈や溝掃除、町民体育祭実施等）
　　■25年度～
　　④各課局において、協働のまちづくりの推進

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

24年度までにモデル事業の実施

具
体
的
取
組
内
容

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

23 26 2724 25

現在
の
状況

平
成
25
年
度

年
度

進捗率
（％）

単年度効果額
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PDCAシート　連番1　資料

■協働とは

■協働の領域

A B C D E

協働の領域

■協働の原則

①対等の原則

②自主・自立の原則

③相互理解の原則

④目的・目標共有の原則

⑤公開の原則

■協働の形態

　決定までの過程や協働の内容は誰もが知ることができるように、積極的に情報公開をする
ことが大切。

　住民は行政の下請けでななく、公共サービスの担い手としてお互い対等な関係。

　協働するパートナー同士は、お互いに自主性を尊重し、自立した存在として自己決定、自
己責任を持って取り組む。

　お互いの特性や能力を認め合い協力し合うことが大切。

　協働の「目的」と達成する「目標」を共有することが必要。また、活動に必要な情報もお互い
に共有することが大切。

E・・・行政の責任と主体性によって行なう領域
【参考：自治体における市民セクター支援に関する報告書／山岡義典（日本NPOセンター）】

　地方分権の進展、行財政改革の取り組み、少子高齢化の加速、地域コミュニティ機能の低
下、住民ニーズの多様化など様々な背景から、今後は住民【※1】と行政がよきパートナー【※2】と
して連携し、地域の公共的課題の解決や、快適な住みよい鞍手町を創造するため共に積極的
に考え、協力していくこと。

【※1】「住民」とは、町内に在住する人や通勤・通学する人、町内で活動を行なうNPO・ボランティア団体、個人、企業を指す。

【※2】「パートナー」とは、公共を担う協働の相手方を指す。

A・・・住民の責任と主体性によって行なう領域
B・・・住民の主体性のもとに行政の協力によって行なう領域
C・・・住民と行政がそれぞれの主体性のもとに行なう領域
D・・・住民の協力を得ながら行政の主体性のもとに行なう領域

協働の領域

住 民 が 担 う 領 域 行 政 が 担 う 領 域

○委　託

○補　助

○共催、事業協力

○後　援

○実行委員会・協議会

○情報提供・情報交換

○政策提案

○評　価
行　政

住民（個人）
活動団体な

ど

企業など

協働で
住みよい鞍手の

まちづくり

■協働のイメージ図
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PDCAシート　連番1　資料

■協働モデル事業実施までの体制（平成２３年度～平成２４年度）

■協働の本格実施時の体制（平成２５年度から）

協働推進の組織体制（案）

（仮称）協働のまちづくり
推進基本計画

（Ｈ２３年度中に策定）

協働担当課（班）
（Ｈ２３．４月に設置）

策定

モデル事業の実施
（H２４年度実施）

住民（個人）
活動団体など

（仮称）協働のまちづくり
　推進基本計画策定委員会
　※住民参画による委員会を組織し、
　　　計画を策定

②
① ③

④
モデル事業実施主体の募集・選定

⑤

⑥モデル事業の検証

※検証後、必要に応じて
　基本計画を修正し、
　より実効性のある計画にする。

（仮称）協働のまちづくり
推進基本計画

協 働 担 当 課 （班）

各
課

（
班

）

協
働
事
業

各
課

（
班

）

協
働
事
業

各
課

（
班

）

協
働
事
業

各
課

（
班

）

協
働
事
業

協
働
事
業

パートナー（協働の相手方）
住民（個人）、活動団体、企業など

※（仮称）協働のまちづくり推進基本計画に基
づき、協働事業を実施していく。

協働担当課（班）も協働事業を実施するが、全
体の取りまとめなども担当する。

協働事業の内容選定やパートナーの募集・選
定は、原則各課（班）が主体性を持って実施す
る。
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PDCAシート　連番1　資料

１．中央公民館図書室の運営

■ボランティアが担う業務、活動
・図書の管理、貸出返却
・購入図書の提案
・図書室の清掃
・子どもへの読み聞かせ活動
・季節に応じたイベントの開催
・ピアノ演奏（町民ホール）
　※本が好きな老若男女、学生ボランティアなどに依頼する。
　※できれば、司書資格を持った方が望ましい。

■行政が担う業務、活動
・図書室の提供

２．地域の環境美化（草刈りや溝掃除など）

■地域（区・組や団体）が担う業務、活動
・指定された範囲の草刈りや溝掃除
・人員や用具の確保
・日程調整

■行政が担う業務、活動
・補助金の支払い
　例：定額を前払いし、ごみ袋の使用枚数によって実績払い　など
・ごみ袋の無料提供
・ごみの搬送（業者に働きかけ、無償で収集搬送してもらう）

３．町民体育祭

■個人や団体等が担う業務、活動
・町民体育祭の準備、当日の運営、片付け
・競技種目の選定やプログラムづくり

■行政が担う業務、活動
・補助金の支払い
・道具など必要物品の貸し出し

　現在、職員で行っている図書の管理や貸出業務を町民によるボランティアに担ってもらう。また、
図書室を活用した活動を行なってもらう。

協働モデル事業実施案

　町が補助金を出すことで、民有地以外の草刈りや溝掃除を地域(区・組や団体等)に担ってもら
い、行政支出を減らすことはもとより、「自分たちでできることは自分たちでやる」という住民意識
の高揚につなげる。

　現在は町が主体的に行なっているが、今後は住民との協働で開催する。個人や団体等に呼び
かけ、町民体育祭実行委員会を組織し、準備・当日の運営・片付けなどを主体的に行なってもら
う。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H24年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課総務課2 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）

計画期間中に48講座を開催（年12講座）

 （現在までの累積効果額） 0千円 直接的な目標

 中間目標

情報の公開と共有

住民と行政の協働

 具体的改革項目
まちづくり出前講座(仮称)とキャッチボー
ルトーク(町長との対話集会)の実施

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

　町民参画によるまちづくり、開かれた町政という観点から町職員による講座を行う。講座の内容は町政や公的な制
度などについて理解を深め、協働の町づくりを推進することを目的に「出前講座」の推進体制を整え出前講座を開催
する。また、町民1万8千人の声に耳を傾け、町政に反映させることで、鞍手町を住み良い魅力あるまちにするため、
キャッチボールトーク（町民対話集会）を実施する。

　※具体的な実施内容
　　出前講座・キャッチボールトークの推進体制の整備
　　①出前講座等の要綱作成
　　②出前講座等のジャンル整理
　　③申込の条件や期間等の整理
　　④職員派遣の際の条件整備
　　⑤出前講座を行うことにより職員の自己啓発・スキルアップにつなげる
　　⑥外部講師関係団体等の調整　　等

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

推進体制の整備完了

具
体
的
取
組
内
容

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

23 26 2724 25

現在
の
状況

平
成
25
年
度

年
度

進捗率
（％）

単年度効果額
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PDCAシート　連番2　資料

■まちづくり出前講座実施までの体制（平成23年度）

■まちづくり出前講座実施体系（平成24年度～）

まちづくり出前講座等推進体制の整備（案）

まちづくり出前講座(仮称)
推進体制の整備

（平成23年度中）

総務課
（平成23年４月に設置） 策定

　　◆まちづくり出前講座実施要綱等作成
　　　・出前講座ジャンル整理
　　　・申込みの条件や期間等の整理
　　　・職員派遣の際の条件整備
　　　・外部講師関係団体等の調整　　　　　　　等

職員等を講師
として派遣

職
員
の
自
己
啓
発
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

総務課

申
込
み

講
師
派
遣

まちづくり出前講座
(仮称)の実施

(平成24年度実施)

町民・団体等
から依頼

キャッチボールトーク
(町長との対話集会)
(平成24年度実施)
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PDCAシート　連番2　資料

　趣　旨

　申し込み対象

　講座時間帯等

　申し込み手続き

　経費等

　その他

　ジャンル(例)

鞍手町まちづくり出前講座(仮称)・キャッチボールトーク実施(案)

　町民等で構成される団体またはグループからの要請に基づき、町の職員等を講師とし
て派遣し、町民の暮らしに密接に関係する町の施策、健康づくりや生活習慣病、高齢者
の介護・予防、環境についてや子育て、スポーツ教室などの専門知識を活かした講座等
を行う出前講座を実施することにより、町民の町政への理解を深めるとともに、情報の
共有及び学習機会の拡大を図り、町民の学習意欲やまちづくりを推進することを目的と
する。また、町民との対話を通じて町政やまちづくりに対する意見や提案を広く聴き、
今後の町政運営に活かすとともに町民との協働のまちづくりを活かしていくことを目的
として町民とのキャッチボールトークを実施する。

　出前講座を受講できる者及びキャッチボールトークを申込できる者は、町内に住所を
有する者、勤務する者等で構成された10人以上の団体・グループとする。

グ プ 体 申 さ

　①午前９時から午後９時までの２時間以内。ただし、12月28日から翌年１月４日を除
く。また、開催を行いやすくするため、第３希望日までを設定。
　②出前講座を開催する会場は、町内に限るものとする。また、会場は受講しようとす
る団体等が確保。

　出前講座・キャッチボールトークに申し込む団体等は、開催希望の１ヶ月前までに申
込書を提出するものとする。なお、出前講座・キャッチボールトークの準備及び運営は
申込みの団体等が行うものとする。

　出前講座の講師料は無料とする。内容によっては、講座で使用する材料費等が別途必
要な場合がある。また、講座開催の施設の借上料は受講する団体が負担する。

　次のような場合は出前講座・キャッチボールトークは実施しないものとする。
　①政治、宗教または営利を目的とした学習会
　②批判や苦情、個別相談等を目的とした場合
　③公の秩序または善良な風俗を害する場合
　④出前講座の目的を著しく逸脱する場合や出前講座の趣旨に反する場合

■行政・まちづくり
　鞍手町総合計画について
　鞍手町の行財政改革
　行政評価について
　情報公開制度について
　都市計画について

■環境
　環境問題
　下水道の役割としくみ

■税・年金
　パート収入と税
　固定資産税について
　国民年金のはなし

■安全・安心
　救命講習会
　家庭の防火・防災対策
　防犯教室

■健康・福祉
　国民健康保険のしくみ
　後期高齢者医療制度について
　障害者の福祉サービスについて
　介護保険について
　健康づくり教室
　生活習慣病について
　乳幼児の福祉制度

■産業・観光
　地産地消を考えよう
　鞍手町の農業の現状
　鞍手町の観光振興

■教育・文化・スポーツ
　教育委員会のしくみ
　歴史講座
　生涯学習のすすめ
　ブックトーク
　ニュースポーツと快適ライフ
　家庭教育について

■町長とのキャッチボールトーク(対話集会)
　町政やまちづくりについての対話集会
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PDCAシート　連番2　資料

◆福岡県内市町村出前講座実施状況
№ 市町村名 実施状況 主管課 名称等 ジャンル数 メニュー数
1 北九州市 ○ 総務市民局安全・安心部 出前講座 11 19
2 福岡市 ○ 公聴課 出前講座 12 186
3 大牟田市 ○ 教育委員会 出前講座 11 106
4 久留米市 ○ 広報公聴課 出前講座 7 85
5 直方市 ○ 政策推進課 出前講座・健康出前講座 13 52
6 飯塚市 × － － － －
7 田川市 × － － － －
8 柳川市 ○ 人事秘書課 柳川市まちづくり出前講座 － 50
9 朝倉市 × － － － －
10 八女市 ○ 生涯学習課 男女共同参画に関する出前講座 1 5
11 筑後市 ○ 社会教育課 生涯学習まちづくり出前講座 25 62
12 大川市 × － － － －
13 行橋市 ○ － 外部出前講座 － －
14 豊前市 × － － － －
15 中間市 × － － － －
16 小郡市 ○ 生涯学習課 七夕出前講座 10 16
17 筑紫野市 ○ 商工観光課 消費生活基礎講座 2 5
18 春日市 ○ 地域づくり課 市職員出前講座あすか市民塾 9 60
19 大野城市 ○ 文化学習課 生涯学習まちづくり出前講座等 12 68
20 宗像市 ○ 市民活動交流室 ルックルック講座 10 177
21 太宰府市 ○ 生涯学習課 いろり端学習「行政出前講座」 24 51
22 古賀市 ○ 市民共働課 まちづくり出前講座 6 44
23 福津市 ○ 郷育推進課 出前講座 1 1
24 うきは市 ○ 生涯学習課 まちづくり出前講座 7 40
25 宮若市 ○ 企画財政課 まちづくり出前講座 8 50
26 嘉麻市 × － － － －
27 みやま市 ○ 生涯学習課 生涯学習出前講座 19 45
28 糸島市 ○ 生涯学習課 出前講座 25 50
29 那珂川町 ○ 生涯学習課 まちづくり出前講座 － －
30 宇美町 ○ 社会教育課 職員出前講座 5 36
31 篠栗町 × － － － －
32 志免町 ○ 総務課 まちづくり出前講座 15 34
33 須恵町 × － － － －
34 新宮町 × － － － －
35 久山町 × － － － －
36 粕屋町 ○ 協働のまちづくりまちづくり出前講座 11 28
37 芦屋町 ○ 企画政策課 出前講座 6 36
38 水巻町 ○ 企画課 出前講座 － 29
39 岡垣町 ○ 中央公民館 出前講座 13 64
40 遠賀町 ○ 生涯学習課・住民課 まちづくり出前講座 － 25
41 小竹町 × － － － －
42 鞍手町 × － － － －
43 桂川町 × － － － －
44 筑前町 ○ － 外部出前講座 － －
45 東峰村 × － － － －
46 大刀洗町 × － － － －
47 大木町 × － － － －
48 広川町 × － － － －
49 香春町 × － － － －
50 添田町 × － － － －
51 糸田町 ○ － 外部出前講座 － －
52 川崎町 × － － － －
53 大任町 ○ － 外部出前講座 － －
54 福智町 × － － － －
55 赤村 ○ － 外部出前講座 － －
56 苅田町 ○ － 外部出前講座 － －
57 みやこ町 × － － － －
58 吉富町 × － － － －
59 上毛町 × － － － －
60 築上町 ○ － 外部出前講座 － －
計 35

※60市町村中35自治体で実施。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ H23年04月 H23年09月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課総務課3 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

0千円

住民と行政の情報の共有化

 中間目標

情報の公開と共有

住民と行政の協働

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容
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行政情報の配信サービス登録件数1,500件

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

システムの整備完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　住民と行政の情報の共有化を図るため、24時間サービスが可能なホームページを充実させ、「いつでも・どこで
も」必要な情報の取得が可能となる整備を進め、迅速な町政情報の提供・発信を行う体制を整える。
　また、多様化する住民のニーズを把握するため、ホームページを活用したアンケート調査を行い、住民ニーズの把
握に努める。このことは、情報技術（ＩＴ）を利用した住民参画であり、パブリックコメント（基本的な施策等に関
する計画や条例の策定の際に、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続）としても活用することが可能であ
る。

　※具体的な実施内容
　　①ホームページの充実（アクセシビリティ（利用のしやすさ）の確保）
　　②メール（メールマガジン）配信サービスの登録（ＰＣ・携帯電話）
　　③携帯電話への行政・防災情報などの配信サービス
　　④高齢者や情報技術（ＩＴ）弱者には、従来どおり広報紙を通じた情報提供を行う
　　⑤ＩＴを活用した住民が関心のあるテーマごとの電子会議室（コミュニティの場）の形成を行い、住民の参加型
　　　ホームページを確立
　　⑥ホームページ上の個々の情報に対しての役立ち度調査
　　⑦テーマ別のアンケートの実施
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PDCAシート　連番3　資料

◆県内60各市町村における広報誌作成状況
月１回 32
月２回 28
合計 60

◆情報通信調
パソコン普及率 87.2%
インターネット利用率 92.7%
携帯電話普及率 96.3% ※いずれも内閣府調査(2009.12現在)

◆県内65各市町村別ホームページ開設内容

総数 ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ
1 北九州市 2,291,000 289,500 ○ ○ ○ ○ ○
2 福岡市 38,504,657 5,325,840 ○ ○ ○ ○ ○
3 大牟田市 4,622,272 648,569 ○ ○ ○ ○ ○
4 久留米市 24,102,731 918,398 ○ ○ ○ ○ ○
5 直方市 - - ○ ○
6 飯塚市 不明 231,000 ○ ○ ○ ○
7 田川市 - - ○
8 柳川市 326,737 267,895 ○ ○
9 朝倉市 ○ ○
10 八女市 444,836 255,885 ○ ○
11 筑後市 5,066,724 271,475 ○ ○ ○
12 大川市 2,438,524 406,620
13 行橋市 684,324 ○
14 豊前市 - - ○
15 中間市 - 283,889 ○
16 小郡市 - 268,102 ○
17 筑紫野市 不明 399,350 ○
18 春日市 917,949 未集計 ○ ○ ○
19 大野城市 1,159,422 754,023 ○ ○ ○
20 宗像市 8,300,000 1,100,000 ○ ○ ○
21 太宰府市 不明 374,633 ○ ○ ○
22 古賀市 487,292 216,000 ○ ○ ○ ○
23 福津市 2,775,251 168,783 ○ ○ ○ ○
24 うきは市 - 399,850 ○ ○ ○
25 宮若市 50,000 - ○ ○ ○
26 嘉麻市 - - ○
27 みやま市 - 188,772 ○ ○
28 糸島市 - - ○ ○ ○
29 那珂川町 351,878 381,878 ○ ○
30 宇美町 不明 100,133 ○ ○
31 篠栗町 - 86,200 ○
32 志免町 120,000 10,000 ○ ○
33 須恵町 - - ○ ○
34 新宮町 610,000 - ○
35 久山町 不明 400 ○ ○
36 粕屋町 14,235,351 44,809 ○ ○
37 芦屋町 380,000 - 準備中 ○ ○
38 水巻町 808,551 621,216 ○ ○ ○ ○
39 岡垣町 168,770 168,770 ○ ○
40 遠賀町 736,616 99,385 ○
41 小竹町 149,432 53,240 ○
42 鞍手町 100,969 - ○
43 桂川町 126,200 22,277 ○ ○
44 筑前町 102,507 102,507 ○
45 東峰村 - 106,094 ○
46 大刀洗町 434,804 114,283 ○
47 大木町 146,000 90,000 ○ ○
48 広川町 80,945 - 
49 香春町 1,000 1,000 ○
50 添田町 297,280 101,138
51 糸田町 不明 不明
52 川崎町 2,457,337 148,948
53 大任町 1,259 59
54 福智町 不明 132,000
55 赤村 不明 不明 ○
56 苅田町 527,000 - ○
57 みやこ町 665,930 214,074 ○
58 吉富町 1,651 1,651 ○
59 上毛町 94,362 41,641
60 築上町 61,842 61,842

17 36 12 33 12

ホームペー
ジアンケー

メール
マガジン

件数

アクセス数（H20年度・件）市町村名
防災・安心
等情報メー№

携帯
ホームペー

外国語対応
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PDCAシート　連番3　資料

◆情報の共有化のための防災情報等の発信
　・防災メールまもるくん

　　※現在、鞍手町からの地域の安全に関する情報については、配信していない。

　・ふっけい安心メール
県内で発生した事件等の地域安全情報を福岡県警察が配信。

　・あんあんメール

◆今後の鞍手町情報発信システム(案)

福岡県、福岡県内市町村から配信される「防災・安全情
報」と県内防災気象情報が配信される「福岡県防災気象
情報」と「安否確認メール」の３つから選択できる。

県、県警察、市町村からの地域防犯活動団体の活動を支援する情報
や防犯の啓発情報等の安全・安心まちづくりに関する情報を配信。
地域防犯活動団体からはイベントの情報、合同活動の呼びかけなど
他の団体へのお知らせを配信。

　　福岡県

　●県内で発生した事件情報

　　(不審者情報)
　●地域防犯活動団体等の情報 登録者へ随時メール配

信

情報の入手・閲覧
住民参加型ブログ等

情報の発信

福岡県
　●県内で発生した事件情報

　　(不審者情報)
　●地域防犯活動団体等の情報

鞍手町の防災　情報を登録

鞍手町ＨＰ
・くらしの情報　(ゴミ・上下

水道・健康・教育・子育て等)
・届出・手続き(住民登録・年

金・国保・介護・福祉等)
・公共施設予約

町政全般　消防、防災　環境　講座　等のカテゴリ別に登
録したユーザーに対してメールを随時配信

鞍手町のホームページより

随時登録が出来るようにする

情報の共有化

公共施設の予約

健康診断の申し込み
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PDCAシート　連番3　資料

◆住民ニーズの把握

　■各課局の住民ニーズの把握要領(案)

◆住民の声をフィードバック(案)

◆ホームページアンケート実施に関するメリット・デメリット

■メリット
　①ホームページや携帯からアンケートが瞬時に行える。
　②電子アンケートは紙のアンケートに比べ何度でもでき、手軽にでき、すぐに回
　　収、大量にできる
　③集計作業はシステムにより集計処理の自動化で手間が省け、通常のアンケート
　　調査を行った場合と比較すると人件等が削減される。
　④不特定多数の情報や内容を入手することができる。
　　注：・同一登録者からの重複回答防止
　　　　・住民であるかの認証登録
　　　　・ホームページでのアンケート調査が行われていることの周知

■デメリット
　①ホームページや携帯からのアンケートになるので、ＩＴ(情報技術)未
　　利用者等からの回答を求められない。
　　※しかし、現状では携帯利用者も96.3％の普及率となっている。

　ホームページによる行政情報の発信は、どこの自治体でも行っている。しか
し、一般的な行政案内情報ではなく、住民の声を収集した行政側がどのような情
報を住民にフィードバックするべきかを考えなくてはならない。
　そこで、アンケート実施で得られた内容や行政相談で寄せられた内容につい
て、特に疑問点等が生じる場合等は、住民個人に回答するのはもちろんのことだ
が、Ｑ＆Ａ方式で「よくある質問集」として整理した上で、ホームページ上等で
公開する形をとるのも一つの方策である。これは。日常的に役場の業務上で「わ
かりにくい」、「説明不足」等、住民側の視点に立ったわかりやすい行政を構築
させる重要なものであり、ホームページ等で公開することにより、住民と行政が
共通の問題意識を持つこと、さらには行政の信頼度の向上にもつながり、事実を
公開することで住民と行政の壁が低くなっていく。

　多くの住民の関与を求めるには、アンケート調査が有効である。アンケート調
査の実施は、広報や直接住民に対し周知を図っているが、全住民を対象とするこ
とは無理である等の問題が生じる。そこで、ホームページにおいて公開アンケー
トを実施することで、より多くの参加を求められることが可能と考えられる。そ
こで、ホームページを通じてさまざまな住民意見を吸い上げるとともに、住民へ
の意識調査を行い、住民ニーズの把握に努める。

　①各課局でアンケート調査を必要とする項目を選別
　②調査が決定した場合、アンケート項目を整理
　③アンケート開始前40日前までに、アンケート趣旨等をまとめ、決裁
　④アンケート開始30日前までに主管課(総務課)へ提出
　⑤アンケート開始(期間については、各課局で設定)
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PDCAシート　連番3　資料

◆ホームページ上の個々の情報に対しての役立ち度調査(案)

皆様のご意見をお聞かせください。

質問：このページの情報は役に立ちましたか？

１：役に立った
２：ふつう
３：役に立たなかった

質問：このページの情報は見つけやすかったですか？

１：見つけやすかった
２：ふつう
３：見つけにくかった

このページについてご要望がありましたら、下記に入力してください。

（個人情報を含む内容は記入しないでください。）

◆テーマ別のアンケート実施(案)

鞍手町ホームページについて
高齢者福祉について

平成22年8月１日～9月20日
平成22年8月１日～9月21日

なお、回答が必要なお問い合わせにつきましては、行政相談または各
課へお問い合わせください。

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとす
るために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

テーマ 期間

送信

鞍手町アンケート

さまざまなアンケートを鞍手町ホームページで実施します。鞍手町にとって有用な
参考意見を収集させていただき行政に反映させていただきます。皆さんのご協力
をお願いします。

実施中のアンケート情報

・このアンケートを通じていただい情報は、目的のための貴重な参考資料
とし、それ以外の目的には使用しません。
・いただいた情報が有用となるように回答回数はお一人様一回のみとさせ
ていただきます。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H24年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

25

町民税増収と奨励金の差引増収5,406千円

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

条例等の整備完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　新築の住宅用家屋に課税される固定資産税相当額を「定住奨励金」として交付することで定住支援を行なう。平成
23年度中に奨励金の具体的な交付内容や交付要件の検討及び必要な条例・要綱などの整備を行い、平成24年度から実
施し人口増加を図る。

　※具体的実施内容
　　■奨励金内容
　　　　課税年度1年目から5年目まで、納税した固定資産税の全額を本人からの申請により交付
　　■交付要件（案）
　　　　奨励金の対象となる新築家屋：新築軽減の対象となる家屋を交付対象とする
　　　　※10年目の課税年度終了まで、鞍手町に居住すること。それまでに町外へ転出した場合、交付された奨励金
　　　　　を町に返還すること
　　　　※交付要件等については、条例、要綱の整備を行う中で詳細に検討を行う

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

奨励金の交付による定住支援の実施

 中間目標

住民サービスの向上

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施
税務住民課

 終目標

主管課 その他担当課企画財政課4 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）
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PDCAシート　連番4　資料

新築年度 木造 計 新築年度

17年度 41（13） 44（13） 17年度

18年度 36（12） 45（14） 18年度

19年度 34（11） 35（12） 19年度

20年度 25（9） 30（12） 20年度

21年度 30（9） 33（11） 21年度

平均 33（11） 37（12） 平均

新築年度 課税年度 課税人数
１人あたり

課税額

17年度 18年度 7,990 60

18年度 19年度 7,970 83

19年度 20年度 7,910 83

20年度 21年度 7,783 81

21年度 22年度 7,522 75

平均 平均 7,835 76

※H24～27見込額　5,406,200円

　■検討課題

新築時の世帯構成人数（単位：人/戸）

【試算条件】
　・転入者の新築が年間に１２戸、その床面積１２０㎡、課税標準額６５，０００円/㎡とする。

　　　76,000円　×　2.38人　×　12戸　×　5年　＝　 10,852,800円

2.96

3.26

3.45

3.36

3.41 2.57

2.41

2.48

平均課税標準額（単位：円/㎡）

非木造

3（0）

9（2）

住宅用家屋新築件数（単位：戸）

60,960

木造 非木造

63,566

64,105

63,128

634,156

うち18歳以上

2.35

※（ ）内は転入者の新築件数

課税総額

476,165

660,338

652,947

66,125

562,109

　・課税標準額は５年間変動しないものとし、固定資産税率は１．４％とする。

73,214

62,044

597,143

71,291

74,501

2.08

2.38

5（3）

町民税課税状況（単位：人、千円）

構成人数

3.71

65,182 67,127

62,6081（1）

3（2）

4（1）

　・新築家屋の居住人数は、３．３６人/戸（うち１８歳以上が２．３８人/戸）とする。
　・１８歳以上の者に７６，０００円/年の町民税が５年間課税されるものとする。

　　　65,000円　×　120㎡　×　1.4％　×　1/2　×　12戸　×　3年　＝　1,965,600円

　　　65,000円　×　120㎡　×　1.4％　×　1/1　×　12戸　×　2年　＝　2,620,800円

5年間で　4,586,400円　の交付見込

　■定住奨励金の交付見込額

　■町民税の増収見込額

　・交付対象者を転入者限定とするか、町内での建替えも対象とするか検討が必要。

　・交付対象者を転入者に限定すれば、奨励金は町民税増収分で補うことができる。
　・人口（国勢調査人口）が増えれば、交付税が増加する。
　・新築して５年間、固定資産税収入は交付金で相殺されるが、６年目からは家屋が存在する限り
　　（免税点を下回るまで）固定資産税を徴収できる。

　■メリット

　■デメリット
　・町民税の増収で補うことができるとはいえ、奨励金交付額は決して少なくはない。
　・町内在住者の建替えも交付対象とすれば、奨励金の支出が増加するのみとなる。
　　（しかし、住民の町外流出を抑制する効果は期待できる。）

　■差引増収見込額（５年分）

　　　10,852,800円（町民税）　－　4,586,400円（奨励金）　＝　6,266,400円
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PDCAシート　連番4　資料

■軽減の対象となる家屋

■減額される範囲

■減額される額

■減額される期間

■制度の概要

■奨励金の対象者

■奨励金の対象となる土地・住宅

■奨励金額・期間

　　　交付件数の内訳は、新築住宅：２７件、中古住宅：１６件

■交付実績
交付件数
交付金額

４３件
２，４７５，０００円

ア　一般の住宅（イ以外の住宅）　：新築後３年度分
　　　　　　　　　　　　　　　　（長期優良住宅は５年度分※）
イ　３階建以上の中高層耐火住宅等：新築後５年度分
　　　　　　　　　　　　　　　　（長期優良住宅は７年度分※）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市町村へ申告書の提出が要件

　・対象の土地・住宅に課税される固定資産税に相当する額（ただし、年間１５万円が限度）
　・対象の土地・住宅に新たに固定資産税が課税された年度から７年間

（参考）宮若市定住奨励金制度
宮若市ホームページより抜粋

　定住を目的として、宮若市内に土地及び住宅を取得した者に対して、固定資産税相当額の定住奨
励金を交付する。

　定住目的で、宮若市内に自己の居住のための土地及び住宅を取得した者。
　ただし、下記の場合は対象外となる。
　　・贈与、相続されたもの
　　・市内に住宅を所有している者が、建て替え、または新たに住宅を取得
　　・市税や国民健康保険税、各種使用料の滞納がある
　　・過去に宮若市から定住奨励金の交付を受けた

　平成２０年１月２日から平成２４年１２月３１日までに上記対象者が取得し、登記が完了した土地・
住宅であり、
　　・住宅取得のために購入した土地で３３０㎡以下の土地
　　・居住部分の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下の家屋

現在実施されている新築家屋に対する軽減（新築軽減）の内容（Ｈ２２年度）

ア　専用住宅や併用住宅（併用住宅は居住部分の割合が１／２以上のもの）
　　　※併用住宅：家屋の一部を居住の用に供する家屋（店舗併用住宅等）
イ　床面積が５０㎡（一戸建以外の貸家住宅は４０㎡）以上２８０㎡以下

　新築された住宅用家屋のうち住居として用いられる部分（居住部分）だけで、併用住宅における店
舗部分、事務所部分は減額の対象外。
　なお、居住部分の床面積が１２０㎡までのものは全部、１２０㎡を超えるものは１２０㎡に相当する
部分が減額対象。

　上記の減額対象に相当する固定資産税額の１／２が減額される。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ H23年04月 H23年09月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施
福祉人権課

 終目標

主管課 その他担当課企画財政課5 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

0千円

持続可能な新たな地域公共交通体系の確立

 中間目標

住民サービスの向上

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

公共交通体系確立のための実証運行完了

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

連携計画の策定完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　地域公共交通活性化再生総合事業（国土交通省所管）を活用し、バス路線を中心とした公共交通の住民ニーズや地
域の現状、利用不便地域の把握等の調査を行う。その上で、通勤、通学等での公共バスの利用促進、福祉バスの有償
化やコミュニティバス化、乗合タクシー等の導入など、町の財政状況を考慮した新たな公共交通体系及びシステムを
構築するため、鞍手町地域公共交通総合連携計画を策定する。また計画策定後、３ヵ年度にわたり当該計画に基づい
た実証運行（試験運行）を行い、将来にわたって持続可能な公共交通体系を確立する。

　※具体的実施内容
　　①路線バス、コミュニティバス、福祉バスの実態調査及び類似地域先進地域における公共交通システムの事例
　　　調査
　　②利用者のニーズ把握調査、調査結果の整理・分析
　　③交通施策立案と基本方針の策定
　　④新たな公共交通体系による実証運行（平成23年10月～平成26年3月）
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PDCAシート　連番5　資料

（単位：人）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 合 計 1日平均 備考

中山・中間線 244,018 228,843 214,412 687,273 628

西川線 105,322 97,639 91,445 294,406 269

小計 349,340 326,482 305,857 981,679 897

38,276 40,640 39,511 118,427 108 宮若市等町外利用者を含む

20,834 20,390 21,230 62,454 71

408,450 387,512 366,598 1,162,560 1,075

1,119 1,062 1,004 ━ ━

（単位：円）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 合 計 年平均

13,640,000 11,919,000 15,179,000 40,738,000 13,579,333

2,913,618 4,048,558 4,101,100 11,063,276 3,687,759 宮若市負担金を除く

10,648,506 11,227,723 10,947,327 32,823,556 10,941,185

27,202,124 27,195,281 30,227,427 84,624,832 28,208,277

3,260,000

52,542

-280,396

コミュニティバス

福祉バス

■直近の2年間における運行経費補助額増減額及び主な理由

契約単価の見直し（増額）や国補助金の対象から一部除外（中山・中間線中間系統の輸送量が基準以下）されたため

西鉄バス

コミュニティバス

福祉バス

西鉄バス

合 計

■過去3年間の利用者の推移

■過去3年間の運行経費補助の推移

種 別

種 別

西鉄バス

コミュニティバス

直方市、中間市、宗像市、遠賀町等町外利用
者を含む

合 計

1日平均

福祉バス
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

25

実施期間内7,500件の利用（年1,500件）

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　現在、毎週木曜日については、午後7時まで税務住民課、会計課、教育課の3課で時間外窓口を実施しているが、今
後は、全庁的に業務時間を延長することで、更なる住民サービスの向上を図る。
　
　※具体的実施内容
　　①平成23年度から役場庁舎内の各課及び教育課について、毎週木曜日午後7時まで業務を延長する。なお、職員
　　　については、勤務時間の振替で対応することとし、全業務に対応できるよう課内で勤務体制を調整する。
　　②平成23年度以降、年度末及び年度初めの日曜日を開庁する。開庁日や開庁時間等の内容については23年度中に
　　　検討する。
　　③平成23年度中に対応状況調査やアンケート調査等を実施し、時間外業務の効果について検証する。
　　④広報紙、ホームページ、看板等により、時間外業務の住民への周知徹底を図る。

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

毎週木曜日の全庁的時間外業務の実施

 中間目標

住民サービスの向上

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課総務課6 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）
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PDCAシート　連番6　資料

時間外窓口開設に係る県内市町村の現状
平成22年7月現在

市町村名 開設 曜日 延長時間 勤務体系 開設課 閉庁日の対応等
北九州市 ○ 木曜日 午後7時 市民課・保健福祉課・生活支援課・国保年金課・課税納税業務

福岡市
大牟田市 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 市民課
久留米市 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 市民課・税の証明納付発行のみ・国民健康保険・年金・医療・母子・障害 年度末3月第3、4日曜　年度当初4月第1、2日曜　終日（振替）

直方市 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 市民課・児童福祉係・税・健康福祉
飯塚市 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 市民課・課税課・納税課・市民活動推進課

田川市 ○ 第2木曜 午後7時 フレックス 納税係
柳川市 ×
八女市 ○ 水曜日 午後7時 フレックス 市民課・税務課・納税課・福祉健康課・上下水道 年度末3月 終土曜　年度当初4月第1土曜　午前中（振替）

筑後市 × 市民課・税務課 第2、4日曜日　午前中　振替
大川市 × 転入、転出に関係する課 年度末3月 終日曜とその前週の日曜　年度当初4月第1日曜　8:30～12:00（振替）

行橋市 ○ 第2、4木曜 午後8時 時間外手当 納税課・国民健康保険課・後期高齢者
豊前市 ×
中間市 ×
小郡市 × 市民課 第3日曜日以外開庁　振替
筑紫野市 × 第2、4土曜日　午前中　振替
春日市 × 住民票、印鑑登録、戸籍等　 出張所　土日祝 再雇用で対応
大野城市 × 市民・市税・収納・国保年金・子育て支援・上下水道 第2、4土曜　9:30～12:30　振替
宗像市 ×
太宰府市 × 市民課・税務課（証明発行のみ） 第2、4土曜　9:00～12:00
糸島市 ×
古賀市 × 市民課 3/28（日）4/4（日）8:30～12:00検討中 来年度未定　休日手当

福津市 ×
うきは市 ○ 木曜日 午後6時30分 フレックス 住民課
宮若市 ○ 木曜日 午後7時15分 フレックス 市民課　発行のみ
嘉麻市 ○ 木曜日 午後7時 時間外手当 市民課・税務課
朝倉市 ○ 水曜日 午後7時 フレックス 市民課
みやま市 × 要望があれば 時間外手当

那珂川町 ○ 第2、4木曜 午後9時 時間外手当 税務課・国保の課
宇美町 ○ 毎月15日 午後8時 時間外手当 住民課・税務課・健康福祉課 第4日曜　税務課　8:30～17:15
篠栗町 × 年に4回期間を決めて　時間外手当
志免町 ×
須恵町 ○ 第3水曜日 午後8時 時間外手当 住民課・健康福祉課・税務課
新宮町 ×
久山町 ×
粕屋町 ×
芦屋町 ×
水巻町 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 住民課・福祉課・税・健康福祉・下水
岡垣町 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 住民課・こども未来課・（税・健康福祉・下水は３月まで）

遠賀町 ×
小竹町 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 税課・環境・住民・町営・国保等
鞍手町 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 税務住民課・会計課・教育課
桂川町 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 住民課・税務課・保健環境課・水道課・学校教育課

筑前町 ○ 木曜日 午後7時 時間外手当 住民課（証明発行のみ）
東峰村 ×
大刀洗町 ○ 木曜日 午後7時 フレックス 住民課・健康福祉課・会計課・税務課・建設課・上下水道管理係 21年度3月 終日曜日終日　22年度4月 初の日曜日終日　異動関係の課受付のみ　代休

大木町 × 税務町民課（証明のみ） 第2、4日曜　9:00～13:00 代休　年度末年度当初日曜日　8:30～17:15　健康福祉課、教育課

広川町 × 証明のみ 第1日曜　8:30～12:00
香春町 × 証明のみ（自動交付機 午後8時まで　事前登録365日対応）

添田町 ×
糸田町 × 土日祝 日直体制2名
川崎町 ×
大任町 ×
赤村 ×
福智町 ×
苅田町 × 宿直で対応

みやこ町 ×
吉富町 ×
上毛町 ×
築上町 × 住民票、印鑑証明、発行のみ 土日祝　8:30～12:00　管理職で対応
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PDCAシート　連番6　資料

■利用者用件別状況

目的 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 合計 備考

税の納付 76件 182件 163件 190件 611件

税の証明 23件 14件 44件 41件 122件

納税相談 16件 13件 17件 22件 68件

申告・その他 26件 19件 9件 1件 55件

電話問合せ等 10件 83件 9件 23件 125件

計 151件 311件 242件 277件 981件

戸籍に関すること 28件 42件 56件 71件 197件

住民登録に関すること 90件 157件 150件 141件 538件

印鑑登録に関すること 17件 25件 23件 21件 86件

各種証明に関すること 79件 145件 113件 135件 472件

その他 0件 20件 14件 10件 44件

計 214件 389件 356件 378件 1,337件

税関系 ─ 135件 224件 135件 494件

国保関係 ─ 113件 164件 78件 355件

住宅関係 ─ 27件 48件 20件 95件

水道関係 ─ 54件 173件 65件 292件

下水道関係 ─ 14件 24件 5件 43件

計 0件 343件 633件 303件 1,279件

使用料支払 ─ 6件 18件 35件 59件

各種施設予約 ─ 5件 3件 3件 11件

その他問い合わせ等 ─ 5件 3件 2件 10件

計 0件 16件 24件 40件 80件

365件 1,059件 1,255件 998件 3,677件

時間外窓口に関する利用者用件別状況等調

担当課

税
務
住
民
課

税
務
関
係

平成18年度には
平成18年1月から
3月までのデータ
を含む

住
民
関
係

合　計

会
計
課

平成19年6月から
のデータによる

教
育
課

平成19年9月から
のデータによる
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H24年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課総務課7 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

0千円

スムーズで快適な窓口サービスの導入

 中間目標

住民サービスの向上

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

アンケートに基づく住民満足度100％の達成

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

総合案内の設置是非の検討完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　現在、役場の行政サービスについては役場・教育委員会(中央公民館)・福祉センター３つの拠点で分散されている
状況であり、住民サービスの低下が見受けられる。本来は、役場庁舎内に統一することが望ましいが現状では課題が
多い。そこですべての人に快適でやさしい窓口サービスの提供を目標に、役場を訪れた住民が手続きをスムーズに完
結出来るように体制を整備する。

　※具体的実施内容
　　①適切なフロアスペースの確保
　　②窓口取扱い業務一覧を作成し窓口での連携強化を図るとともに、庁舎玄関に案内板を作成する
　　③職員研修の一環として、各課の交代制による案内係の設置を検討する
　　④申請書類等はすべてホームページよりダウンロードできるようにする
　　⑤住民の満足度調査を行う

37



PDCAシート　連番7　資料

窓口サービスに係る県内市町村の実施状況　（県内約６５％は総合案内を実施している）

平成22年7月現在

市町村名 総合窓口 総合案内 体　制
北九州市
福岡市
大牟田市 × ○ 業務委託
久留米市 × ○ 業務委託
直方市 × ○ 委託
飯塚市 × 実施の方向で検討中

田川市 × ○
柳川市 × ○ 嘱託職員
八女市 × ○ 職員当番制　職員研修の一環
筑後市 × ○ 職員
大川市 × ○ フロアマネージャー　ＯＢ
行橋市 × ×
豊前市 × ○ 業務委託
中間市 × ○ 臨時職員２名　代表電話の取次ぎも
小郡市 × ○ 業務委託
筑紫野市 × ○ 派遣
春日市 × ○ 委託２名　
大野城市 ○ ○ 民間委託
宗像市 × ○ 業務委託
太宰府市 × ○ 業務委託
糸島市 × ×
古賀市 × ○ 業務委託
福津市 × ○ 業務委託
うきは市 × ×
宮若市 × ○ ５月より　臨時２人体制　週３回
嘉麻市 ○ ○ 職員
朝倉市 × ○ 業務委託
みやま市 × ×
那珂川町 × ○
宇美町 × ○ 非常勤職員
篠栗町 × ×
志免町 × ○ 非常勤職員
須恵町 × ×
新宮町 × ○ 住民課と兼用　現況はあまりやっていない
久山町 × ○ 臨時　８時３０分から１２時　１３時から１４時
粕屋町 × ○ 臨時
芦屋町 × ○ 派遣
水巻町 × ×
岡垣町 × ○ 臨時
遠賀町 × ×
小竹町 × ×
鞍手町 × ×
桂川町 × ×
筑前町 × ○ １人嘱託職員（環境防災課の配置）
東峰村 × × 住民福祉課の窓口で対応
大刀洗町 × ○ 総合受付　住民課と兼用　嘱託職員
大木町 × ×
広川町 × ×
香春町 × ○ 全職員で交代制
添田町 × × 住民課　紙で案内
糸田町 × ×
川崎町 × ○ 嘱託職員
大任町 × × ２年前になくなった
赤村 × ×
福智町 × ×
苅田町 × ○ 委託
みやこ町 ○ ○ 総合窓口課（豊津支所・犀川支所）
吉富町 × ×
上毛町 ○ ○ 総合窓口課（太平支所）　今年度住民課総合案内
築上町 × ○ 電話交換　業務委託１名

計 4 37
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PDCAシート　連番7　資料

◆役場庁舎内に統一する実施案

◆役場庁舎内に統一するメリット・デメリット

■メリット
　

■デメリット
　

懸案事項
※庁舎内の課の配置及びスペースの確保について検討が必要

・中央公民館は職員が少なくなることで、施設の管理運営の体制を確立
させる必要がある。

・役場庁舎内に全ての部署が統合されると、住民の手続きがスムーズに行なわれ
サービスの向上になる。
・関係部署を集約することで、手続きの漏れがなくなる。（１フロアーに集約）
　（例　住民移動　子ども手当　乳児医療　ひとり親医療　児童扶養手当　等）

・教育課の公民館係のみを中央公民館に残して、役場庁舎内に配置する。
・健康増進班を福祉センターに配置する。
　事業のほとんどが福祉センターで実施されており、保健師は福祉センターに
常駐することが多く住民も利用しやすい。また、電話等の対応も即できない場
合も多く、住民サービスの低下が起きている。
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PDCAシート　連番7　資料

■窓口サービスアンケート（案）

次の項目に☑でお答えください。

◆時間外窓口をしっていますか？

　□ 知っている　　　□ 知らない

時間外窓口を利用したことがありますか？

　　□ ある　　　□ ない

◆その他、窓口サービスについてお気づきの点やご意見がありましたら、ご記入ください

◆本日は、どのような用件で来られましたか？

◆年齢　　　　

◆職員の対応や説明の仕方はいかがでしたか？

町では、みなさんにより満足いただける窓口サービス・窓口業務を目指して「窓口サービスアン
ケート」を行なうことになりました。大変お手数ですが、アンケートにご協力をお願いいたします。

　（　　　　　　　）課　　（　　　　　　　）課　　（　　　　　　　）課

　□ 快適だった　　　□ やや快適だった　　　□ やや不快だった　　　□ 不快だった

　□１０代　 □２０代　 □３０代　 □４０代　 □５０代　 □６０代　 □７０代以上

　□　男性　　　　　 □　女性

　□ 申請・届出　  　□ 相談　　　　□ その他

◆手続きの仕方や申請書の書き方はわかりやすかったですか？

◆町ではスピーディな対応を心がけていますが、本日のご用件はスムーズにすみましたか？

◆性別

　□ わかりやすい　　□ ややわかりやすい　　□ ややわかりにくい　　□ わかりにくい

　□ わかりやすい　　□ ややわかりやすい　　□ ややわかりにくい　　□ わかりにくい
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

25

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第4次において構築した行政評価制度は外部評価を導入し本格稼動に移行している。第5次においても、引き続きこ
の取り組みを継続していくこととし、イベント事業の見直しや補助金のあり方などの政策的な判断を要する事業につ
いては、外部評価により意見を求め、その他の各種事務事業については、あらゆる面から多角的にその情報を活用
し、内部的に事務事業の検証を行うことで、行政のムリ・ムダ・ムラを洗い出すこととする。そのために行政評価及
び業務日誌のデータを利用し、また広く公開し、多角的に事業検証を行っていく。

　※具体的実施内容
　　①行政評価のホームページ公開
　　②行政評価検証チームの設立

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

行政評価を活用した行政サービスの改善

 中間目標

事務・事業の改善

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

検証チームによる検証事業数150件（年30件）

 終目標

■ 計画⇒実施
全庁主管課 その他担当課企画財政課8 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

41



PDCAシート　連番8　資料

行政評価を活用した行政サービスの改善

① 行政評価のホームページ公開

② 行政評価検証チームの設立

① 行政評価のホームページ公開

業務の流れ

③情報の伝達

④事業への活用

公開参考例（アクセス手順）

・
・
・ ・
・ ・
・ ・
・
・

・
・
・

・
・ ・
・ ・
・
・
・
・ ・

・
・

給与処理事務

総務課 庶務管財班 広報誌発行事業

④内容によっては
視聴者への回答

担当課

交通安全啓発事業

人事班 人事管理事務

企画財政課

地域振興班 都市計画事務

行政評価制度事務政策財政班

　行政評価を 大限有効活用し、行政のムリ・ムダ・ムラを洗い直し事業改善を行うために、行政評
価及び業務日誌のデータを利用し、また広く公開し、多角的に事業検証を行う。

　行政評価制度を導入した当初の目的どおり、ホームページ上で行政評価シートを公開し、広く住
民（視聴者）に公開することで、町が行う様々な事業の紹介と、それに伴う意見・感想（住民視点）を
求める。あがってきた意見・感想は今後の事業に活用する。

視聴者
ホームページ
（行政相談）

①閲覧

②意見・感想

各事務事業担当課 担当班

行
政
評
価
シ
ー
ト
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PDCAシート　連番8　資料

② 行政評価検証チームの設立

・職員による検討チームを設立し、行政評価の内容を検討する。

メリット

デメリット

事務フロー図

・主要事業ですか？

　NO YES

次年度予算へ反映

・副町長が対象事業を選定
・副町長及び企画財政課長（主管課長）が人選・人数・班数を決定

　　メンバーの人選は年齢・性別・職種を問わない

・７月～１０月に検証
・副町長に検証結果を報告

関係課
　・次年度の予算へ反映

行政評価検討チーム

選定

町長査定

　経験したことのない業務に対し様々な資料を集め、また班内で意見を交わし
検証していくことは、職員の知識、資質向上及び意識改革へと繋がる面があ
る。

　　※1班は１０～１５を対象事業とする

・評価シート内の実績・一次判定等の内容を検証するプロジェクトチームを設立し、より多角的な事
務事業評価を行う。

事　務　事　業
（一次評価が終了したもの）

・人数は、５～８人程度を１班とし、評価項目の数によっては複数の班を形成する。
・時期は、結果を１２月の予算査定に反映させるため、行政評価の一次判定終了後（７
月）から１０月を目処とする。

・・・報酬等の経費が発生しない。業務内容を把握しており、個別に評価シート
の内容を確認する手間がかからない。

・・・職員の業務を職員で評価するため、評価内容の公平性や民間視点での評
価ができず、また、班を増やしたとしても約３００（平成２１年度分）ある事務事業
全てを検証することは不可能に近く、一度にどれだけの数をこなすかが課題と
なる。
　一般業務と同時進行で行っていくため、時間外勤務手当が発生すると思われ
る。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

25

再振替廃止に係る削減1,800千円（年360千円）

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　周知の徹底や提携金融機関の見直しで口座振替を促進し、21年度末の加入率約60％を平成27年度までに70％とす
る。口座振替者が増加することにより、収納率の向上が期待でき、現年分の収納率が向上することにより新たな滞納
が増加しないため、滞納額全体の減少に繋がる。また、現在は口座引落しの再振替を実施しているが、近隣には再振
替を実施している市町はほとんどなく、徴収率でも差異がないため、電算システム更新に伴い廃止し経費削減を図
る。

　※具体的実施内容
  　①口座振替を促進をするため、新規口座振替の手続きをしてもらう。
　　　　税関係　　　…確定申告時
　　　　国民健康保険…加入手続き時
　　　　保育料　　　…申込時
　　　　住宅　　　　…申込時
　　②各課窓口において口頭でお願いをする。また、申請用紙を各課窓口に用意する。
　　③未利用者に啓発活動等により一層の周知を図る。納付書送付時に口座振替依頼書を同封する。
　　④提携金融機関の見直し
　　⑤再振替を廃止し、事務経費の削減を図る。

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

口座振替の利用促進と再振替の廃止

 中間目標

事務・事業の改善

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施
保険健康課・建設課・福祉人権課・上下水道課

 終目標

主管課 その他担当課税務住民課9 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）
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PDCAシート　連番9　資料

町民税
（普通徴収のみ）

固定資産税 国民健康保険税 住宅家賃 保育料 水道使用料 下水道使用料 計

総件数 3,952 7,035 2,819 477 318 6,015 1,427 22,043

振替件数 1,184 3,482 1,118 165 200 5,631 1,371 13,151

振替率 29.96% 49.50% 39.66% 34.59% 62.89% 93.62% 96.08% 59.66%

※軽自動車税については、年１回で金額も少ないためはずす。定期的にある項目で判断する

■２１年度課税状況等調べより

市町民税
（普通徴収のみ）

固定資産税 国民健康保険税 住宅家賃 保育料 水道使用料 下水道使用料 計

総件数 7,584 21,986 9,341 304,965 18,952 362,828

振替件数 3,394 9,579 2,512 245,923 16,285 277,693

振替率 44.75% 43.57% 26.89% 50.00% 園徴収 80.64% 85.93% 55.30%

総件数 6,290 11,979 4,593 98,696 2,362 123,920

振替件数 1,739 4,848 1,659 76,403 2,013 86,662

振替率 27.65% 40.47% 36.12% 出していない 63.00% 77.41% 85.22% 54.98%

総件数 1,844 3,543 1,639 3,840 173 11,039

振替件数 672 1,572 516 3,309 150 6,219

振替率 36.44% 44.37% 31.48% 出していない 100.00% 86.17% 86.71% 64.20%

総件数 9,457 16,492 6,886 325,518 10,065 368,418

振替件数 4,039 10,487 3,746 278,975 8,873 306,120

振替率 42.71% 63.59% 54.40% 47.00% 園徴収 85.70% 88.16% 63.59%

総件数 3,907 7,778 3,008 14,693

振替件数 1,292 4,091 1,375 6,758

振替率 33.07% 52.60% 45.71% 54.60% 100.00% 57.20%

総件数 5,791 5,791 5,029 154,053 88,471 259,135

振替件数 1,705 1,705 1,884 151,002 86,679 242,975

振替率 29.44% 29.44% 37.46% 68.68% 60.00% 98.02% 97.97% 60.14%

総件数 6,508 13,275 4,724 11,863 36,370

振替件数 2,922 8,088 1,939 10,630 23,579

振替率 44.90% 60.93% 41.05% 40.00% ６月～口振開始 89.61% 55.30%

総件数 2,909 4,818 2,469 1,040 11,236

振替件数 1,823 3,548 1,585 900 7,856

振替率 62.67% 73.64% 64.20% 80.00% 65.00% 86.54% 72.01%

近隣市町の主な収入の口座振替率一覧表　(平成２１年度実績　平成２２年３月現在)

岡垣町

芦屋町

小竹町

宮若市

項　　　目

中間市

遠賀町

水巻町

直方市

・水道事業について
は北九州市と統合
・下水については、
井戸水・井戸水併用
のみ

・水道事業について
は中間市と統合

項　　　目

鞍手町
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PDCAシート　連番9　資料

町民税
（普通徴収のみ）

固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 住宅家賃 保育料 水道使用料 計

延総振替件数 3,329 13,736 1,211 10,201 1,939 2,209 69,167 101,792

延再振替件数 93 505 42 207 72 169 2,646 3,734

再振替率 2.79% 3.68% 3.47% 2.03% 3.71% 7.65% 3.83% 3.67%

市町民税
（普通徴収のみ）

固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 住宅家賃 保育料 水道使用料

再振有無 無 無

対応状況 納付書を送付 納付書を送付

再振有無 無 無 無

対応状況 納付書を送付 納付書を送付
引去り出来な
い分は翌月一
緒に引去る

再振有無 有 有 無

対応状況
残高があれば
月に限らず引
去り

引去り出来な
い分は翌月一
緒に引去る

再振有無 無 無

対応状況 納付書を送付 納付書を送付

再振有無 無 無 無

対応状況 納付書を送付 納付書を送付 納付書を送付

再振有無 無 無 無

対応状況 納付書を送付 納付書を送付
翌月残高があ
れば２か月分
おちる

再振有無 有 有 有

対応状況
残高があれば
月に限らず引
去り

翌月自動的に
再振替

再振有無 無 無 無

対応状況
不納通知案内
と一緒に納付
書を送付

芦屋町

小竹町

宮若市

項　　　目

中間市

遠賀町

水巻町

直方市

無

近隣市町の主な再振替実施状況

岡垣町

項　　　目

鞍手町

年度内は次の期別分の引去りと一緒に引き落と
し。不納者への通知はしていない。

無

口座振替不納通知文が記載してある納付書を送
付。１０月中旬よりコンビニ納付を予定

無

分納と期別ごとの口座振替がある。納付書として
使える不納通知書を送付。

引去り不納者へ納付書として使える通知書を送付

無

納付書を送付

無

不納通知書と一緒に納付書を送付

有

不納分は、翌月の引去り日に当月分と一緒に引去
り

無

納付書を送付

有
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◆他市町村の提携金融機関

福岡銀行 西日本シティ銀行 福岡ひびき信用金庫 直鞍農協
ゆうちょ銀行 りそな銀行
福岡銀行 西日本シティ銀行 福岡ひびき信用金庫 直鞍農協
ゆうちょ銀行 福岡中央銀行 九州労働金庫
福岡銀行 西日本シティ銀行 福岡ひびき信用金庫 直鞍農協
ゆうちょ銀行 飯塚信用金庫 九州労働金庫
福岡銀行 西日本シティ銀行 福岡ひびき信用金庫 直鞍農協
ゆうちょ銀行
福岡銀行 西日本シティ銀行 福岡ひびき信用金庫 ゆうちょ銀行
九州労働金庫八幡支店 北九州市農協 遠賀信用金庫
福岡銀行 西日本シティ銀行 福岡ひびき信用金庫 北九州市農協
遠賀信用金庫 ゆうちょ銀行
福岡銀行 西日本シティ銀行 北九州市農協 遠賀信用金庫
ゆうちょ銀行
福岡銀行 西日本シティ銀行 北九州市農協 遠賀信用金庫
ゆうちょ銀行

◆口座振替促進に係るメリット・デメリット

　

◆再振替廃止に係るメリット・デメリット

◆検討課題

中間市

遠賀町

水巻町

岡垣町

鞍手町

直方市

宮若市

小竹町

■メリット
（削減）
・再振り通知（シーラー）の経費削減　　　　　　　　　　　＠4.98×3,734≒18,600
・再振り通知（郵便料）の経費削減　　　　　　　　　　　　＠50×3,734＝186,700
・再振り委託料の削減　　口座振替手数料　　　　　　　　　＠10×3,734＝37,340
・提携金融機関回り（職員が交代で行なっている）＠3,360×2時間×12ヶ月＝80,640
・再振り不能による納付書の削減　　　　　　　　　　　　　＠3.42×1,634≒5,600
・納付書送付（郵便料）の削減　　　　　　　　　　　　　　＠80×1,634＝130,720
・再振に係る事務事業（行政評価より税務27時間・水道36時間その他の課については不明）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠3,360×63時間＝211,680
　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　671,280円
（増加）
・不能通知（納付書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠3.42×3,734≒12,780
・不能通知（郵便料）　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠80×3,734＝298,720
　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　311,500円
　削減額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　359,780円

■デメリット
・再振替を行なっていることで、現在の徴収率を保っている可能性があり、廃止すると滞納等の増加
により事務処理が増える可能性がある。
　特に水道課の場合、給水停止に係る事務が増える可能性がある。

・口座振替率を上げるのと同時に収納率も上げる
・口座振替が出来なかった場合の検討
　　（例）３ヶ月落ちない場合は納付書に切り替える等
・再振を止めることで収納率の低下にならないようにする。
　再振替があることで、本来の納期限に納めなくても良いという住民の意識を変えていく。（近隣市
町村では再振替はほとんどしていない）
・提携金融機関の見直しをする
　　（例）遠賀信用金庫等を新規に入れる

■メリット
・収納率の向上が期待できる。
・滞納額全体の減少に繋がる。

■デメリット
・口座振替用紙の経費がかかる。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H25年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H25年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施

 終目標

主管課 その他担当課上下水道課10 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

0千円

上下水道料金の検針及び徴収方法の見直し

 中間目標

事務・事業の改善

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

検針委託料削減7,254千円（年2,418千円）

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

実施方法の検討及び事前周知完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　現在毎月行なっている上下水道料の検針業務、徴収業務等の手法を見直し、業務の効率化及びコスト削減を図る。
見直しにあたっては、メリットとデメリットを総合的に検討した上で実施することとする。なお、検討の結果、実施
することとなった場合には、この見直し実施による住民への影響を考慮し、周知期間を十分に設けるなど、見直しに
伴う混乱を 小限にする。

　※具体的実施内容
　　①検針を毎月から隔月に変更し、検針業務の効率化及びコスト削減を図る
　　②料金を隔月徴収にすると住民への影響が大きいと思われるため、毎月徴収のままとするが、ふた月分の納付書
　　　（例：4月分1枚、5月分1枚）を同時に郵送するなどの事務改善によって業務の効率化を図る
　　③見直しについての住民への周知を徹底する
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PDCAシート　連番10　資料

検針委託料 H22年3月 H22年6月

17年度 4,635,926 検針員1 1,164 1,167

18年度 4,837,124 検針員2 511 －　

19年度 4,846,912 検針員3 1,392 1,392

20年度 4,824,902 検針員4 938 939

21年度 4,755,586 検針員5 1,538 1,546

平均 4,780,090 検針員6 921 921

水道班職員 231 751

計 6,695 6,716

水道料金徴収方法（案）

　■２ヶ月分の使用水量を２分し、各月平均して使用したものとみなして徴収する
　　例：４月に１３立方メートル、５月に１５立方メートル使用すると、合計２８立方メートルの使用となる。
　　　　これを２分し、それぞれの月で１４立方メートルを均等に使用したものとみなす。

　　　この徴収方法を取ることにより、現状よりも水道料金が低くなる場合があるので、住民にとっては
　　支払う料金が安くなる。しかし、行政にとっては収入が減少することとなる。
　　（別紙１及び２を参照）

※参考：検針受持戸数状況（単位：戸）

　6,500戸を単価62円で予算計上

　　＠62円　×　6,500戸　×　12回/年

　　　　　　　　　　　　　　＝　4,836,000円

　給水の開始・停止があるため、毎月の検針戸
数は変動する。
　なお、２２年度から検針員が１名減ったため、
水道班職員の受持戸数が増加している。

　■検針を隔月にした場合の委託料削減額

　　　＠62円　×　6,500戸　×　6回/年　＝　2,418,000円

検針委託料の状況

22年度
当初予算

4,836,000

検針委託料（単位：円）

　■検討課題
　・奇数月検針地区と偶数月検針地区とに分け、検針員が毎月検針に回れる体制を取ることに
　　ついても検討する。
　・２ヶ月分の使用料を２回に分けて徴収することになるため、料金の算定方法について条例改正を
　 含めて検討が必要となる。
　・漏水が発見された場合の対応（料金の徴収）についての検討が必要となる。
　・収入が減少することを考慮して、この手法を実施するかどうか判断する必要がある。

　■メリット

　・検針回数が毎月（年１２回）から隔月（年６回）になることで、検針委託料が半減できる。
　・水道料金が安くなる場合があるので、住民にとってのメリットとなる。（別紙１、２参照）

　■デメリット

　・検針が２ヵ月に１度になるため、漏水の発見が遅れる可能性がある。
　・水道料金が安くなる場合があるので、料金収入が減少する。（別紙１、２参照）
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鞍手町水道事業給水条例第２３条（料金）

13mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
75mm

100ｍｍ以上

■水道料金の算出方法（口径13mmとする）

13mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm以上 一時用 合計
1,842 4 15 1,915
27.4% 0.1% 0.2% 28.5%

3,473 8 1 1 1 1 3,558
51.6% 0.1% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 52.9%

1,058 9 1 3 2 1 1,113
15.7% 0.1% 0.01% 0.04% 0.03% 0.01% 16.5%

71 20 6 19 9 3 143
1.1% 0.3% 0.1% 0.3% 0.1% 0.04% 2.1%

6,444 41 8 23 12 3 0 17 6,729
95.8% 0.6% 0.1% 0.3% 0.2% 0.04% 0.0% 0.3% 100.0%

共用栓用

　基本料金以内となるため、1,000円　×　1.05　＝　1,050円

51㎥以上

基本料金

管理者が定める額

私設消火栓用

一
般

種別
及び口径

料金　

水量

（別紙１）　　現状の水道料金算出方法

　料金は、次の区分による基本料金と従量料金の合計額に100分の105を乗じて得た金額とする。ただし、
当該金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

20mm
54

8立方
メートル

一時用

8㎥以下

8立方

8立方

4,300円

1,000円
1,700円
2,600円

2.7%

0.8%
73

1.1%
39

0.6%

7,000円

従量（超過）料金

9～25立方メートルまで　1立方メートル　125円
26～50立方メートルまで　1立方メートル　195円
51立方メートル以上　1立方メートル　225円

1立方メートル当たり　80円（基本料金なし）

演習　10分ごとに　2,000円
9立方メートル以上　1立方メートル当たり　225円

10,000円
15,000円

800円

3,000円

料金

　総数6,729件のうち、一般用口径13mmが95.8％、使用水量は13mmで9～25立方メートルが51.6％を占
めている。

※平成22年8月　段階・口径別統計表 （単位：件、％）

ひと月の使用水量が１１立方メートルの場合

　８立方メートルまでは基本料金で、超過した３立方メートル分は１立方メートルにつき125円加算。
　　（　1,000円　＋　125円　×　3　）　×　1.05　＝　1,440円　（10円未満は切り捨て）

ひと月の使用水量が２８立方メートルの場合

　８立方メートルまでは基本料金で、超過した１７立方メートル分（２５立方メートルまで）は１立方メートル
につき125円加算、３立方メートル分（５０立方メートルまで）は１立方メートルにつき195円加算。
　　（　1,000円　＋　125円　×　17　＋　195円　×　3　）　×　1.05　＝　3,890円　（10円未満は切り捨て）

15

合計

9～25㎥

0.2%
181

ひと月の使用水量が８立方メートル以下の場合

湯屋営業用

26～50㎥
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PDCAシート　連番10　資料

区分①：ひと月の使用水量が８立方メートル以下
区分②：ひと月の使用水量が９立方メートル以上２５立方メートル以下
区分③：ひと月の使用水量が２６立方メートル以上５０立方メートル以下

４月 ５月 合計 平均
ふた月合計料

金
ふた月合計料

金
Ｂ－Ａ

現状との
比較

6 6 12 6 2,100 2,100 0
5 7 12 6 2,100 2,100 0
4 8 12 6 2,100 2,100 0

18 18 36 18 4,720 4,720 0
17 19 36 18 4,720 4,720 0
16 20 36 18 4,720 4,720 0
15 21 36 18 4,710 4,720 10 高
14 22 36 18 4,710 4,720 10 高
13 23 36 18 4,710 4,720 10 高
12 24 36 18 4,720 4,720 0

34 34 68 34 10,240 10,240 0
33 35 68 34 10,230 10,240 10 高
32 36 68 34 10,240 10,240 0
31 37 68 34 10,230 10,240 10 高
30 38 68 34 10,240 10,240 0
29 39 68 34 10,240 10,240 0
28 40 68 34 10,240 10,240 0
27 41 68 34 10,240 10,240 0
26 42 68 34 10,240 10,240 0

7 9 16 8 2,230 2,100 -130 安
6 10 16 8 2,360 2,100 -260 安
5 11 16 8 2,490 2,100 -390 安

8 12 20 10 2,620 2,620 0
7 13 20 10 2,750 2,620 -130 安
6 14 20 10 2,880 2,620 -260 安
5 15 20 10 3,010 2,620 -390 安

24 26 50 25 6,630 6,560 -70 安
23 27 50 25 6,700 6,560 -140 安
22 28 50 25 6,770 6,560 -210 安
21 29 50 25 6,850 6,560 -290 安
20 30 50 25 6,920 6,560 -360 安

22 30 52 26 7,180 6,960 -220 安
21 31 52 26 7,250 6,960 -290 安
20 32 52 26 7,330 6,960 -370 安
19 33 52 26 7,400 6,960 -440 安
18 34 52 26 7,480 6,960 -520 安
17 35 52 26 7,550 6,960 -590 安

口径13mmの場合（単位：立方メートル、円）

（別紙２）　　水道料金算出方法を変更した場合の料金比較

　・（１）～（３）のように同一区分内で使用水量が変動する場合、料金は変わらないことが多い。

（６）　４月の使用水量は②、５月の使用水量は③だが、平均すると②になる場合

（７）　４月の使用水量は②、５月の使用水量は③だが、平均すると③になる場合

（１）　４月も５月も使用水量が①の場合

　・（４）～（７）のように区分を超えて使用水量が変動する場合、料金は安くなることが多い。

（２）　４月も５月も使用水量が②の場合

（３）　４月も５月も使用水量が③の場合

　　　※１０円未満の切捨ての関係上、高くなる場合も考えられる。

（４）　４月の使用水量は①、５月の使用水量は②だが、平均すると①になる場合

（５）　４月の使用水量は①、５月の使用水量は②だが、平均すると②になる場合
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事務事業名 作業名

水道検針関連 検針後の処理業務

水道検針関連 水道検針

水道検針関連 水道検針業務

水道検針関連 水道検針後の処理

計

事務事業名 作業名

水道料収納・調定 OCR読込作業

水道料収納・調定 月調定業務

水道料収納・調定 調定簿整理

納付書関連 異動入力、チェック

納付書関連 一括調定処理

納付書関連 再納付書配布業務

納付書関連 督促状業務

納付書関連 納付書持込準備業務

納付書関連 納付書配布業務

納付書関連 文書各金融機関へ送付業務

計

事務事業名 作業名

給水停止 一覧表業務

給水停止 給水停止業務

給水停止 給水停止待機業務

給水停止 給水停止分の解除

給水停止 給水停止分料金整理収納

給水停止 金融機関への業務

給水停止 事前事後業務

給水停止 滞納者への事前電話連絡

口座振替関連 中止分口座振替業務

口座振替関連 督促状整理業務

未収金関連 納入者の消込

未収金関連 未収金一覧表確認

未収金関連 未収金整理

未収金関連 未収金徴収業務

計

月 停止戸数 件数
4月 0 164
5月 14 174
6月 5 162
7月 5 203
8月 11 186
9月 14 177
10月 8 162
11月 13 135
12月 0 142
1月 14 138
2月 6 193
3月 11 196
合計 101 2,032

月平均 8.4 169.3
（注）前回までと比べ水道使用量が大幅に増えており、
　漏水が疑われた件数
　　　漏水・水道の閉め忘れ・水の使いすぎ等が原因

※参考：平成21年度　給水停止戸数

検針事務関連（単位：時間）

（参考）平成２１年度　業務従事時間調（業務日誌より抽出）

　徴収を隔月にすると、単純計算で

　　509.5時間　÷　2　＝　254.75時間　②

　業務従事時間を削減できる

　徴収を隔月にすると、水道料金未納者の増
加が予想され、未収金処理事務や給水停止
事務が増える可能性がある。

　1010.5時間　×　50.8％　＝　513.34時間

　未納者の増加により、未納金処理事務時間
が50.8％増加すると、513.34時間の業務時間
増加となり、削減時間を上回ることになる。

　検針を隔月にすると、単純計算で

　　517時間　÷　2　＝　258.5時間　①

　業務従事時間を削減できる

水道料金徴収事務関連（単位：時間）

水道料金未納処理事務関連（単位：時間）

　削減時間合計

　　　　　①　＋　②　＝　513.25時間

年間従事時間

137.0

1.0

375.0

4.0

517.0

年間従事時間

11.5

10.0

7.0

7.0

36.0

25.0

120.0

214.5

71.0

7.5

509.5

年間従事時間

126.5

334.0

72.5

4.0

12.5

13.0

295.0

94.0

18.0

8.0

3.5

4.5

2.5

22.5

1,010.5

月
4月
5月

※参考：平成21年度 水道検針異常件数（注）

6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

月平均
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H25年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H25年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

25

事務局人件費30％削減10,800千円（年3,600千円）

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

事務局のあり方についての検討完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　町に事務局を設置している外郭団体に対し、事務機能の整理を進め、自主自立した組織運営を促進する。

　※具体的実施内容
　　・外郭団体の実態を把握し、事務局のあり方について精査を行う。
　　　①現状維持(事務の内容について、団体と事務局で刷り合わせを行い役割分担をそれぞれで担う手法などを
　　　　検討)
　　　②自主運営(必要 低限の人的・財政的支援は必要)
　　　③他外郭団体との統合
　　　④廃止

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

外郭団体との関わり方の見直し

 中間目標

附属機関等の整理

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施
総務課・企画財政課・保険健康課・福祉人権課・農政環境課・建設課

 終目標

主管課 その他担当課教育課11 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）
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PDCAシート　連番11　資料

№ 団体名 担当課 現手法

1 鞍手美術協会 教育課 団体と行政で役割分担を担っている

2 鞍手文化連盟 教育課 団体と行政で役割分担を担っている

3 鞍手町自治公民館連絡協議会 教育課 自主運営

4 鞍手町人権・同和教育研究協議会 教育課 行政主導型

5 鞍手町青少年育成町民会議 教育課 一部自主運営

6 鞍手町公民館まつり実行委員会 教育課 団体と行政で役割分担を担っている

7 鞍手町子ども会連絡協議会 教育課 団体と行政で役割分担を担っている

8 鞍手町体育協会 教育課 団体と行政で役割分担を担っている

9 鞍手町食生活改善推進会 保険健康課 一部自主運営

10 鞍手町遺族会 福祉人権課 行政主導型

11 日赤紺綬会 福祉人権課 行政主導型

12 西川改修期成同盟会 建設課 行政主導型

13 産業まつり実行委員会 企画財政課 団体と行政で役割分担を担っている

14 鞍手町食育推進協議会 農政環境課 行政主導型

今後の方向性(案)

④行政主導型の団体であっても、事務の内容等を整理し、団体と事務局で役割分担を精査し運
　営を行っていく。

鞍手町外郭団体の現状及び今後の方向性(案)

①今後さらに団体と行政で役割分担を整理し、運営を行っていく。

②外郭団体の持つ趣旨や内容から、行政で行った方が迅速な運営が行われると判断されるもの
　は行政主導型として現状維持を行う。

③現状でほぼ自主運営を行っている外郭団体は、事務局を廃止する。

それぞれの事務局は設立の趣旨や活動内容に統一性はないので、それぞれ随時事務局整理を行い、
人件費の削減を行っていく。
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PDCAシート　連番11　資料

番号 団体名 担当課 法定可否 業務時間 人件費A 補助金B その他支出C 経費A＋B＋C 備考

1 鞍手美術協会 教育課 自主 73 245,280 0 245,280 補助金は、鞍手文化連盟分に含まれる

2 鞍手文化連盟 教育課 自主 140 470,400 400,000 870,400

3 鞍手町自治公民館連絡協議会 教育課 自主 303 1,018,080 92,000 1,110,080

4 鞍手町人権・同和教育研究協議会 教育課 自主 320 1,075,200 1,319,000 1,000 2,395,200

5 鞍手町青少年育成町民会議 教育課 自主 157 525,840 0 1,040,000 1,565,840

6 鞍手町公民館まつり実行委員会 教育課 自主 105 344,040 0 6,000 350,040

7 鞍手町子ども会連絡協議会 教育課 自主 690 1,561,390 0 160,000 1,721,390

8 鞍手町体育協会 教育課 自主 198 665,280 1,040,000 1,705,280 鞍手郡体育協会業務含む

9 鞍手町食生活改善推進会 保険健康課 自主 374 1,256,640 0 189,000 1,445,640

10 鞍手町遺族会 福祉人権課 自主 211 707,280 64,000 328,000 1,099,280 鞍手地区遺族会業務含む

11 日赤紺綬会 福祉人権課 自主 473 1,589,280 0 1,589,280

12 西川改修期成同盟会 建設課 内部 58 194,880 104,000 298,880

13 産業まつり実行委員会 企画財政課 自主 570 1,915,200 1,800,000 3,715,200

14 鞍手町食育推進協議会 農政環境課 自主 182 609,840 86,000 695,840 農業女性の会含む

計 3,852 12,178,630 4,905,000 1,724,000 18,807,630

　※　平成21年度事務事業評価、業務日誌より作成
　※　その他支出Ｃについては、団体に係る諸経費（役務費、使用料及び賃借料、消耗品費、原材料費）

外郭団体に係る経費等
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課総務課12 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

0千円

附属機関・審議会等の見直し

 中間目標

附属機関等の整理

効果的、効率的な行政運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

審議会委員の総委員数を計画期間中に20％削減

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　平成21年度末現在、町には委員会、審議会等が50機関（休止中を含む）あり、委員数は、延べ636人である。選任区
分は、議会、行政、各種団体、学識経験者、公募、教育機関、専門職等で構成されており、うち女性の比率は
14.8％、公募は1.4％という状況である。見直しにあたっては、住民の段階的な行政への参加を促進するため、従来の
あり方にとらわれることなく、検討、見直しを行い、運営の適正化、効率化を図る。

　※具体的実施内容
　　①平成22年度に、先進地事例調査や資料収集、各課局ヒアリング、その他関係機関との調整を行い、選任基準を
　　　策定する。
　　②平成23年度以降、改選を迎える審議会について、選任基準に基づく見直しを実施する。
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PDCAシート　連番12　資料

鞍手町各種審議会・委員会設置状況

議会
議員

町職員

行政
機関
の役
職員

公共
的団
体の
役職
員

学識
経験
者

公募
教育
関係
者

専門職その他 合計
うち
男性

うち
女性

開催
回数

出席
延人
員

うち
報酬
対象
延人
員

費用弁償
支払総額

報酬
支払総額

合計

1 鞍手町行財政改革推進委員会 2 2 4 5 2 15 12 3 15 1 15 15 30,000 69,000 99,000
2 鞍手町特別職報酬等審議会 6 6 5 1 6 0
3 鞍手町防犯灯設置協議会 3 1 4 1 8 1 18 18 9 0
4 鞍手町災害時要援護者対策会議 2 4 3 7 16 14 2 10 0
5 鞍手町防災会議 14 11 2 27 27 10 0
6 鞍手町情報公開・個人情報保護審査会 5 5 4 1 5 0
7 鞍手町水防協議会 3 6 2 4 15 14 1 8 1 14 7 14,000 32,200 46,200
8 鞍手町表彰委員会 1 1 1 1 1 5 3 1 3 6,000 13,800 19,800
9 人権・同和問題啓発推進委員会 6 1 1 2 10 9 1 0 0
10 鞍手町総合計画審議会 5 5 2 6 2 20 18 2 13 0
11 鞍手町行政評価外部評価委員会 2 2 2 6 4 2 6 5 30 6 60,000 138,000 198,000
12 鞍手町公共用地利用対策会議 7 6 1 1 15 15 9 0
13 鞍手町都市計画審議会 2 2 2 2 8 8 8 0
14 鞍手町都市計画マスタープラン策定委員会 1 5 3 2 2 13 13 5 0
15 鞍手町工場等設置奨励審議会 4 2 2 2 10 10 8 0
16 鞍手町町地域公共交通会議 2 3 3 5 6 19 17 2 12 0

税務住民課 17 鞍手町固定資産評価審査委員会 3 3 3 3 3 9 9 18,000 41,400 59,400
18 鞍手町国民健康保険運営協議会 3 3 3 9 9 9 2 16 16 32,000 73,600 105,600
19 鞍手町健康づくり推進協議会 1 2 1 6 1 4 15 9 6 12 1 12 9 16,000 36,800 52,800
20 鞍手町乳幼児育成指導事業運営会議 3 2 8 13 5 8 7 0
21 鞍手町予防接種健康被害調査委員会 1 1 4 6 6 5 0
22 鞍手町高齢者保健福祉計画推進委員会 1 9 3 13 11 2 13 0
23 鞍手町地域ケア会議 5 3 2 10 6 4 5 0
24 鞍手町在宅介護支援センター運営協議会 3 1 2 4 10 10 0 6 0
25 鞍手町障害福祉計画策定委員会 1 2 3 1 1 7 15 9 6 11 0
26 民生委員推薦会 2 2 2 4 2 2 14 11 3 11 2 28 22 44,000 101,200 145,200
27 鞍手町次世代育成支援行動計画策定委員会 1 5 4 6 16 7 9 16 5 65 65 130,000 299,000 429,000
28 鞍手町立保育所民営化に係る移管法人選考委員会 2 2 2 1 6 13 8 5 10 0
29 鞍手町児童問題連絡会 5 4 8 3 20 12 8 0 12 240 0
30 鞍手町隣保館運営審議会 2 2 1 3 8 6 2 8 0
31 鞍手町男女共同参画審議会 1 1 2 1 5 10 4 6 10 0

保険健康課

企画財政課

所管課･局名
報酬対
象委員

平成21年度実績

福祉人権課

審議会・委員会等名

選　　任　　区　　分

総務課
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PDCAシート　連番12　資料

鞍手町各種審議会・委員会設置状況

議会
議員

町職員

行政
機関
の役
職員

公共
的団
体の
役職
員

学識
経験
者

公募
教育
関係
者

専門職その他 合計
うち
男性

うち
女性

開催
回数

出席
延人
員

うち
報酬
対象
延人
員

費用弁償
支払総額

報酬
支払総額

合計
所管課･局名

報酬対
象委員

平成21年度実績

審議会・委員会等名

選　　任　　区　　分

32 鞍手町環境審議会 4 5 5 4 18 14 1 8 0
33 鞍手町ゴルフ場に関する環境問題協議会 3 19 22 22 19 3 28 28 38,000 87,400 125,400
34 鞍手町農政推進会議 11 11 10 1 11 1 11 11 22,000 50,600 72,600
35 西川沿岸大型かんがい排水施設運営協議会 2 2 19 23 23 23 0
36 鞍手町谷山池パイプライン水利組合 18 18 18 12 3 28 28 56,000 128,800 184,800
37 水田農業経営確立対策集落推進委員会 18 18 18 18 3 0

建設課 38 鞍手町営住宅審議会 2 2 2 3 9 8 1 6 2 11 8 16,000 36,800 52,800
39 鞍手町公共下水道事業評価監視委員会 4 4 4 12 11 1 8 0
40 鞍手町水道水質改善検討委員会 3 1 4 2 10 10 0 0
41 鞍手町奨学生選考評議会 2 2 2 6 4 2 4 1 6 4 8,000 18,400 26,400
42 鞍手町学校給食共同調理場運営審議会 1 18 19 16 3 9 2 35 11 22,000 50,600 72,600
43 室木小学校と西川小学校の統合についての検討委員会 2 3 4 2 4 15 14 1 10 5 62 41 82,000 188,600 270,600
44 鞍手町立鞍手分校のあり方検討委員会 2 1 2 1 1 1 8 7 1
45 鞍手町学校給食民間委託導入検討委員会 2 10 5 17
46 鞍手町中央公民館運営審議会 1 7 1 1 10 7 3 7 2 17 15 30,000 69,000 99,000
47 鞍手町文化財保存審議会 1 5 6 5 1 5 1 4 0
48 鞍手町歴史民俗資料館運営協議会 1 5 6 5 1 5 1 4 4 8,000 18,400 26,400
49 鞍手町青少年問題協議会 3 3 1 1 1 9 8 1 5 1 6 4 4,000 9,200 13,200

町立病院 50 鞍手町立病院事業運営協議会 2 7 7 16 13 3 16 2 28 28 56,000 128,800 184,800

76 97 66 122 36 9 58 44 128 636 517 94 419 60 669 334 692,000 1,591,600 2,283,600

11.9 15.3 10.4 19.2 5.7 1.4 9.1 6.9 20.1 100.0 81.3 14.8

農政環境課

割合（％）

合　　　計

教育課

上下水道課
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PDCAシート　連番12　資料

　(2) 社会経済情勢の変化等により設置の必要性が著しく低下したもの

　(3) 他の行政手段により目的を達成することが可能なもの

　(4) 他の附属機関等と設置目的、所掌事務又は委員の構成が類似し、又は重複しているもの

　(5) 行政の総合性及び効率性の確保のため、他の附属機関等との統合が望ましいもの

第４条　附属機関等の運営は、効果的かつ効率的に行うため、次に掲げる事項に留意して行うもの
とする。

（附属機関等の廃止等）

鞍手町附属機関等の設置及び委員選任の基準に関する要綱（案）

　(2) 団体から委員を選出する場合は、当該団体内の適任者の推薦を得る等当該団体の長のみの選出
　 とならないようにすること。

　(3) 女性の登用については、委員全体の４割を目標とすること。

　(1) 行政機関　国・県機関、他の地方公共団体、教育委員会、農業委員会及びこれに類する機関

　(2) 公共的団体　福祉団体、教育団体等公共的な活動を行う団体

　(3) 学識経験者　専門領域の学問で評価を受け、豊富な経験と高い見識を持つと社会的に認められ
　 る者（大学教授などの研究者又は評論家、その他関連した分野に精通した者）

　(4) 専門職　弁護士又は医師等専門性を必要とする職に従事する者で、国家資格を有する者

（附属機関等の設置等の調整）

第６条　附属機関等を主管する課長は、当該附属機関等を設置し、廃止し、又は他の附属機関等と
　統合しようとする場合には、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。

（委員の選出の基準等）

第７条　委員を選出する場合は、幅広い意見及び専門的視点からの意見の反映並びに公正の確保
　を図るため、原則として次の各号に掲げる団体等から選出するものとする。

第５条　次の各号のいずれかに該当する附属機関等は、廃止し、又は統合するものとする。

　(1) 所期の目的を達成したもの

　(1) 会議は、必要とする 小限度において開催すること。

　(2) 会議の資料は、原則として会議の開催前に配布すること。

２　委員の選出は、原則として次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、法令に定めがあ
　るもの又は特別の事情があるものにあってはこの限りでない。

　(1)広く各界階層の中から適任者を選出すること。

第１条　この要綱は、法令等に定めがあるもののほか、附属機関等を適正に設置し、及び運営する
　ため、附属機関等の設置及び委員選任の基準に関して必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第２条　この要綱において、附属機関等とは、法律又は条例により設置する附属機関及び調停、審
　査、諮問又は調査等を行う機関として要綱等により設置する審議会、協議会その他をいう。

（定義）

（附属機関等の設置の基準）

第３条　附属機関等を設置する場合は、設置の目的、委員の数、委員の選出区分又は委員の任期を
　定めるものとする。

２　委員の数は、原則として１５人以内とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでな
い。

（附属機関等の運営の基準）
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　(2) 利害関係者の処分に関する事項を扱うとき。

　(3) 附属機関等の設置目的、審議事項等に照らして、公募による選出が適当でないと認められると
　 き。

　　附　則

（その他）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

第８条　同一人を複数の附属機関等の委員に選任する場合は、原則として３機関までとする。ただ
　し、法令に定めがあるもの及び特別の事情があるものにあってはこの限りでない。

（公募による委員の選出）

第９条　町民の町政への積極的な参加を推進するとともに、幅広い町民の意見を反映させるため、
　附属機関等の委員は、その一部を公募により選出するものとする。ただし、次の各号のいずれか
　に該当する場合は、この限りでない。

　(1) 弁護士又は医師等、専門的知識、技術又は経験等を有する者を充てる必要があるとき。

　(5) 委員の任期は、在任期間が２期を超えないものとすること。

（委員の重複選任の制限）

　(4) 委員には、町議会議員、常勤の特別職の職にある者、町職員及び町職員を退職した者を選出し
　 ないものとすること。

（施行期日）

（経過措置）

２　この要綱の施行の日において、任期の途中にある審議会等の委員については、次の改選から適
　用する。

１　この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課総務課13 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

0千円

適正な定員配置

 中間目標

定員管理の適正化と柔軟な組織編成

自治体としての生産性、信頼性の向上

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

新規採用人件費削減（不補充10名分）136,500千円

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第4次行財政改革集中改革プランの中で策定した定員適正化計画では、普通会計における平成17年度から平成21年度
までの定年退職による減員は不補充とし、18人（11.5％）の削減を行う予定であったが、対象期間の定年退職者以外
の依願退職者についても不補充としたことから31人（19.9％）の職員の削減が実現できた。また、平成21年4月1日現
在の類似団体68団体の中で人口1万人あたりの普通会計職員数は73.79人で22番目となっている。
　第5次行財政改革では、先進自治体の組織機構を参考にしながら、さらに、定員適正化に努め職員数を削減し人件費
の抑制を図る。

　※具体的実施内容
　　①平成22年度から平成27年度までの定年退職者30人のうち3分の1に相当する10名分（33％）については不補充
　　　とする。
　　②その結果、普通会計職員を平成22年4月1日現在126人から10人（7.9％）削減し、平成28年4月1日現在116人
　　　とする。
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Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 内訳

増員 1
減員 -1 -1
増員 1 1 1
減員 -5 -1 -1 -1
増員 2
減員 -1
増員
減員
増員
減員 -1
増員
減員
増員 1 1
減員 -2 -1 -1
増員 4 1 1 1 1
減員 -3 -8 -1 -1 -1 -1 -1
増員 1 1 1
減員 -2 -1 -1 -2 -1 -1
増員
減員
増員 1 1 1
減員 -2 -1 -1 -2 -1 -1
増員 5 1 2 1 2
減員 -5 -9 -1 -2 -3 -2 -2
増員 1 2
減員 -1 -1 -1 -1 -2
増員
減員
増員 5 1 2 2 4
減員 -6 -10 -2 -2 -3 -3 -4
増員 8 2 2 5 6
減員 -5 -2 -2 -5 -6
増員 3 1
減員 -3 -1
増員
減員
増員
減員
増員 1 1 1 1
減員 -1 -1 -1 -1 -1
増員 9 3 3 3 6 7
減員 -1 -6 -3 -3 -3 -6 -7
増員 14 3 4 5 8 11
減員 -7 -16 -5 -5 -6 -9 -11

191

307

対前年度増減数（人）

第５次定員適正化計画（平成２２年度～平成２８年度）

Ｈ２８

9

3

27

15

116

152

34

10

44

101

5

1

10

57

2

29

10

議　　会

総　　務

税　　務

労　　働

農林水産

商　　工

土　　木

小計

3

34

9

5

1

10

62

2

30 29 29 29 29

2 2 2 2

1010 10 10 10

5

1 1 1 1 1

5 5 5 5

10 10 10 10

58 57 57 57

職員数（人）

民　　生

衛　　生

小計

37 36 35 34

10 10

一般行政部門計

普通会計計

教　　育

消　　防

その他

公営企業等
会計部門計

公
営
企
業
等
会
計
部
門

総合計

病院

水道

下水道

交通

福
祉
関
係

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政
職普

通
会
計

37

10

47

109

17

126

149

9

3

27

188

314

37

10

105

16

121

152

10 10

47 47 46 45 44

104 103 102 101

15 15 15 15

119 118 117 116

152 152 152 152

9 9 9 9

3 3 3 3

27 27 27 27

307

191 191 191 191

312 310 309 308

Ｈ２６Ｈ２２

191

27

9

3

10

57

Ｈ２７

-1

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

-1

-2

-3

-2

-2

-5

-1

-6

-1

-1

-7

-4

1

-4

-4

-1

-5

3

3

-2

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
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類似団体の部門別職員数
議会 税務

議会
企画
開発

その
他

税務 公害

議会
総務
一般

会計
出納

管財
職員
研修
所

行政
委員
会

小計
企画
開発

住民
関連
一般

防災
広報
広聴

戸籍
等窓
口

県
（市
）民ｾ
ﾝﾀｰ等
施設

小計
その
他

税務
民生
一般

福祉
事務
所

児童
相談
所等

保育
所

老人
福祉
施設

その
他の
社会
福祉
施設

各種
年金
保険
関係

旧地
域改
善対
策

衛生
一般

市町
村保
健ｾﾝ
ﾀｰ等
施設

保健
所

と畜
検査

試験
研究
養成
機関

医療
施設

火葬
場墓
地

小計 公害
清掃
一般

ごみ
収集

ごみ
処理

し尿
収集

1 群馬県 吉岡町 2 10 3 1 14 5 2 2 1 3 8 27 8 8 1 9 1 3 4

2 福岡県 志摩町 2 19 2 1 22 4 4 4 30 13 6 1 7 6 6

3 山梨県 昭和町 2 10 3 1 14 2 2 1 3 6 22 10 12 12 10 1 11

4 福岡県 遠賀町 3 12 2 3 1 18 4 1 7 8 30 9 10 1 2 13 7 7

5 福岡県 大刀洗町 1 11 2 13 4 7 7 24 8 7 5 1 13 6 6

6 福岡県 広川町 2 12 2 14 6 1 6 7 27 15 9 8 1 1 19 7 7

7 沖縄県 中城村 2 7 2 1 10 4 5 5 19 10 7 16 23 8 8

8 埼玉県 滑川町 2 11 4 2 17 2 1 1 4 6 25 11 8 1 9 3 5 8

9 沖縄県 与那原町 2 8 3 1 12 2 1 6 7 21 10 8 10 1 19 8 8

10 神奈川県 開成町 2 13 3 2 1 19 3 2 2 2 3 9 31 7 7 7 7 7 2

11 長崎県 川棚町 2 6 3 3 2 14 3 1 3 3 7 24 9 7 5 1 13 11 11

12 香川県 宇多津町 1 17 2 19 2 3 5 24 8 9 20 1 30 2 4 6 10 2 4

13 徳島県 松茂町 2 10 2 1 13 3 1 4 5 21 8 8 5 1 1 15 4 4 2 3

14 埼玉県 嵐山町 2 14 3 17 3 1 6 7 27 14 11 1 2 14 4 6 10 2

15 岐阜県 北方町 2 8 2 10 1 2 1 4 7 18 12 15 32 1 2 2 52 5 5

16 青森県 野辺地町 2 16 3 6 2 27 4 2 1 4 7 38 8 8 1 1 10 3 1 4 2

17 和歌山県 上富田町 2 15 2 17 2 2 2 21 9 6 24 1 5 36 3 4 7

18 山口県 田布施町 2 16 3 2 21 3 1 4 5 29 13 9 7 1 3 20 1 6 7 1

19 佐賀県 基山町 3 17 3 3 23 9 1 6 7 39 10 12 19 1 32 4 5 9

20 千葉県 九十九里町 2 16 3 2 21 2 1 1 2 5 9 32 11 10 22 1 33 11 11 1

21 山形県 山辺町 2 15 3 5 23 4 3 1 4 8 35 9 6 9 1 16 2 4 6

22 福岡県 鞍手町 3 14 6 3 1 24 3 1 6 7 34 9 7 24 5 3 39 2 8 10

確定値 3 15 5 3 1 24 3 1 6 7 0 34 9 7 23 4 3 37 2 8 10 0

増減 0 1 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 ▲ 1 0 ▲ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計画値 2 14 3 3 1 21 3 1 5 6 0 30 10 7 23 4 3 37 2 8 10 0

増減 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 2 0 0 0 ▲ 3 0 0 0 0 ▲ 1 0 ▲ 1 0 ▲ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計画値 2 13 3 3 1 20 3 1 5 6 0 29 10 7 23 4 3 37 2 8 10 0

増減 0 ▲ 1 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計画値 2 13 3 3 1 20 3 1 5 6 0 29 10 7 22 4 3 36 2 8 10 0

増減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計画値 2 13 3 3 1 20 3 1 5 6 0 29 10 7 22 4 2 35 2 8 10 0

増減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計画値 2 13 3 3 1 20 3 1 5 6 0 29 10 7 21 4 2 34 2 8 10 0

増減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計画値 2 13 3 3 1 20 3 1 5 6 0 29 10 7 21 4 2 34 2 8 10 0

増減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

衛　　生

衛　　生

清　　掃

22年度

民　　生

民　　生

民生
部門
計

都道府県及び市区町村名

部　門

総務一般

総務・企画

住民関連

総務
部門
計

23年度

24年度

25年度

28年度

26年度

27年度
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1 群馬県 吉岡町

2 福岡県 志摩町

3 山梨県 昭和町

4 福岡県 遠賀町

5 福岡県 大刀洗町

6 福岡県 広川町

7 沖縄県 中城村

8 埼玉県 滑川町

9 沖縄県 与那原町

10 神奈川県 開成町

11 長崎県 川棚町

12 香川県 宇多津町

13 徳島県 松茂町

14 埼玉県 嵐山町

15 岐阜県 北方町

16 青森県 野辺地町

17 和歌山県 上富田町

18 山口県 田布施町

19 佐賀県 基山町

20 千葉県 九十九里町

21 山形県 山辺町

22 福岡県 鞍手町

確定値

増減

計画値

増減

計画値

増減

計画値

増減

計画値

増減

計画値

増減

計画値

増減

22年度

都道府県及び市区町村名

部　門

23年度

24年度

25年度

28年度

26年度

27年度

環境 観光 建築 ダム 下水

し尿
処理

小計
環境
保全

労働
一般

職業
能力
開発
校

勤労ｾ
ﾝﾀｰ等
施設

農業
一般

試験
研究
養成
機関

小計
林業
一般

試験
研究
養成
機関

小計
水産
業一
般

漁港

試験
研究
養成
機関

小計
商工
一般

中小
企業
指導

試験
研究
養成
機関

小計 観光
土木
一般

用地
買収

港湾
空港
海岸

小計 建築
都市
計画
一般

都市
公園

小計 ダム 下水
教育
一般

教育
研究
所等

4 7 7 1 1 8 1 1 1 6 6 2 2 8 67 4

6 11 11 1 1 12 1 1 1 5 5 3 3 8 79 4

11 2 2 2 1 1 1 5 5 2 4 4 8 15 75 4

7 8 8 8 0 8 8 1 6 1 7 16 86 5

6 6 6 6 1 1 1 7 7 7 66 3

7 10 10 10 3 3 3 10 10 10 93 5

8 5 5 1 1 6 3 3 3 3 3 7 7 10 81 7

8 7 7 7 1 1 1 7 7 3 3 10 73 8

8 2 2 1 1 3 1 1 1 5 2 7 1 1 1 9 73 8

2 2 11 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 2 6 71 5

11 9 9 1 1 10 2 2 2 6 6 1 2 9 80 4

16 22 1 1 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 1 1 7 99 5

1 6 4 14 2 2 2 1 1 6 6 1 7 70 5

12 6 6 1 1 7 4 4 4 7 7 1 7 1 8 16 96 9

5 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 2 7 98 5

2 6 3 3 1 1 1 1 5 1 1 2 3 7 7 1 1 9 81 6

7 6 6 1 1 7 1 1 1 8 3 11 1 12 95 3

1 9 6 6 1 1 1 1 2 9 1 1 1 6 6 2 2 2 10 93 5

9 6 6 1 1 7 0 6 6 1 1 1 8 108 5

1 12 7 7 7 3 3 1 4 5 5 1 1 2 3 10 111 5

6 10 10 10 2 2 2 2 2 3 4 4 9 89 6

10 6 6 6 1 1 1 7 7 3 2 2 12 114 7

0 10 0 5 5 0 0 5 1 1 1 6 6 3 1 1 10 109 7

0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 ▲ 1 0 ▲ 1 0 ▲ 1 0 0 ▲ 2 ▲ 5 0 0

0 10 0 5 5 0 0 5 1 1 1 6 6 3 1 1 10 105 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 4 ▲ 1 0

0 10 0 5 5 0 0 5 1 1 1 6 6 3 1 1 10 104 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0

0 10 0 5 5 0 0 5 1 1 1 6 6 3 1 1 10 103 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0

0 10 0 5 5 0 0 5 1 1 1 6 6 3 1 1 10 102 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0

0 10 0 5 5 0 0 5 1 1 1 6 6 3 1 1 10 101 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0

0 10 0 5 5 0 0 5 1 1 1 6 6 3 1 1 10 101 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般
行政
計

教育一般商　　工

商　　工

商工
部門
計

土　木

土　木

都市計画

土木
部門
計

林業

農林水産

水産業

農林
水産
部門
計

労働

労働
部門
計

労働

農業

衛生
部門
計
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PDCAシート　連番13　資料

1 群馬県 吉岡町

2 福岡県 志摩町

3 山梨県 昭和町

4 福岡県 遠賀町

5 福岡県 大刀洗町

6 福岡県 広川町

7 沖縄県 中城村

8 埼玉県 滑川町

9 沖縄県 与那原町

10 神奈川県 開成町

11 長崎県 川棚町

12 香川県 宇多津町

13 徳島県 松茂町

14 埼玉県 嵐山町

15 岐阜県 北方町

16 青森県 野辺地町

17 和歌山県 上富田町

18 山口県 田布施町

19 佐賀県 基山町

20 千葉県 九十九里町

21 山形県 山辺町

22 福岡県 鞍手町

確定値

増減

計画値

増減

計画値

増減

計画値

増減

計画値

増減

計画値

増減

計画値

増減

22年度

都道府県及び市区町村名

部　門

23年度

24年度

25年度

28年度

26年度

27年度

警察 消防 病院 水道
下水
道

交通

警察 消防 病院 水道
下水
道

交通

小計
社会
教育
一般

文化
財保
護

公民
館

その
他の
社会
教育
施設

小計
保健
体育
一般

給食ｾ
ﾝﾀｰ

保健
体育
施設

小計
小学
校

中学
校

特別
支援
学校
小・
中学
部

小計
高等
学校

大学
短期
大学

特別
支援
学校
高等
部

幼稚
園

その
他

小計 警察 消防 病院 水道
下水
道事
業

交通
国保
事業

収益
事業

介護
保険
事業

その
他

小計

4 3 1 2 6 1 5 6 16 2 2 2 18 85 6 6 3 3 3 9 21 106

4 9 1 10 14 14 93 4 3 5 5 4 1 10 22 115

4 2 2 4 2 2 1 5 13 1 1 1 14 89 5 3 3 1 7 12 101

5 4 2 2 1 9 1 6 7 21 21 107 8 2 3 1 6 14 121

3 4 2 1 7 10 6 4 10 10 20 86 2 5 3 4 7 14 100

5 3 1 1 5 10 11 11 11 21 114 2 3 7 3 10 15 129

7 2 2 4 2 5 7 18 1 1 2 4 4 6 24 105 5 2 3 1 4 11 116

8 1 1 1 3 6 2 2 16 1 1 2 12 12 14 30 103 4 3 3 6 2 11 18 121

8 1 1 1 2 5 1 5 6 19 2 1 3 6 6 9 28 101 5 2 5 2 7 14 115

5 2 1 3 8 7 4 11 13 13 24 32 103 4 3 2 6 1 9 16 119

4 3 1 4 8 8 16 1 1 2 2 18 98 10 6 3 4 1 8 24 122

5 4 1 5 10 1 1 6 6 7 17 116 3 4 2 2 1 5 12 128

5 2 1 5 8 5 5 18 2 1 3 12 12 15 33 103 6 5 3 3 3 9 20 123

9 3 2 1 3 9 2 7 9 27 2 1 3 4 4 7 34 130 8 4 5 6 11 23 153

5 2 4 6 1 4 1 6 17 3 1 4 5 5 9 26 124 4 3 2 2 9 133

6 3 1 2 2 8 2 1 3 17 4 2 6 6 23 104 5 5 6 2 13 18 122

3 8 8 11 11 106 7 3 5 4 9 19 125

5 5 2 7 1 7 8 20 1 1 2 2 22 115 5 4 4 1 9 14 129

5 3 1 3 7 2 8 10 22 2 1 3 3 25 133 4 3 4 2 9 13 146

5 5 2 7 2 2 14 3 1 4 9 9 13 27 138 1 5 8 9 22 23 161

6 4 1 5 2 5 1 8 19 4 2 6 6 25 114 4 4 4 1 9 13 127

7 5 2 7 4 4 18 18 132 147 10 4 5 22 1 28 189 321

7 5 2 7 3 3 17 0 0 0 17 126 149 9 3 5 21 1 27 188 314

0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 ▲ 1 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 ▲ 6 2 ▲ 1 ▲ 1 0 0 0 ▲ 1 0 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 7 ▲ 7

6 5 2 7 3 3 16 0 0 0 16 121 152 9 3 5 21 1 27 191 312 新採2

▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 ▲ 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▲ 2 ▲ 3

6 5 2 7 2 2 15 0 0 0 15 119 152 9 3 5 21 1 27 191 310 新採1

0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 ▲ 1 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 ▲ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 2 ▲ 4

6 5 2 7 2 2 15 0 0 0 15 118 152 9 3 5 21 1 27 191 309 新採3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 6

6 5 2 7 2 2 15 0 0 0 15 117 152 9 3 5 21 1 27 191 308 新採5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 5

6 5 2 7 2 2 15 0 0 0 15 116 152 9 3 5 21 1 27 191 307 新採4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 5

6 5 2 7 2 2 15 0 0 0 15 116 152 9 3 5 21 1 27 191 307 新採5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲ 10 ▲ 7

総合
計

普通会
計　計

そ　の　他 公営
企業
等会
計計

そ　の　他

般 社会教育 保健体育

教　　　育

学校
以外
の教
育計

義務教育 その他の学校教育

学校
教育
計

教育
部門
計

65



PDCAシート　連番13　資料

（単位：人）

1位 103454 群馬県 吉岡町 19,090 54 13 67 18 0 0 85 21 106 44.53

2位 405035 福岡県 大刀洗町 15,570 47 14 61 20 0 0 81 14 100 52.02

3位 404632 福岡県 志摩町 17,782 66 13 79 14 0 0 93 22 115 52.30

4位 193844 山梨県 昭和町 16,580 52 23 75 14 0 0 89 12 101 53.68

5位 473286 沖縄県 中城村 16,889 50 17 67 24 0 0 91 11 116 53.88

6位 214213 岐阜県 北方町 18,057 41 31 72 26 0 0 98 9 133 54.27

7位 405442 福岡県 広川町 19,822 67 20 87 21 0 0 108 15 129 54.48

8位 403849 福岡県 遠賀町 19,560 66 20 86 21 0 0 107 14 121 54.70

9位 304042 和歌山県 上富田町 15,305 52 21 73 11 0 0 84 19 125 54.88

10位 373869 香川県 宇多津町 17,286 47 34 81 17 0 0 98 12 128 56.69

11位 473481 沖縄県 与那原町 15,739 46 17 63 28 0 0 91 14 115 57.82

12位 404021 福岡県 鞍手町 17,888 65 29 94 18 0 0 112 189 321 62.61

13位 113417 埼玉県 滑川町 16,341 56 17 73 30 0 0 103 18 121 63.03

14位 423220 長崎県 川棚町 15,070 56 21 77 18 0 0 95 24 122 63.04

15位 124036 千葉県 九十九里町 18,783 66 26 92 27 0 0 119 23 161 63.36

16位 143669 神奈川県 開成町 15,934 53 18 71 32 0 0 103 16 119 64.64

17位 364011 徳島県 松茂町 15,073 41 24 65 33 0 0 98 20 123 65.02

18位 353434 山口県 田布施町 16,535 64 22 86 22 0 0 108 14 129 65.32

19位 413411 佐賀県 基山町 18,110 67 27 94 25 0 0 119 13 146 65.71

20位 113425 埼玉県 嵐山町 18,951 70 26 96 34 0 0 130 23 153 68.60

21位 024015 青森県 野辺地町 15,055 65 16 81 23 0 0 104 18 122 69.08

22位 063011 山形県 山辺町 15,482 67 15 82 25 0 0 107 13 127 69.11

12位 404021 福岡県 鞍手町 17,888 65 29 94 18 0 0 112 189 301 62.61 ２１年度（保育士除く）

4位 404021 福岡県 鞍手町 17,888 58 23 81 15 0 0 96 189 285 53.67 計画完了後（保育士除く）

※計画完了後の人口1万人当たりの職員数は、平成21年4月1日現在の人口で算出しているため、順位は変動する可能性があります。
※平成21年4月1日現在の保育士数は20人で、計画期間中の定年退職者はありません。

合　計警  察 消  防

人口1万人
当たり
職員数

（普通会計）

普通
会計
計

公営
企業等
会計

類似団体の職員数（保育士を除く。）の状況

部　門　　　

住基人口
（H21.4.1）

一     般     行     政

教  育　　都道府県 一般
管理

福祉
関係

（保育士除く）

計　　市区町村名

計画完了後（保育士除く）

２１年度（保育士除く）
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H25年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H25年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H25年04月 H28年03月 0％ ─

25

人口1万人あたり職員数を類似団体中10位以内

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

条例等整備と移転完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　本町と人口規模や産業構造を同じくする類似団体は、平成21年4月1日現在で68団体存在する。その類似団体の中で
人口1万人あたりの職員数は、本町は73.79となっている。また、職員数がもっとも少ない団体は、群馬県吉岡町と
なっており、その職員数は44.53人となっている。
　吉岡町と本町では、様々な点で相違点があるものの、吉岡町は、本町の近隣自治体にない組織機構を編制し効率的
な事務体制に取り組んでいることから、調査・研究し、効率的な組織を構築する。

　※具体的実施内容
　　①平成22年度中に各業務の実務担当者による組織編制PTを立ち上げる。
　　②平成23年度中に新組織機構案を策定する。（電算システム移行後（23年10月）の稼働状況を確認しながら）
　　③平成24年12月議会に関係改正条例案を提出
　　④平成25年度当初予算から新体制で予算編成し、平成25年3月議会に諮る。
　　⑤平成25年3月30日、3月31日で移転作業し、平成25年4月1日から新体制で稼働

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

組織の再編と体制づくり

 中間目標

定員管理の適正化と柔軟な組織編成

自治体としての生産性、信頼性の向上

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課総務課14 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）
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PDCAシート　連番14　資料

類似団体の職種別職員数
（単位：人）

司
書
（

補
）

・
学
芸
員
（

補
）

医
師
・
歯
科
医
師

看
護
師

保
健
師
・
助
産
師

そ
の
他
の
医
療
技
術
者

獣
医
師

栄
養
士

農
業
等
普
及
指
導
員

農
林
水
産
技
師

動
植
物
飼
育
員

建
築
技
師

土
木
技
師

保
育
所
保
育
士

施
設
保
育
士
・
寄
宿
舎
指
導
員
等

食
品
・
環
境
衛
生
監
視
員

そ
の
他
の
一
般
技
術
関
係
職

生
活
・
作
業
等
指
導
員

生
保
担
当
ケ
ー

ス
ワ
ー

カ
ー

五
法
担
当
ケ
ー

ス
ワ
ー

カ
ー

査
察
指
導
員

各
種
社
会
福
祉
司

水
道
等
検
針
員
・
徴
収
員

そ
の
他
の
一
般
事
務
関
係
職

ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー

運
転
手
・
車
掌
等

守
衛
・
庁
務
員
等

電
気
・
ボ
イ
ラ
ー

等
技
術
員

調
理
員

清
掃
職
員

船
員

電
話
交
換
手

道
路
補
修
員

そ
の
他
の
技
能
労
務
関
係
職

社
会
教
育
主
事

そ
の
他
の
教
育
公
務
員

警
察
官

交
通
巡
視
員

消
防
吏
員

臨
時
職
員

合
　
　
計

1 群馬県 吉岡町 3 64 67

2 福岡県 志摩町 3 1 75 79

3 山梨県 昭和町 5 2 66 1 1 75

4 福岡県 遠賀町 4 8 74 86

5 福岡県 大刀洗町 3 5 58 66

6 福岡県 広川町 2 6 78 2 5 93

7 沖縄県 中城村 3 1 11 14 50 2 81

8 埼玉県 滑川町 1 3 5 60 1 1 2 73

9 沖縄県 与那原町 2 1 1 5 10 54 73

10 神奈川県 開成町 4 1 6 60 71

11 長崎県 川棚町 5 1 2 1 6 3 60 2 80

12 香川県 宇多津町 4 18 58 16 3 99

13 徳島県 松茂町 2 1 5 1 55 4 2 70

14 埼玉県 嵐山町 3 1 13 79 96

15 岐阜県 北方町 5 26 2 1 56 2 98

16 青森県 野辺地町 3 1 72 5 81

17 和歌山県 上富田町 7 1 22 64 1 95

18 山口県 田布施町 4 1 1 4 7 76 93

19 佐賀県 基山町 2 2 14 84 2 4 108

20 千葉県 九十九里町 2 1 19 5 78 2 3 1 111

21 山形県 山辺町 4 7 1 72 4 1 89

22 福岡県 鞍手町 5 1 2 3 20 81 2 114

　　　　　　　職　種

都道府県 市区町村名
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PDCAシート　連番14　資料

鞍手町
群馬県
吉岡町

徳島県
松茂町

埼玉県
滑川町

長崎県
川棚町

神奈川県
開成町

議会事務局 ３ ２ ２ ２ ３ ２

町長事務部局 １４２ ８１ ８３ ９２ ９０ ８９

選挙管理委員会
１

（１）
４

（４）
１

５
（５）

１

監査委員
２

（１）
２

（２）
１

３
（３）

２
（２）

公平委員会
２

（２）
２

（２）

農業委員会
３

（３）
３

（３）
１

３
（２）

２
（１）

２

教育委員会（事務局） １３ １２ １１

学校 １７

学校以外 １３ １１ ５

水道事業
１５

（１）
６ ７ ５ １２

合計
１９２
（６）

１２３
（１１）

１３０
１４５

（１２）
１３０
（３）

１２６

※（　）は、他部局の兼務職員数 平成22年8月5日調査

類似団体の職員定数条例の制定状況

３５ ２０ ３３
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PDCAシート　連番14　資料

1　庶務一般に関する事項

2　秘書業務に関する事項

3　職員に関する事項

4　議会及び行政一般に関する事項

5　町の総合計画及び総合調整に関する事項

6　町政運営の企画に関する事項

7　行政改革に関する事項

8　文書法規に関する事項

9　情報政策に関する事項

10　統計に関する事項

11　他の課に属さない事項

1　予算及び財政に関する事項

2　財産の管理に関する事項

3　町税の賦課及び徴収に関する事項

1　地域コミュニティーに関する事項

2　町民参加に関する事項

3　戸籍及び住民基本台帳に関する事項

4　環境衛生に関する事項

5　交通安全に関する事項

6　生活安全・防災に関する事項

1　国民健康保険に関する事項

2　国民年金に関する事項

3　高齢者医療に関する事項

4　福祉医療に関する事項

5　社会福祉に関する事項

6　児童福祉に関する事項

7　児童保育に関する事項

8　保健衛生に関する事項

9　健康増進に関する事項

10　高齢者保健福祉に関する事項

11　介護保険に関する事項

第２条　各課の分掌事務は、次の表のとおりとする。

総務政策課

財務課

町民生活課

健康福祉課

　(5)　産業建設課

　(6)　上下水道課

(課の事務分掌)

(課の設置)

　(1)　総務政策課

　(2)　財務課

　(3)　町民生活課

　(4)　健康福祉課

○吉岡町課設置条例
昭和６３年９月２８日

条例第１０号

第１条　地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌
　させるため、次の課を置く。
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PDCAシート　連番14　資料

1　農業振興に関する事項

2　産業政策に関する事項

3　観光に関する事項

4　道路及び河川の整備に関する事項

5　道路及び河川の維持管理に関する事項

6　都市計画に関する事項

7　建築・開発指導に関する事項

8　用地管理に関する事項

1　上水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の整備に関する事項

2　上水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の維持管理に関する事項

3　上水道、下水道及び農業集落排水使用料の賦課・徴収に関する事項

4　家庭用雑排水及び合併浄化槽に関する事項

　1　この条例は、平成19年4月1日から施行する。

　　附　則(平成20年条例第4号)

　この条例は、平成20年4月1日から施行する。

　この条例は、平成15年4月1日から施行する。

　　附　則(平成17年条例第8号)

　この条例は、平成17年4月1日から施行する。

　　附　則(平成18年条例第26号)抄

　この条例は、平成11年4月1日から施行する。

　　附　則(平成13年条例第3号)

　この条例は、平成13年4月1日から施行する。

　　附　則(平成15年条例第4号)

　この条例は、平成9年4月1日から施行する。

　　附　則(平成10年条例第3号)

　この条例は、平成10年4月1日から施行する。

　　附　則(平成11年条例第1号)

　この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

　　附　則(平成8年条例第2号)

　この条例は、平成8年4月1日から施行する。

　　附　則(平成9年条例第5号)

(委任)

第３条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　　附　則

産業建設課

上下水道課
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施
全庁

 終目標

主管課 その他担当課総務課15 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

0千円

研修体制の強化

 中間目標

人材育成の推進

自治体としての生産性、信頼性の向上

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

計画期間中に 低1名を派遣

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第4次行財政改革集中改革プランの中で鞍手町人材育基本方針及び人材育成基本計画を策定している。その人材育成
基本計画の中に「職員を育てる研修制度」として7つの項目を掲げてるが、「15　中央研修所での研修」及び「16　人
事交流・派遣研修」については、平成20年度、平成21年度は「なし」となっている。
　いずれの研修も研修に参加する職員が中・長期間不在となることから、なかなか受講機会が与えられなかった。今
後もさらに職員数が削減される中で、如何に受講機会を与えていくかが大きな課題となってくるが、人材を育成して
いくには中長期的な期間派遣し研修を受けさせることが一番有効である。
　特に福岡県市町村支援課が実施している実務研修生制度は、市町村支援課内の業務に1年間従事することにより、さ
まざまなノウハウを身に着けることができ、また、県職員との人脈をつくることができる有意義な研修制度であり、
第5次行財政改革期間中に 低1名を県市町村支援課の実務研修生へ派遣することとする。

　※具体的実施内容
　　・ 低1名を県市町村支援課の実務研修生として派遣
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PDCAシート　連番15　資料

（目的）

（研修の方法）

（研修の期間）

（研修の申請）

（研修生の決定）

（研修生の身分取扱い）

（研修状況の通知）

（その他）

　附　則

福岡県市町村職員実務研修取扱い要綱

第２　実務研修（以下「研修」という。）は、市町村の職員（以下「研修生」という。）について、

　県の知事部局において実務に従事することを通じて行うものとする。

第３　研修の期間は、原則として１年以内とする。

第４　職員の研修を申請しようとする市町村長は、次に掲げる基準に該当する者を選び、職員研修申

第１　この要綱は、市町村職員の資質の向上を図り、市町村行政の能率的運営に資するため、市町村

　職員の実務研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　請書（様式第１号）に履歴書及び健康診断書を添えて知事に提出するものとする。

１　勤務成績が優秀であり、かつ、身体強健であって、将来市町村の中堅職員となるにふさわしい者

　であること。

２　市町村の職員として３年以上勤務している者であること。

３　年齢３５歳未満の者であること。

第５　知事は、前項に規定する申請があった者について、研修生として適当と認める場合は、これを

　受託し、研修生受託書（様式第２号）により市町村長に通知する。

第６　研修生は、研修期間中県職員の身分をあわせ有するものとする。

　この要綱は、昭和４５年４月１日から施行する。

　この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

２　研修生の身分取扱い等については、知事と市町村長があらかじめ協議して定めるものとする。

第７　知事は、研修生の研修状況について、研修状況報告書（様式第３号）により、毎月市町村長に

　通知する。

第８　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事と市町村長がそのつど協議して決定する。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H24年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

25

計画期間中4回の公開発表会の実施（年1回）

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

実施方法の決定完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第4次で職員提案制度を導入した当時は多数の職員提案があった。平成17年度24件、平成18年度1件、平成19年度5
件、平成20年度1件、そして平成21年度は0件となっている。
　職員提案により、一定の成果は得たものの定着したとは言えない現状であるため、現在の職員提案制度の課題や問
題点を検証し、より充実した制度とするため見直しを行う。そして、優秀な職員提案（実行し効果が得られたもの）
については、勤勉手当に反映させ、評価していくこととする。

　※具体的実施内容
　　①実施方法（審査基準や評価方法（勤勉手当等への反映））の検討
　　②随時募集→募集期間限定への移行
　　③新たな提案方法の確立（年1回の公開発表会の実施）
　　④勤勉手当反映などの評価を実施

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

政策（業務改善）研究及び職員提案プレゼ
ンの実施

 中間目標

人材育成の推進

自治体としての生産性、信頼性の向上

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施

 終目標

主管課 その他担当課総務課16 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）
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PDCAシート　連番16　資料

（特別提案のテーマ）

提案件名 所管課局 開始年月日 完了年月日
職員の常識は住民の常識！？「やめよう、改めよう、こんなこと」

わかりやすい会話や文書で行政から住民に歩み寄ろう
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、財源確保の工夫」

ＰＣを活用したコストダウン（失敗を減らす操作方法の習得）
係、担当者としての行財政改革！！「事務改善、事業の見直し」

３６５日年中無休の鞍手町役場　（究極の住民サービスを目指して）
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、財源確保の工夫」

就農促進と地産地消　（郷土愛の育成と団塊世代又はニートの活用）
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、財源確保の工夫」ほか

地域（小学校区単位）コミュニティーづくり　区の再編成または合併
職員の常識は住民の常識！？「やめよう、改めよう、こんなこと」

携帯電話の就業時間内使用について
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、経費削減の工夫」

節約意識と備品の一括管理　職員の意識改革
係、担当者としての行財政改革！！「事務改善、事業の見直し」

料金支払いをもっと便利に！　回数券またはカード　（キャッシュレス）
係、担当者としての行財政改革！！「事務改善、事業の見直し」

他市町への窓口体験研修！
係、担当者としての行財政改革！！「事務改善、事業の見直し」

危機管理・住民の安全管理体制 職員相互のネットワーク化
係、担当者としての行財政改革！！「事務改善、事業の見直し」

渉外担当の新設

窓口課に配属されたことのない職員の窓口課への優先異動

報償と罰則

県主催の研修会への強制的参加
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、経費削減の工夫」

流動的人事異動
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、経費削減の工夫」

各種宣伝媒体の作成
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、経費削減の工夫」

講師､講演料の消費税について

特別職候補者立候補提出書類に納税証明を添付
係、担当者としての行財政改革！！「事務改善、事業の見直し」

残業手当及び時間外勤務命令簿の廃止（超過勤務手当て）
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、財源確保の工夫」

庁舎裏職員駐車場経費の削減（いつまでも、タダと思うな。駐車場！）
係、担当者としての行財政改革！！「事務改善、事業の見直し」

プロジェクトチームの常置［一人より二人、二人より多くの見識（人材育成）］
危機的財政からの脱却！！「支出抑制の工夫、財源確保の工夫」

事前予約による諸証明の時間外交付
係、担当者としての行財政改革！！「事務改善、事業の見直し」

全職員で住民からの提言等を共有し「意識改革」を！
職員の常識は住民の常識！？「やめよう、改めよう、こんなこと」

職員のみだしなみ、態度の改善は住民サービスにつながる

職員研修会の分割化

マイカー出張における旅費の改定

給料袋の削減

広報事業充実のため名刺及びＦＡＸ用紙の共通化

公共工事整備計画策定

ミーティング制度、面談制度の導入

オープンソースのオフィス・ソフトウエアへの移行

平成18年09月01日 平成19年05月21日

職 員 提 案 の 状 況
受理
番号

提案
の

種類
採　否

実施（採用の場合）

1 特別

2 特別 不採用

採用 総務人権課

3 特別 不採用

4 特別 不採用

平成18年08月23日 平成19年04月30日

5 特別

6 特別 採用 総務人権課

不採用

7 特別 採用 総務人権課

8 特別 採用 社会教育課 平成20年04月01日

9 特別

10 特別 不採用

不採用

11 特別 不採用

12 一般 不採用

平成18年08月14日 平成19年04月30日

13 一般

14 一般 採用 総務人権課

不採用

15 特別 不採用

平成18年12月04日 平成19年03月26日

16 特別 採用 総務人権課 平成18年09月01日 平成19年07月01日

17 特別

18 一般 不採用

採用 企画財政課

19 特別 不採用

平成18年10月01日 平成19年05月31日

20 特別 不採用

21 特別

22 特別 不採用

採用 総務人権課

23 特別 採用 総務人権課

24 特別 採用 総務人権課 平成18年08月23日 平成19年04月30日

25 一般

26 一般 採用 総務人権課

採用 総務人権課

27 一般 不採用

28 一般 採用 総務人権課

29 一般

30 一般

31 一般
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H26年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H26年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H26年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● H26年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● H26年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施

 終目標

主管課 その他担当課総務課17 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）人が主役のまちづくり（ヒト、情報）

0千円

人事評価制度の導入

 中間目標

人事考課の導入

自治体としての生産性、信頼性の向上

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

勤務実績の給与への反映

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

試行及び例規等整備完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第4次行財政改革で策定した人材育成基本計画の中に「職員を育てる人事制度」の1つの取組として、「人材育成型
の人事評価制度の導入」を掲げ、平成20年度から実施としていたが、取組には至っていないのが現状である。国にお
いては、平成21年度より本格稼動しており、平成21年8月25日付総務事務次官通知により「地方公共団体においても人
事評価システムの構築に早急に取り組むこと」という要請がなされたところである。
　当町においても、職員の能力や意欲を高めて組織の活性化を図るため、先進自治体を参考としながら、国と同様の
勤務実績の給与への反映を念頭に置いた人事評価システムを導入する。

　※具体的実施方法
　　①平成23年度に被評価者（非管理職）を中心としたPTを設置し、制度設計を行う
　　②平成24年度から試行を行う（評価者研修、被評価者研修を含む）
　　③平成25年度に 終調整を行う（問題点修正、例規整備、予算等）
　　④平成26年度から本格導入する
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総務省ホームページより
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H28年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H28年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H28年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H28年03月 0％ ─

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H28年03月 0％ ─

25

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

再編計画に基づく施設整備完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第4次の改革項目として「室木小学校と西川小学校の統合についての検討」があり、中学校を含めた学校再編の検討
が必要だという結論となったこと、また、現在、文部科学省が学校の規模の標準として、小中学校ともに12学級以上
18学級以下と学校教育法施行規則に定めているが、鞍手町では児童数が年々減少傾向にあり、基準に沿った学校の規
模とはなっていないことから、文部科学省が示している適正な規模に基づく基準の考え方にもあるように、児童や生
徒が集団の中で切磋琢磨しその資質を育てていく環境を整えるためにも統合は必要であり、町内小中学校の再編（統
合）に向けた検討を行う時期に来ていると考える。
　この再編の検討をしていく上で、児童数、学級数、統合規模だけでなく、学校施設改修、管理経費、交付税、通学
距離（スクールバス）等の問題を様々な角度から十分な時間をかけて議論することが必要であり、教育関係者のみな
らず、ＰＴＡ、地域住民、統合に関する学識経験者などによる検討委員会を設置し、学校再編方針及び計画を策定す
る。

　※具体的実施内容
　　・平成23年度～平成24年度　検討委員会による町内小学校6校、中学校2校の再編計画の策定及び住民説明会
　　・平成25年度～平成27年度　再編計画に基づく実施設計及び施設整備
　　・平成28年度～　　　　　　小中学校再編

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

小中学校の再編（統合）についての検討

 中間目標

町の規模に応じた施設の配置

行政規模にふさわしい資産の運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施
総務課・企画財政課

 終目標

主管課 その他担当課教育課18 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）資産を有効活用するまちづくり（モノ）
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出典：文部科学省ホームページ（中央教育審議会初等中等教育分科会（第66回）資料）
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 将来推計人口（小中学校別）　補正後

小学校 中学校

年度 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 小学校計 1年生 2年生 3年生 中学校計

 平成22年（2010） 117 134 142 142 122 152 809 139 148 152 439 1,248

 平成23年（2011） 128 117 134 142 142 122 785 152 139 148 439 1,224

 平成24年（2012） 105 128 117 134 142 142 768 122 152 139 413 1,181

 平成25年（2013） 94 105 128 117 134 142 720 142 122 152 416 1,136

 平成26年（2014） 122 94 105 128 117 134 700 142 142 122 406 1,106

 平成27年（2015） 120 122 94 105 128 117 686 134 142 142 418 1,104

 平成28年（2016） 95 120 122 94 105 128 664 117 134 142 393 1,057

 平成29年（2017） 107 87 128 112 123 108 665 132 142 128 402 1,067

 平成30年（2018） 101 84 125 107 119 104 640 127 137 126 390 1,030

 平成31年（2019） 99 81 120 103 115 100 618 122 132 124 378 996

 平成32年（2020） 96 79 117 99 108 96 595 118 127 122 367 962

 平成33年（2021） 94 77 115 96 107 94 583 114 123 118 355 938

 平成34年（2022） 91 75 112 94 103 91 566 111 119 114 344 910

 平成35年（2023） 89 74 108 89 100 88 548 107 115 109 331 879

 平成36年（2024） 86 69 107 88 96 85 531 104 112 105 321 852

 平成37年（2025） 84 69 103 85 94 82 517 100 108 101 309 826

 平成38年（2026） 82 68 100 84 91 80 505 98 105 98 301 806

 平成39年（2027） 80 66 98 80 89 77 490 95 102 95 292 782

 平成40年（2028） 77 65 96 77 86 77 478 93 100 92 285 763

 平成41年（2029） 77 63 94 77 84 75 470 90 97 89 276 746

 平成42年（2030） 75 61 91 75 82 72 456 88 95 86 269 725

 平成43年（2031） 74 60 89 74 80 69 446 86 93 84 263 709

 平成44年（2032） 69 58 87 69 77 69 429 84 90 82 256 685

 平成45年（2033） 69 58 84 69 77 67 424 82 88 80 250 674

 平成46年（2034） 67 55 82 68 75 66 413 80 86 78 244 657

 平成47年（2035） 65 55 80 66 74 65 405 78 84 76 238 643

※H22年からH28までは、住民基本台帳人口。H29以降は将来推計（増減率）に基づく人口。

小学校
中学校
合計
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小学校の児童数及び学級数の推移（平成28年度に統合した場合）

【35人学級の試算】

剣南 剣北 古月 西川 新延 室木 剣南 剣北 古月 西川 新延 室木 剣南 剣北 古月 西川 新延 室木 剣南 剣北 古月 西川 新延 室木

年度 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級 児童 学級

H22 253 10 210 7 85 6 83 6 128 6 50 4 253 10 210 7 85 6 83 6 128 6 50 4 253 10 210 7 85 6 83 6 128 6 50 4 253 10 210 7 85 6 83 6 128 6 50 4

H23 229 9 200 6 77 6 91 6 139 6 49 4 229 9 200 6 77 6 91 6 139 6 49 4 229 9 200 6 77 6 91 6 139 6 49 4 229 9 200 6 77 6 91 6 139 6 49 4

H24 244 10 188 6 71 6 81 6 136 6 48 4 244 10 188 6 71 6 81 6 136 6 48 4 244 10 188 6 71 6 81 6 136 6 48 4 244 10 188 6 71 6 81 6 136 6 48 4

H25 226 9 172 6 65 6 84 6 123 6 50 5 226 9 172 6 65 6 84 6 123 6 50 5 226 9 172 6 65 6 84 6 123 6 50 5 226 9 172 6 65 6 84 6 123 6 50 5

H26 220 9 167 6 66 6 71 6 127 6 49 4 220 9 167 6 66 6 71 6 127 6 49 4 220 9 167 6 66 6 71 6 127 6 49 4 220 9 167 6 66 6 71 6 127 6 49 4

H27 213 9 152 6 65 6 75 6 129 6 52 5 213 9 152 6 65 6 75 6 129 6 52 5 213 9 152 6 65 6 75 6 129 6 52 5 213 9 152 6 65 6 75 6 129 6 52 5

1校に統合 鞍手北中校区 鞍手南中校区 剣地区 古月地区 西川地区

H28 222 10 131 6 60 6 76 6 124 6 51 4 664 21 413 16 251 11 353 12 60 6 251 11

H29 207 8 173 6 70 6 68 6 105 6 42 4 665 23 450 17 215 9 380 13 70 6 215 9

H30 200 8 166 6 68 6 66 6 101 6 39 4 640 21 434 16 206 8 366 13 68 6 206 8

H31 193 8 161 6 66 6 63 6 98 6 37 4 618 20 420 14 198 8 354 12 66 6 198 8

H32 187 7 155 6 61 6 61 6 94 6 37 4 595 20 403 14 192 7 342 12 61 6 192 7

H33 181 7 151 6 61 6 61 6 92 6 37 4 583 20 393 14 190 7 332 12 61 6 190 7

H34 175 6 147 6 61 6 58 6 89 6 36 4 566 19 383 13 183 7 322 12 61 6 183 7

H35 172 6 142 6 57 6 55 6 87 6 35 4 548 19 371 13 177 6 314 12 57 6 177 6

H36 167 6 138 6 55 6 55 6 84 6 32 4 531 18 360 13 171 6 305 12 55 6 171 6

H37 162 6 134 6 55 6 54 6 81 6 31 4 517 17 351 12 166 6 296 12 55 6 166 6

H38 157 6 132 6 54 6 51 6 80 6 31 4 505 17 343 12 162 6 289 12 54 6 162 6

H39 154 6 127 6 50 6 50 6 78 6 31 4 490 17 331 12 159 6 281 12 50 6 159 6

H40 149 6 124 6 50 6 50 6 75 6 30 4 478 17 323 12 155 6 273 12 50 6 155 6

H41 146 6 121 6 50 6 49 5 74 6 30 4 470 17 317 12 153 6 267 12 50 6 153 6

H42 142 6 118 6 49 5 46 4 72 6 29 4 456 17 309 12 147 6 260 11 49 5 147 6

H43 140 6 116 6 46 4 44 4 71 6 29 4 446 16 302 12 144 6 256 11 46 4 144 6

H44 135 6 112 6 44 4 44 4 68 6 26 3 429 14 291 12 138 6 247 11 44 4 138 6

H45 133 6 110 6 44 4 44 4 67 6 26 3 424 14 287 12 137 6 243 11 44 4 137 6

H46 129 6 106 6 44 4 43 4 66 6 25 3 413 14 279 12 134 6 235 11 44 4 134 6

H47 126 6 105 6 43 4 42 4 64 6 25 3 405 14 274 12 131 6 231 11 43 4 131 6

※特別支援学級は含んでいない

○現状維持（6校） ○小学校　1校に統合 ○小学校　2校に統合 ○小学校　3校に統合
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中学校の生徒数及び学級数の推移（平成28年度に統合した場合）

鞍手北中学校 鞍手南中学校 鞍手北中学校 鞍手南中学校

年度 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級

H22 314 9 125 5 314 9 125 5

H23 320 9 119 4 320 9 119 4

H24 285 8 128 5 285 8 128 5

H25 290 8 126 5 290 8 126 5

H26 261 8 145 6 261 8 145 6

H27 280 9 138 5 280 9 138 5

1校に統合

H28 258 8 135 5 393 11

H29 277 9 125 5 402 12

H30 270 9 120 4 390 12

H31 261 9 117 4 378 12

H32 254 9 113 3 367 11

H33 246 8 109 3 355 10

H34 238 7 106 3 344 9

H35 228 6 103 3 331 9

H36 222 6 99 3 321 9

H37 214 6 95 3 309 9

H38 209 6 92 3 301 9

H39 202 6 90 3 292 9

H40 197 6 88 3 285 9

H41 191 6 85 3 276 9

H42 186 6 83 3 269 9

H43 181 6 82 3 263 9

H44 177 6 79 3 256 9

H45 173 6 77 3 250 8

H46 168 6 76 3 244 7

H47 165 6 73 3 238 7

※特別支援学級は含んでいない

○現状維持（２校） ○中学校　1校に統合
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小中学校に係る維持管理シミュレーション（30年間）

○現状（小学校6校・中学校2校） 単位：百万円
公立学校施設の建替・大規模修繕の時期　　（●建替、△修繕工事（防水・電気）、□修繕工事（給排水）、×解体）

年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
年後 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

校舎 鉄筋コン 2,801 S 53 32 H 37 △ ●

特別教室棟 鉄筋コン 594 S 41 44 H 25 ×

体育館 鉄筋コン 739 S 54 31 H 38 △ ●

校舎1・2 鉄筋コン 3,083 S 55 30 H 39 □ △ ●

体育館 鉄筋コン 750 S 58 27 H 42 □ △ ●

校舎 鉄筋コン 2,766 S 58 27 H 42 □ △ ●

体育館 鉄筋コン 739 S 51 34 H 35 △ ●

校舎1・2 鉄筋コン 2,499 S 53 32 H 37 △ ●

体育館 鉄筋コン 752 S 55 30 H 39 □ △ ●

校舎1・2 鉄筋コン 2,750 H  5 17 H 52 △ □ △ ●

体育館 鉄筋コン 741 S 51 34 H 35 △ ●

校舎 鉄筋コン 2,142 S 57 28 H 41 □ △ ●

体育館 鉄筋コン 750 S 59 26 H 43 □ △ ●

校舎1・2・3 鉄筋コン 4,818 S 47 38 H 31 △ ●

校舎4 鉄筋コン 245 S 60 25 H 44 □ △ ×

体育館 鉄筋コン 1,145 S 49 36 H 33 △ ●

校舎 鉄筋コン 4,177 S 46 39 H 30 △ ●

体育館 鉄筋コン 1,112 S 48 37 H 32 △ ●

収　入（交付税見込額（小学校・中学校計）） （A） 190 188 186 182 180 182 179 180 175 174 170 169 166 164 162 160 159 158 157 156 155 155 154 153 153 151 151 151 151 151 151

建設費（建替） 15 1036 1036 1288 644 644 644 6 644

242 242 314 157 157 157 157

大規模修繕費 12 12 24 12 24 24 12 24 12 24 12 12 12

5 5 10 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5

30 15 30 15 15 15

維持管理費 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

その他運営費 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

支　出（ランニングコスト等にかかる費用） （B） 148 135 150 197 150 133 152 118 1188 1171 394 360 135 481 135 1423 275 919 118 762 919 275 124 135 118 118 118 118 118 118 762

収　支 （C）=（A）-（B） 42 53 36 -15 30 49 27 62 -1013 -997 -224 -191 31 -317 27 -1263 -116 -761 39 -606 -764 -120 30 18 35 33 33 33 33 33 -611

H22年度以降の累積負担額 （D） 95 131 116 146 195 222 284 -729 -1726 -1950 -2141 -2110 -2427 -2400 -3663 -3779 -4540 -4501 -5107 -5871 -5991 -5961 -5943 -5908 -5875 -5842 -5809 -5776 -5743 -6354

※2　経過年数はH22年度現在、建替年度は耐用年数47年として試算

経過
年数

建替
年度

学校名

1校舎あたり小学校644百万円、中学校1036百円で試算

1体育館あたり小学校157百万円、中学校242百円で試算

防水工事（20年更新、1校あたり12百万円）

棟区分 構造 面積
(㎡)

建築
年度

剣南小学校

剣北小学校

古月小学校

新延小学校

西川小学校

室木小学校

鞍手北中学校

鞍手南中学校

※1　交付税試算にあたっては、H22年度普通交付税の単位費用等を用いる。なお、学校別の積み上げて算出しているので実際の交付税措置額とは差がある。
　　 （条件）①「特別支援学級」、「事業費補正」を含めない。　 ②平成48年度以降は児童数の試算ができないため平成47年度の数値を用いる。

給排水工事（30年更新、1校あたり15百万円）

光熱水費、修繕費、保守、委託料等、1校あたり7.5百万円

臨時職賃金、給食配送経費、消耗品等、1校あたり7.2百万円

現
状
の
試
算

電気工事（20年更新、1校あたり5百万円）
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H24年03月 0％ ─

0％ ─

0％ ─

0％ ─

0％ ─

25

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

経営形態の検討完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　厳しい医療環境、連結決算や公立病院改革の影響を受け、自治体病院のあり方を見直す動きは、全国の自治体で活
発に検討が行われており、県内の自治体病院でも大牟田市立病院、筑後市立病院、田川市立病院、川崎町立病院が経
営形態の見直しを行っている。当該自治体で問題点となっていた事項は、「1 責任体制の明確化（病院長に権限がな
く責任体制が曖昧）」、「2 柔軟な定員管理（地域ニーズや報酬体系に合わせた人員の確保）」、「3 給与体系（年
功序列型の賃金体制の廃止）」であり、これら問題点を解消するためには、経営形態の見直しが必要であるとして、
①地方公営企業法の全部適用　②地方独立行政法人化（非公務員型）　③指定管理者制度　④民間移譲　の4つの選択
肢を比較検討し決定している状況である。
■地方独立行政法人（非公務員型）…大牟田市立病院（22年度）、筑後市立病院・川崎町立病院（23年度）
■地方公営企業法（全部適用）　　…田川市立病院（22年度）
　これらの問題点は、自治体病院共通の問題点であり当院でも同じことが言え、そのため、地域住民に対して良質な
医療の提供と経営の健全化を継続的に両立させるために、経営形態検討委員会を発足させ議論する必要がある。な
お、検討委員会は、地域に提供する適切な医療の確保と医療経営の双方の視点が必要であることから、医療経営や管
理分野に関する学識経験者や地域医療に関する有識者などで組織することとする。

　※具体的実施内容
　　・平成23年度　経営形態検討委員会の開催

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

町立病院の経営形態の検討

 中間目標

施設運営方法の見直し

行政規模にふさわしい資産の運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施

 最終目標

主管課 その他担当課町立病院19 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）資産を有効活用するまちづくり（モノ）
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今後の当院の動向

　これら問題点は、自治体病院共通の問題点であり、当然当院も同じことが言えます。
そのため、地域住民に対して良質な医療の提供と経営の健全化を継続的に両立させるために、経営形

態検討委員会を発足させ議論する必要があると考えます。
なお、検討委員会の構成委員については、地域に提供する適切な医療の確保と医療経営の双方の視点

から検討する必要があることから、医療経営や管理分野に関する学識経験者や地域医療に関する有識者
などで組織する検討委員会の設置が望ましいと考えます。

経営形態見直しの必要性

昭和40年に5診療科57床で開設以来、増床増築を実施し、医療ニーズに沿った診療科目の充実を図り、
また町内の開業医に診療することの出来ない整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、透析療法、リハ
ビリテーションを担い、現在では13診療科222床となり、地域住民の健康保持に必要な医療を提供するた
めに医療機能を充実してまいりました。

経営状況は、平成10年から2カ年経営コンサルタントと共に改善に取り組み、職員一丸となって様々な
取り組みを行い平成15、16、18年度に黒字決算となりましたが、度重なるマイナス改定や医師の臨床研
修制度による医師不足に伴う特定診療科の入院診療の停止などもあってここ10年間で7回もの赤字決算と
なっております。

また、少子高齢化の急速な進行に伴い国民医療費が年々高騰している中、国の医療行政は医療費抑制
の方向にあり、今後も病院の健全経営は厳しくなることが想定されます。

当院医療圏の医療ニーズは、救急、急性期、回復期、慢性期及び在宅までと幅広い範囲にわたってい
ます。医療ニーズとは広範であり、近年、ますます高度かつ複雑になってきています。医療ニーズの高
度化等を考慮すると、それに応じた新たな医療機器の導入や更新、快適な療養環境の提供、必要な人員
配置や幅広い医療分野での 新技能の修得を行わなければなりません。そのためには、今後においても
病院経営の安定化を図るため、更なる財政の健全化が不可避の課題といえます。

当院の現状

他の自治体病院の状況

厳しい医療環境、連結決算や公立病院改革の影響を受け、自治体立病院のあり方を見直す動きは、全
国の自治体で活発に検討が行われており、県内の自治体病院でも大牟田市立病院、筑後市立病院、田川
市立病院、川崎町立病院が経営形態の見直しを行っています。

地方独立行政法人（非公務員型） 大牟田市立病院（22年度） 筑後市立病院、川崎町立病院（23年
度）
　地方公営企業法（全部適用）　　　田川市立病院（22年度）
当該自治体で問題点となっていた事項は、
　１． 責任体制の明確化（病院長に権限がなく責任体制が曖昧）
　２． 柔軟な定員管理（地域ニーズや報酬体系に合わせた人員の確保）
　３． 給与体系（年功序列型の賃金体制の廃止）
これら問題点を解消するためには、経営形態の見直しが必要であるとして、
　①　地方公営企業法の全部適用
　②　地方独立行政法人化（非公務員型）
　③　指定管理者制度
　④　民間移譲
の4つの選択肢を比較検討し決定されてきています。
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経営形態比較表

公営企業型 公営企業型

（公務員型） （非公務員型）

※公務員型は、その業務の停滞が
住民の生活、地域社会、経済の安
定に著しい支障、又はその業務運
営のおける中立性及び公共性を特
に確保する必要ある場合に地方公
共団体が定款で定める

開　設　者 ◎地方公共団体 ◎地方公共団体 ◎地方公共団体 ◎民間法人・団体

運営責任者 ◎地方公共団体の長 ◎事業管理者 ◎指定管理者 ◎民間法人・団体の長

病院管理者
◎地方公共団体の長が任命するも
の（病院長）

◎事業管理者が任命するもの（病
院長）

◎指定管理者が任命するもの ◎民間法人・団体の長が任命する
もの

診　療　科 ◎条例等で定める ◎民間法人・団体の長が定める

財　産　等

◎土地・建物等基本的財産は、地
方公共団体 に帰属する
◎機材等については、指定管理者
に帰属するものもある
◎通常、協定により管理運営経費
の費用部分

◎土地・建物等、基本的財産は、
民間法人・団体に譲与する方法
と、貸与する方法が考えられる

設立団体
（地方公共
団体)の長の

関与

◎長の補助機関であり、町長部局
と同様
※地方公共団体の長が運営責任者
（長の補助機関）であり、一般行
政組織と同様

◎長の補助機関であるが、予算の
調整、議案の提出、管理者の任免
など
※管理者に一定程度独自の権限が
付与されるが、長の補助機関であ
り、事業運営は基本的に地方公共
団体の方針に基づく

◎指定管理者の指定
◎毎年度終了後の事業報告書の受
理
◎指定管理者が定める利用料金の
承認
◎管理業務又は経理状況の報告聴
取等
◎事業運営状況の評価
◎指定取り消し、管理業務停止命
令
※地方公共団体の方針に基づく運
営

◎一般の民間法人・団体と同じ
※移譲の際に、一定の条件等を契
約することは可能

議会の関与

◎指定の手続き、管理の基準、業
務内容等の条例制定
◎指定にかかる議決
◎利用料金の基準の制定
※上記の議決において関与がある

◎一般の民間法人・団体と同じ

◎公の施設の管理運営を包括的に
行わせるた め、当該地方公共団
体が議会の議決を経て、指定する
法人・団体に期間を定めて委託す
る制度

◎経営を民間の医療法人等の民間
法人・ 団体に移譲する

地方公営企業法 地方独立行政法人

◎地方公営企業として、常に企業の経済性を発揮するとともに、その
本来の目的である公共の福祉を増進するように運営するための制度

全部適用

◎地方公共団体から独立した法人格を与えられて、地方公共団体が自
ら行う必要はないが、公共性の高い事務事業を効率的かつ効果的に推
進させるための制度
◎独自の意思決定が可能になり、自立性が高まる
◎公務員型（特定）と、非公務員型（一般）がある

◎地方公営企業法の財務規定等一
部の規定のみを適用
◎特別会計の設置等一般会計に対
する特例を設けている

◎管理者を設置することができ、
設置した場合には、職員の任免、
給与等の身分の取り扱い、予算原
案の作成等の権限が地方公共団体
の長より移譲される

◎地方独立行政法人の設立
◎定款の作成・変更
◎中期目標の作成・変更
◎中期計画の作成・変更（料金を含む）など
※上記の議決により、議会の意向が事業運営に反映する
※毎年度の事業は、議会の議決等は必要なく、議会の関与は基本的な
事項にとどまる

◎全ての財産が、地方公共団体に帰属
◎一定の資産の取得・売却は、議会の議決が必要

◎財産は、事業に必要な土地建物・資本金を設立団体が出資する
◎移行の際は、事業に関する権利・義務を継承する
◎資産の取得や売却が独自の判断で出来る

◎設立団体（複数の地方公共団体による設立も可能）

◎理事長

◎理事長が任命するもの（病院長）

民間譲渡指定管理者

概　　要

区　　分
一部適用

◎条例等で定める ◎定款で定める

◎中期目標の策定，指示
◎中期計画の許可、変更命令
◎年度計画の届出
◎業務実績評価（毎年度・中期目標期間）
◎中期計画終了時の検討、報告聴取、立入検査、是正命令
◎理事長の任免
※上記を通じて、地方公共団体の移行が事業運営に反映する
※毎年度の事業は、事前関与から事後評価を重点化することで、法人
の裁量・責任が増す

◎地方公営企業の設置、予算の議決、決算の認定、料金に係る条例制
定など
※上記の議決により、議会の意向が事業運営に反映される
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公営企業型 公営企業型

（公務員型） （非公務員型）

地方公営企業法 地方独立行政法人

全部適用
民間譲渡指定管理者区　　分

一部適用

（組織）
◎条例で設置及び運営の基本を定
め、その他は長が規則等で定める

（組織）
◎条例で設置及び運営の基本を定
め、その他は事業管理者が企業管
理規程で定める

（組織）
◎理事長、監事以外の内部組織は
理事長が定める。

（組織）
◎理事長、監事以外の内部組織は
理事長が定める。

（組織）
◎基本協定締結時に、組織体制に
関する計画 書を地方公共団体が
審査。

（定数）
◎条例で定める
※一般行政組織と同様に定めら
れ、医療環境の変化に応じた柔軟
な対応は困難

（定数）
◎条例で定める
※（定数以外は）制度上は独自に
定める事ができるが、地方公共団
体の一組織であり、一定の制約は
残る

（定数）
◎職員の数を、設立団体に毎年度
報告
※理事長権限で必要な組織の設置
が可能
※職員総数の範囲内で、業務量に
応じた柔軟な人員配置が可能

（定数）
◎理事長自らの裁量で弾力的に決
定
※理事長権限で必要な組織の設置
が可能
※業務量に応じた柔軟な人員配置
が可能

（定数）
◎指定管理者の定めるところによ
る
※指定管理者の裁量となる

職員の任免

◎地方公共団体の長
※事務職等は、一般行政組織との
人事異動があり、病院事業に精通
した職員の確保が困難

◎事業管理者
※制度上は、中長期的な視点に
立った人事配置は可能であるが、
一部適用と同様になる恐れがある
※人事管理の負担は増大

◎理事長（の任命行為）
※中長期的な視点に立った人事配
置を行うことができ、病院事業に
精通した職員の確保が可能となる
※人事管理の負担は増大

◎理事長（との雇用契約）
※多様な雇用形態が可能。中長期
的な視点に立った人事配置を行う
ことができ、病院事業に精通した
職員の確保が可能となる
※人事管理の負担は増大

◎指定管理者
※指定管理者の裁量となる

◎民間法人・団体の長

職員の身分

◎非公務員（法人固有職員）
※地方公務員法による制約が一部
（守秘義務等）を除きないため、
民間病院等との間で職員の派遣・
交流が可能

◎非公務員（法人・団体の職員）
※地方公務員法の制約を受けな
い、ただし、守秘義務等は、協定
にて課すことが可能

◎非公務員（法人・団体の職員）

※地方公共団体の職員でなくなる
ため、十分な説明・理解が必要

※地方公共団体の職員でなくな
り、かつ、公務員でなくなるた
め、十分な説明・理解が必要

◎団結権　有（管理者等を除く） ◎団結権　有 ◎団結権　有 ◎団結権　有 ◎団結権　有 ◎団結権　有

◎団体交渉権　有
（協約締結を除く）

◎団体交渉権　有
（協約に基づいて、条例等の改正
義務が生じる。）

◎団体交渉権　有
（協約に基づいて、条例等の改正
義務が生じる。）

◎団体交渉権　有 ◎団体交渉権　有 ◎団体交渉権　有

◎争議権　無 ◎争議権　無
※労使管理負担は増大

◎争議権　無
※労使管理負担は増大

◎争議権　有
※労使管理負担は増大
※争議権の行使により利用者に影
響を及ぼす可能性がある
※労使関係調整法による「事前通
知」「緊急調整の決定」？？

◎争議権　有
※争議権の行使により利用者に影
響を及ぼす可能性がある

◎争議権　有
※争議権の行使により利用者に影
響を及ぼす可能性がある

職員の給与

◎一般の地方公務員と同様に条例
で定める
◎職務内容と職責に応じる
◎生計費、国及び地方公共団体職
員並びに民間企業の従業者の給
与、その他の事情を考慮し決定
（人事院勧告が大きな根拠となっ
ている）
※職員の業績が処遇に反映されに
くい
※人材確保に向けた、独自の給与
体系の設定が困難

◎左記の要件に加えて、当該企業
の経営状況、その他の事情を考慮
して、企業独自の給与表を設定可
能
※制度上は独自の給与体系導入が
可能であるが、実際には一般行政
職に準拠している

◎同一又は類似の職種の国及び地
方公共団体の職員並びに民間企業
の従事者の給与を考慮
◎当該法人の業務成績を考慮
◎許可中期計画の人件費の見積等
を考慮
※制度上は独自の給与体系導入が
可能であるが、実際には地方公共
団体の給与体系に準拠する恐れが
ある

◎当該法人の業務成績を考慮
◎社会一般の情勢に適合させる
※経営状況や職員の業績を、より
反映させた独自の給与体系の導入
が可能

◎指定管理者の定めるところによ
る
※管理者の裁量による

◎民間法人・団体が定めるところ
による
※民間法人・団体の裁量による

◎事業管理者に新に任命される
※基本的には現行のままであり、
変化はない

◎指定管理者が任命する。
※管理者との協定によるため、制
度上、職員が自動的に引き継がれ
ることはない
※そのため、職員の処遇が大きな
課題となる

◎民間法人・団体が定めるところ
による。

◎地方公務員法
※地方公務員法による兼業禁止などの制約がある

◎法人・団体の長が任命する。
※法人・団体との契約によるた
め、職員が自動的に引き継がれる
ことはない
※そのため、職員の処遇が大きな
課題となる

労使関係

制度移行時
における職
員の処遇

◎現職員のうち、条例で定める職員は、別に辞令を発せられない限
り、法人設立の日において法人の職員となる
※制度上は、法人へ自動的に移行するため、法人設立時の職員が確保
される

組織・定数
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公営企業型 公営企業型

（公務員型） （非公務員型）

地方公営企業法 地方独立行政法人

全部適用
民間譲渡指定管理者区　　分

一部適用

（地方自治法の財務規定の適用）
◎有（予算単年度主義）

（地方自治法の財務規定の適用）
◎有（予算単年度主義）

（地方自治法の財務規定の適用）
◎なし

（予算編成）
◎地方公共団体の長が調整して議
会に提出する
※中期的な視点による柔軟な対応
が困難
※予算要求から確定まで、半年程
度を要し、機動的な対応が困難

（予算編成）
◎事業管理者が予算原案を作成
し、地方公共団体の長に送付し、
長が調整して議会に提出する
※中期的な視点による柔軟な対応
が困難
※予算要求から確定まで、半年程
度を要し、機動的な対応が困難

（予算編成）
◎指定管理者が事業計画を作成
し、地方公共団体と協議する
※民間ノウハウの活用が可能

監　　査 ◎監査委員の監査のみ

資金調達
◎指定管理者の裁量による

契約関係

◎地方自治法等に基づく
※複数年契約が困難であり、経済
性を十分発揮できない

◎地方自治法等に基づく
※契約権限を有するが、地方自治
法適用のため、契約制殿制約は一
部適用と変わらない

経費負担の
原則

◎原則として独立採算
◎地方公共団体からの負担金、委
託料

◎事業によっては、補助金等の交
付は可能

業務の評価
制度

◎特別な法制なし ◎特別な法制なし ◎特別な法制なし ◎特別な法制なし◎地方独立行政法人評価委員会による評価
※外部評価の制度化により、病院事業全体でＰＤＣＡサイクルを確立
し、事業改善へのインセンティブが働く

◎特別な法制なし
※複数年契約など自由度が増し、より経済性を発揮することが可能

◎原則として独立採算
◎地方公営企業法第１７条の２において、経費負担の原則を規定（負
担金・扶助金として一般会計又は他の特別会計で負担

◎原則として独立採算
◎地方独立行政法人法第８５条において、設立団体が負担する経費に
ついて財源措置の特例として規定（運営費負担金）

◎監査委員の監査のみ ◎監事の監査のほか、会計監査人の監査

◎地方債による資金調達が可能
◎歳計現金の借入れが可能

◎地方債による資金調達が不可（一般会計からの長期借入れは可）
◎歳計現金の借入れが不可

予算制度

（地方自治法の財務規定の適用）
◎なし（単年度主義ではない）

（予算編成）
◎中期計画に基づき、年度毎の業務運営に関する年度計画を定め、設
立団体の長に届け出る
※中期的な視点による柔軟な病院経営

◎民間法人・団体が定めるところ
による
※民間手法による財務管理
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H24年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施

 最終目標

主管課 その他担当課福祉人権課20 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）資産を有効活用するまちづくり（モノ）

0千円

総合福祉センター運営見直しによるコスト
削減

 中間目標

施設運営方法の見直し

行政規模にふさわしい資産の運営

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

見直し実施による削減80,432千円（年20,108千円）

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

各見直し項目の調整及び準備完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　総合福祉センターの運営については、指定管理者制度を導入しているが毎年数千万円の一般財源からの負担があ
り、営利施設ではないものの、その負担額は町財政を圧迫している状態にある。また、福祉棟に関しては利用者の固
定化が顕在化しており、税を基礎的財源とする一般財源で負担することは公平性の観点からも早急に改善すべき問題
である。そのため、運営方法を抜本的に見直し、徹底したコスト削減策を実施することにより一般財源の負担軽減を
図る。
　なお、この施設は建設から10年が経過し、特に、入浴施設を併設する福祉棟はボイラー等の大規模な改修が今後想
定されるため、多額の改修費が必要になった時点で入浴施設の休廃止を前提に施設のあり方を検討することとする。

　※具体的実施内容
　　①福祉棟の利用時間短縮（17時閉館）
　　②清掃業務の見直し
　　③監視業務の見直し
　　④福祉バスの見直し
　　⑤トレーニング利用時間短縮（4時間短縮）
　　⑥勤務体系の見直し
　　⑦ふれあい棟冷暖房料の見直しなど

93



PDCAシート　連番20　資料

歳　　入 （単位：円）

総合福祉センター使用料 12,034,295 9,948,000 ▲ 2,086,295 福祉棟▲20％減、トレーニング▲32％減

預金利息 210 ▲ 210

　　　　　　　計 12,034,295 9,948,000 ▲ 2,086,295

歳　　出 （単位：円）

人件費　　　　　　　　　　 14,391,720 6,321,162 ▲ 8,070,558

人件費　　　　　　　　　　 14,391,720 6,321,162 ▲ 8,070,558 雇用形態見直し（バス運転手・ボイラー・トレーナー）

需用費 29,121,350 23,870,783 ▲ 5,250,567

　消耗品費 3,220,269 2,813,269 ▲ 407,000 シャンプー･ボディソープの廃止

　水道料 4,807,410 3,388,493 ▲ 1,418,917 福祉棟2時間短縮による効果

　電気料 11,128,921 9,939,596 ▲ 1,189,325 福祉棟2時間短縮による効果

　ガス代 129,692 129,692 0

　重油 5,184,585 4,226,265 ▲ 958,320 福祉棟2時間短縮による効果

　軽油 1,060,888 318,266 ▲ 742,622 福祉バス廃止による効果（▲福祉バスの70％減で試算）

　ガソリン 4,920 4,920 0

　灯油代 231,325 231,325 0

　修繕料 3,353,340 2,818,957 ▲ 534,383 福祉バス廃止による効果（▲福祉バスの70％減で試算）

役務費 914,154 860,169 ▲ 53,985

　郵便料 0 0 0

　電話料 307,060 307,060 0

　登記簿発行手数料 1,000 1,000 0

　ごみ収集手数料 56,254 56,254 0

　クリーニング代 145,110 145,110 0

　自動車損害賠償責任保険料 13,080 11,235 ▲ 1,845 福祉バス廃止による効果

　自動車損害任意共済保険料 87,690 35,550 ▲ 52,140 福祉バス廃止による効果

　水質検査 124,950 124,950 0

　損害賠償責任保険料 179,010 179,010 0

委託料 26,960,961 18,142,301 ▲ 8,818,660

　浴場ろ過配管清掃業務委託料 710,850 710,850 0

　電気保安点検業務委託料 528,000 528,000 0

　受水槽清掃検査委託料 67,200 67,200 0

　浄化槽蒸発散維持管理委託料 2,015,000 2,015,000 0

　自動扉保守点検管理委託料 252,000 252,000 0

　防災設備保安点検管理委託料 414,855 414,855 0

　警備委託料 967,386 967,386 0

　総合福祉センター管理委託料 6,409,840 2,404,640 ▲ 4,005,200 監視業務の見直し（福祉棟・ふれあい棟）

　清掃業務委託料 10,155,480 6,192,520 ▲ 3,962,960 清掃業務の見直し、定期清掃（専門業者）の見直し

　ゴキブリ駆除等委託料 544,900 544,900 0

　外構管理委託料 770,000 770,000 0

　健康機材保守点検委託料 69,000 69,000 0

　温水ヒーター保守点検業務委託料 231,000 231,000 0

　浴場設備機器保守点検業務委託料 326,550 326,550 0

　貯湯槽タンク清掃業務委託料 51,450 51,450 0

　オゾン発生装置保守点検業務委託 850,500 0 ▲ 850,500 オゾン発生装置の停止

　給湯器保守点検委託 31,500 31,500 0

　オイルタンク保守点検業務委託料 0 0 0

　福祉棟浴槽清掃委託料 0 0 0

　福祉棟管理業務　　　　　 1,800,000 1,800,000 0

　駐車場区画線設置委託料 765,450 765,450 0

使用料及び賃借料 815,937 815,937 0

　清掃用具使用料 423,007 423,007 0

　観葉植物使用料 0 0 0

　テレビ受信料 102,080 102,080 0

　放送施設使用料 68,040 68,040 0

　カラオケ施設使用料 85,050 85,050 0

　カラオケ使用料 137,760 137,760 0

公課費(自動車重量税) 81,900 81,900 0

予備費 0 0 0

合　　計 72,286,022 50,092,252 ▲ 22,193,770

収　　支 60,251,727 40,144,252 ▲ 20,107,475

総合福祉センター運営見直しによるコスト削減額（対平成21年度）

科　　　　　目 比較（B-A） 削減案の説明
平成21年度
決算額(A)

削減案
(B)

科　　　　　目 比較（B-A） 削減案の説明
平成21年度
決算額(A)

削減案
(B)
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PDCAシート　連番20　資料

総合福祉センター運営見直しによるコスト削減額（見直し項目）
単位：千円

施設 区分 見直し内容 説　　明
削減額
（見込）

利用時間の2時間短縮による業務委託コスト（清掃・監視）
の削減

3,370

利用時間の2時間短縮による維持管理コスト（光熱水費）
の削減
【水道、電気、重油の試算（直近単価）】
H20　23,792千円（21時まで営業）
H21　20,226千円（19時まで営業）
差引   3,566千円

3,566

巡回バス見直しによる運転手コストの削減 4,013

送迎用自動車の小型化（10人乗り）による維持管理コスト
の削減
【参考：削減額の試算】
H21修繕料・燃料等　　　　1,925千円（福祉バス2台分）
10人乗りバス試算額　 　　  594千円（燃料費等はH21実績の3割）
差引（削減額）　　　　　　　 1,331千円
※福祉バス2台は廃車
　（参考：走行距離）1号　429,682km　2号　375,435km

1,331

3 ボイラー員の人件費見直し

ボイラ業務にかかる雇用形態の見直しによるコストの削
減
【参考：削減額の試算】
H21実績　常勤職員及び臨時職員　　 3,102千円
試算額　　雇用形態見直し（パート）　  2,107千円
差引（削減額）　　　　　　　　　　　　　　　  995千円

995

4 オゾン発生装置の停止

お風呂の水質管理については、保健所の基準で残留塩
素濃度を維持することが必須とされており、特にオゾン殺
菌を必要とされているわけではない。そのため、オゾン発
生装置を停止し、これに係る保守点検委託料を削減す
る。

851

5
シャンプー及びボディーソー
プの廃止

現在の安価な使用料でシャンプー及びボディーソープを
施設側が用意することは過剰なサービスであるのでこれ
を廃止する。
【参考（H21）】
・シャンプー　　　　　95千円(@4725×20箱（10ℓ）)
・ボディーソープ　 312千円(@5198×60箱（10ℓ）)

407

14,533

6
専門業者による定期清掃業
務委託の廃止

全面表面洗浄ワックスコーティング、カーペーットクリーニ
ング、窓ガラス洗浄（年4回）を廃止し業務委託料を削減す
る。（文化体育総合施設は専門業者による定期清掃は
行っていない）

1,040

7
管理棟監視員の第3日曜日
勤務の廃止

専門業者による定期清掃は全館休館の第3日曜日に行っ
ているため、区分6「専門業者による定期清掃業務委託の
廃止」に伴い監視業務は必要ないため。

64

1,104

8

トレーニングルームの見直し

（現行）
10：00～22：00
（見直し案）
13：00～21：00

利用時間を4時間短縮及びトレーナーの雇用形態の見直
しによるコストの削減

【参考：時間帯別利用状況（H21）】
・10時から13時まで　１日平均 3.8人（32%）
・13時から22時まで　１日平均 8.1人（68%）
・合計　　　　　　　 　　１日平均11.9人

3,063

9
ふれあい棟監視業務の見直
し（トレーナーが兼務）

ふれあい棟の監視業務をトレーナーが兼務し、監視員委
託業務を廃止することによるコストの削減

2,377

10 ふれあい棟清掃業務の廃止

文化体育総合施設との人員比較によるコストの削減（1名
4時間分削減）
【参考：17時までの比較】
・総合福祉センター　　4時間×3人・7時間×2人　計26時間
・文化体育総合施設　 8時間×2人                 　 計16時間

1,117

6,557

22,194

1

福祉棟利用時間の時間短縮

（現行）
10：00～19：00
（見直し案）
10：00～17：00

合　　　計

小計

福
祉
棟

小計

勤
労
者
ふ
れ
あ
い
棟

小計

保
健
棟

管
理
棟

2
巡回バスの廃止及び予約制
の導入
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PDCAシート　連番20　資料

総合福祉センター運営見直しに伴う効果額（予測）

○効果額

○施設別効果額

■全体 単位：千円 ■福祉棟 単位：千円

■管理棟・保健棟 単位：千円 ■勤労者ふれあい棟 単位：千円

※1  光熱費や委託料など施設全体にかかる共通経費は、福祉棟7割、管理・保健棟3割で算出する（ふれあい棟の共通経費はない）

H21

▲ 60,252

72,286

収入 12,034

20,108▲ 40,144

50,092

【改善案の算出根拠（対H21）】
（支出）・業務見直しに伴う効果額　▲1,104千円
（収入）・H21と同額

【改善案の算出根拠（対H21）】
（支出）・業務見直しに伴う効果額　▲6,557千円
（収入）・利用時間短縮に伴う減（32％減の予想）
　　　　　1,006千円（H21トレーニング収入）×32％＝▲322千円
　【H21利用者内訳】
　10時～13時　　1,123人（32％）　1日あたり　約3.8人利用
　13時～22時　　2,403人（68％）　1日あたり　約8.1人利用

【改善案の算出根拠（対H21）】
（支出）・各施設の累計
（収入）・各施設の累計

【改善案の算出根拠（対H21）】
（支出）・業務見直しに伴う効果額　▲14,533千円
（収入）・利用時間短縮に伴う減（20％減の予想）
　　　　　　　　　8,821千円×20％＝▲1,764千円
　【H21利用者内訳】
　10時～17時　　34,612人（80％）
　17時～19時　　  8,583人（20％）

支出

収支

削減効果額

22,194

削減案

9,948 ▲ 2,086

0 千円

10,000 千円

20,000 千円

30,000 千円

40,000 千円

50,000 千円

60,000 千円

70,000 千円

80,000 千円
支出 収入

支出 76,984 72,286 50,092

収入 22,079 12,034 9,948

町の負担 54,905 60,252 40,144

H20 H21 削減案
0 千円

10,000 千円

20,000 千円

30,000 千円

40,000 千円

50,000 千円

60,000 千円

70,000 千円

80,000 千円
支出 収入

支出 51,337 47,733 33,200

収入 18,046 8,820 7,056

町の負担 33,291 38,913 26,144

H20 H21 削減案

0 千円

10,000 千円

20,000 千円

30,000 千円

40,000 千円

50,000 千円

60,000 千円

70,000 千円

80,000 千円
支出 収入

支出 13,425 12,267 11,163

収入 825 730 730

町の負担 12,600 11,537 10,433

H20 H21 削減案
0 千円

10,000 千円

20,000 千円

30,000 千円

40,000 千円

50,000 千円

60,000 千円

70,000 千円

80,000 千円
支出 収入

支出 12,222 12,286 5,729

収入 3,208 2,484 2,162

町の負担 9,014 9,802 3,567

H20 H21 削減案
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勤労者ふれあい棟使用料改定について（冷暖房関係）

単位：円（税込）　1時間あたり

現行料金 変更料金
（参考）町立体育

館
全室 370 変更なし 315

3/2 250 変更なし 設定なし

3/1 120 変更なし 105

照明 520 変更なし 525

冷暖房 310 1,050 設定なし

2,100 変更なし

全室 560 変更なし 630

3/2 370 変更なし 設定なし

3/1 180 変更なし 210

照明 780 変更なし 525

冷暖房 470 1,570 設定なし

3,150 変更なし

230 280 設定なし

100

260 310 設定なし

100

○料金改定の理由

　①アリーナ冷暖房について

　②トレーニングルーム冷暖房について

町外

ア
マ
チ

ュ
ア
ス
ポ
ー

ツ

その他

トレーニング
ルーム

町内
１回

冷暖房

町外
１回

冷暖房

区分

アリーナ

町内

ア
マ
チ

ュ
ア
ス
ポ
ー

ツ

その他

冷暖房
利用時間(h)

灯油使用量
（㍑）

灯油単価
（㍑/円）

１時間あたり
稼動コスト

平成20年度 413 4,541 121 1,345 円

平成21年度 274 3,135 74 843 円

2ヵ年平均 343 3,838 97 1,085 円

アリーナの冷暖房については、近隣市町に冷暖房を完備している体育館が少ないため他の施設との比較
ができないが、当施設の冷暖房機を稼動させるためには燃料として灯油が必要なため、灯油代にかかる費
用を料金設定の目安にした。

トレーニングルームの冷暖房については、開設当初より利用者の苦情が多く寄せられている案件である。苦
情として多いのは、外気温に関係なく“冷暖房期間”で運用しているため、「汗をかきに来ているのだから、
冷房は要らない」、「お金を払っているのに冷房が効いていない」、さらに冬季は「暖房の中で運動すると気
分が悪くなる」といったものがある。
そのため、冷暖房料を含めた料金体系に見直し、トレーナーの判断で運動に適した室内温度で運用するこ
ととする。
なお、平成12年度以前の町立体育館のトレーニングルームの時には、冷暖房料という形で料金は徴収して
いなかった。

○現在の冷暖房期間「7月～9月、12月～3月」
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PDCAシート　連番20　資料

福祉棟の利用状況

○入浴施設延べ利用者数 単位：人

○時間帯別利用状況 単位：人 　　○曜日別平均利用者数 単位：人

0 万人

1 万人

2 万人

3 万人

4 万人

5 万人

6 万人

7 万人

8 万人

9 万人

10 万人
町内 町外 合計

町内 60,544 65,397 59,285 59,119 60,350 60,613 59,412 61,343 55,220 29,726

町外 0 20,358 20,630 18,932 18,201 19,397 19,174 16,970 17,485 13,469

合計 60,544 85,755 79,915 78,051 78,551 80,010 78,586 78,313 72,705 43,195

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

町外者
データなし

0 万人

1 万人

2 万人

3 万人

4 万人

5 万人

6 万人

H20 H21

H20 47,529 25,176

H21 34,612 8,583

10時～17時 17時以降

22：00
まで営業

19：00
まで営業

0 人

50 人

100 人

150 人

200 人

250 人

300 人

350 人

H20 H21

H20 288 220 217 204 267 291

H21 177 137 127 132 152 161

差 111 83 90 72 115 130

火 水 木 金 土 日

98



PDCAシート　連番20　資料

勤労者ふれあい棟（トレーニングルーム）の利用状況

○トレーニングルーム利用者数 単位：人

○時間帯別利用状況（平成21年度）

夜間
10：00～ 13：00～ 17：00～

12:00 17:00 22:00
1日平均 3.1人 3.5人 4.6人 11.9人 6.9人 5.0人

○トレーニングルーム設置機器

Stair　Master(No1) エアロバイク(No3・4) エアロバイク(No5・6) ラボード(No9)

合計
日中

町外町内12：00～
13:00
0.7人

0 人

1,000 人

2,000 人

3,000 人

4,000 人

5,000 人

6,000 人

7,000 人
町内 町外 合計

町内 2,928 3,445 2,859 2,750 2,516 2,881 2,983 2,395 2,252 2,047

町外 2,370 2,312 2,116 1,853 2,335 1,880 2,067 1,628 1,816 1,479

合計 5,298 5,757 4,975 4,603 4,851 4,761 5,050 4,023 4,068 3,526

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

NO 状態 修理 購入年月日 型番

1 故障 可能 H12.03.30

2 H12.03.30

3 一部可能 H12.03.30 V70

4 一部可能 H12.03.30 V70

5 一部可能 H01.06.30 600

6 一部可能 H01.06.30 600

7 故障 不可 H07.08.08 CB-X１０００

8 H12.03.30 X70

9 故障 不可 H01.06.30 S

10 H01.06.30

11 H01.06.30 BH0502

12 H01.06.30

13 H12.03.30 05B

14 H01.06.30 BB1021

15 H01.06.30

機種名

Stair　Master

ラボード

ラボード

Stair　Master

エアロバイク

エアロバイク

エアロバイク

エアロバイク

エアロバイク

筋力トレーニング機

用途

昇降運動

昇降運動

自転車運動

自転車運動

自転車運動

自転車運動

自転車運動

ベルトバイブレーター

体全体の筋力運動

ジョギング運動

ジョギング運動

腰にベルト振動をあてる（疲労回復）

上肢の回転運動

足にローラーをあてる（疲労回復）

全身にローラーをあてる（疲労回復）

腹筋運動腹筋マシン

ツイストマシン

バレルローラー

フィットネスローラー
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施

 最終目標

主管課 その他担当課総務課21 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）資産を有効活用するまちづくり（モノ）

0千円

公用車更新計画の策定と維持管理費の削減

 中間目標

管理経費の節減

効率的、効果的な資産の管理改善

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

公用車維持管理費の削減2,745千円

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　現在、鞍手町は公用車を31台（企業会計所有車・くらじ1号・2号は除く）所有し、年間の修繕費が約267万円・燃料
費が約290万円かかっている（H21）。平成22年度で約90％以上の車両が購入から10年以上経過していることから、こ
こ数年間での修繕費増加が予想され、公用車全体の見直しが必要と思われる。
　よって、各課が所有する公用車を一元管理化にし、現状の車両把握（経過年数、走行距離、近年の維持修繕費
等）、必要台数の見直し等を行い「公用車更新計画」を作成し、維持管理費等の経費削減を図る。

　※具体的実施内容
　　・公用車更新計画の策定と維持管理費2,745千円の削減
　　　①現状の車両の把握
　　　②必要台数の見直し
　　　③廃車・更新（買い替え）基準の決定
　　　④更新時の維持費（燃費等）を考慮した車種の選定
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PDCAシート　連番21　資料

経過
年数

走行距離
経過
年数

走行距離
経過
年数

走行距離
経過
年数

走行距離
経過
年数

走行距離
経過
年数

走行距離

1 トヨタ 給食運搬用トラック 教育課 H6 76,760 4,798 16 76,760 17 81,558 18 86,355 19 91,153 20 95,950 21 100,748

2 トヨタエース 給食運搬用トラック 教育課 H7 76,942 5,129 15 76,942 16 82,071 17 87,201 18 92,330 19 97,460 20 102,589

3 ミツビシ 軽トラック 教育課 S62 154,201 6,425 24 154,201 25 160,626 26 167,051 27 173,476 28 179,901 29 186,326

4 スズキエブリィー 軽貨物 教育課 H12 63,000 6,300 10 63,000 11 69,300 12 75,600 13 81,900 14 88,200 15 94,500

5 スバル 軽トラック 教育課 H20 18,752 6,251 3 18,752 4 25,003 5 31,253 6 37,504 7 43,755 8 50,005

6 ダイハツハイゼットカーゴ 軽貨物 上下水道課（下水） H11 48,066 4,006 12 48,066 13 52,072 14 56,077 15 60,083 16 64,088 17 68,094

7 スズキエヴリィ 軽貨物 上下水道課（下水） H13 46,163 5,129 9 46,163 10 51,292 11 56,421 12 61,551 13 66,680 14 71,809

8 アルトパーキー 軽貨物（保健指導車） 保険健康課 H2 147,045 7,002 21 147,045 22 154,047 23 161,049 24 168,051 25 175,054 26 182,056

9 新　　車（H22） 軽貨物 保険健康課 H22 0 7,002 0 0 1 7,002 2 14,004 3 21,006 4 28,008 5 35,010

10 アルト 軽乗用（保健指導車） 保険健康課 H6 62,933 3,702 17 62,933 18 66,635 19 70,337 20 74,039 21 77,741 22 81,443

11 エブリィー 軽貨物（保健指導車） 保険健康課 H8 44,390 2,959 15 44,390 16 47,349 17 50,309 18 53,268 19 56,227 20 59,187

12 ダイハツハイゼット 軽トラック 農政環境課 H11 65,923 5,494 12 65,923 13 71,417 14 76,910 15 82,404 16 87,897 17 93,391

13 アルト 軽乗用 総務課 H9 90,632 6,972 13 90,632 14 97,604 15 104,575 16 111,547 17 118,519 18 125,490

14 ダイナ トラック 総務課 H7 35,855 2,241 16 35,855 17 38,096 18 40,337 19 42,578 20 44,819 21 47,060

15 クラウン 庁用車 総務課 H5 161,231 8,957 18 161,231 19 170,188 20 179,146 21 188,103 22 197,060 23 206,017

16 コースター マイクロバス 総務課 H5 86,070 4,782 18 86,070 19 90,852 20 95,633 21 100,415 22 105,197 23 109,978

17 ハイエース １０人乗り 総務課 H4 68,713 3,817 18 68,713 19 72,530 20 76,348 21 80,165 22 83,983 23 87,800

18 アルト 軽乗用（広報車） 総務課 H8 67,000 4,467 15 67,000 16 71,467 17 75,933 18 80,400 19 84,867 20 89,333

19 ＡＤバン 小型貨物（庁用車） 総務課 H17 49,709 8,285 6 49,709 7 57,994 8 66,279 9 74,564 10 82,848 11 91,133

20 アルト（旧ヘルパー号） 軽乗用 総務課（税務） H8 85,687 5,712 15 85,687 16 91,399 17 97,112 18 102,824 19 108,537 20 114,249

21 アルト（旧ヘルパー号） 軽乗用 総務課（福祉） H5 87,003 5,118 17 87,003 18 92,121 19 97,239 20 102,356 21 107,474 22 112,592

22 アルト（旧ヘルパー号） 軽乗用 総務課（福祉） H5 88,424 5,201 17 88,424 18 93,625 19 98,827 20 104,028 21 109,230 22 114,431

24 新　　車（H22） 軽貨物 総務課（福祉） H22 0 5,201 0 0 1 5,201 2 10,402 3 15,603 4 20,804 5 26,005

23 アルト（旧ヘルパー号） 軽乗用 総務課（教育課） H5 90,660 5,333 17 90,660 18 95,993 19 101,326 20 106,659 21 111,992 22 117,325

25 マーチ 乗用車 総務課 H20 28,148 9,383 3 28,148 4 37,531 5 46,913 6 56,296 7 65,679 8 75,061

26 エキスパート 普通バン 総務課 H11 83,811 7,619 11 83,811 12 91,430 13 99,049 14 106,669 15 114,288 16 121,907

27 スズキエヴリィ 軽貨物 建設課 H15 67,009 9,573 7 67,009 8 76,582 9 86,154 10 95,727 11 105,300 12 114,873

28 キャリー 軽トラック 建設課 H5 61,270 3,604 17 61,270 18 64,874 19 68,478 20 72,082 21 75,686 22 79,291

29 スズキエヴリィ 軽貨物 建設課 H12 67,300 6,730 10 67,300 11 74,030 12 80,760 13 87,490 14 94,220 15 100,950

30 スズキエヴリィ 軽貨物 建設課 H13 89,565 9,952 9 89,565 10 99,517 11 109,468 12 119,420 13 129,372 14 139,323

31 ハイエース １０人乗り(学童送迎車） 福祉人権課 H16 24,865 4,144 6 24,865 7 29,009 8 33,153 9 37,298 10 41,442 11 45,586

※企業会計所有車は除く

経過年数10年以上かつ走行距離10万Kmを超えたもの

Ｈ２６ Ｈ２７Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

公用車一覧表

番号 車名 種類（用途） 管理課名
取得
年度

H22/7
走行距離
(Km)

平均年間
走行距離
(Km)
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H24年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施
企画財政課・建設課

 最終目標

主管課 その他担当課総務課22 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）資産を有効活用するまちづくり（モノ）

0千円

町有財産の効率的活用

 中間目標

資産の有効活用

効率的、効果的な資産の管理改善

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

町有地売却による増収20,000千円（年4,000千円）

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　町有財産の効率的活用を図るため、面積の大きな未利用地については企業や住宅団地の誘致を行い、面積の小さな
未利用地については公募により売却を図る。売却にあたっては、公有財産台帳から売却可能財産の洗い出しを行い、
処分可能な土地については、価格・場所・条件等をホームページや広報に掲載し町有地の売却を促進する。

　※具体的実施内容
　　①公有財産台帳から売却可能財産の洗い出し
　　②売却価格基準の設定（不動産鑑定評価を実施）
　　③ホームページへの記載
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PDCAシート　連番22　資料

近隣市町村の町有地売却方法

基本不動産鑑定報酬額表

277,000 373,000 325,000 373,0003,000万円まで 211,000 422,000 518,000

253,000 349,000 301,000 349,0002,500万円まで 199,000 398,000 494,000

229,000 313,000 277,000 313,0002,000万円まで 181,000 362,000 458,000

205,000 265,000 253,000 265,0001,500万円まで 157,000 313,000 410,000

193,000

1,000万円まで 241,000 338,000 169,000 217,000 217,000 217,000
145,000

対　　象　　不　　動　　産　　の　　種　　　類

評価額

500万円まで 193,000 289,000 145,000 193,000 193,000

G
建物の区分所有権

A
宅地または建物の
所有権

B
宅地見込地の種有
権

C
農地、林地、原野、
池沼、墓地、雑種地
の所有権、家賃

D
宅地の借地権、底
地（貸地）の所有
権、地役権

E
区分地上権及び地
代

F
自由の建物及びそ
の敷地の所有権

ホームページ掲載 売却価格算出 審議会等の有無 備考

売却可能な財産がある場合に掲載している 一般競争入札による売却。（入札前に測量をかけ売
却面積の確定を行い、最低売却価格算出のために
不動産鑑定を行う。）

審議会あり（200㎡以上） 買収希望者からの申請に伴う売却のほか、売却でき
るような土地については広報等でお知らせしてい
る。

売却可能な財産がある場合に掲載している 一般競争入札による売却。公簿面積で売却を行う。
最低売却価格については固定資産評価額を基準に
算出。

審議会あり
（面積に関係なくすべて審議会
に諮る）

売却可能な財産がある場合は、まず隣接者に買収
の意思がないか確認を行う。

掲載なし 固定資産評価額を基準に算出。 審議会あり（100㎡以上） 売却可能な財産がある場合は、まず隣接者に買収
の意思がないか確認を行う。

売却可能な財産がある場合に掲載している 一般競争入札による売却。最低売却価格算定のた
めに不動産鑑定を行う。

審議会なし 公募しているが買い手がない。

直方市

宮若市

小竹町

遠賀町

買取希望者からの申請に伴い売却を行っている。

鞍手町
掲載なし 固定資産評価額及び不動産鑑定額を基準に算出。 審議会あり（100㎡以上）
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PDCAシート　連番22　資料
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PDCAシート　連番22　資料
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施

 最終目標

主管課 その他担当課税務住民課23 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）健全財政を確立できるまちづくり（カネ）

0千円

福岡県内ベスト5の税収納率を達成

 中間目標

収入の向上

安定的な財源の確保

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

平成27年度の税徴収状況で福岡県ベスト5を達成

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　平成20年度県内自治体における鞍手町の税収納率は、町民税52／66位、固定資産税39／66位、軽自動車税52／66
位、国民健康保険税29／63位でありどの税目においても低位の状況にあることから、収納率を向上させ税の公平負担
を実現することが急務となっている。
　このことから収納率向上の取組強化を図り、県内で上位の税収納率の達成を目指す。

　※具体的実施内容
　　①徴税吏員の徴収に対する意識と技能の向上
　　②スペシャリストを育成する人員配置及び異動
　　③滞納処分の強化
　　④納税機会の拡大検討
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PDCAシート　連番23　資料

調定済額 収入済額 徴収率（％） 調定済額 収入済額 徴収率（％） 調定済額 収入済額 徴収率（％） 調定済額 収入済額 徴収率（％）

北九州市 68,234,237 65,977,033 96.7 75,683,046 72,839,324 96.2 1,356,077 1,226,234 90.4

福岡市 133,852,459 127,713,747 95.4 109,544,083 105,016,424 95.9 1,231,603 1,089,525 88.5

大牟田市 6,496,589 6,257,894 96.3 8,031,371 7,441,824 92.7 233,323 218,948 93.8 2,997,569 2,272,192 75.8

久留米市 19,217,941 17,628,475 91.7 19,554,813 16,429,243 84.0 573,638 489,554 85.3

直方市 3,245,033 3,067,710 94.5 3,392,310 3,077,803 90.7 124,190 108,600 87.4 1,799,541 1,383,839 76.9

飯塚市 6,955,828 6,543,909 94.1 7,045,542 6,147,377 87.3 263,525 242,022 91.8 3,752,859 2,789,616 74.3

田川市 2,299,895 2,073,285 90.1 3,039,403 2,314,760 76.2 123,356 98,709 80.0 1,361,101 892,047 65.5

柳川市 3,005,532 2,862,748 95.2 3,507,412 3,234,758 92.2 173,528 158,566 91.4 2,387,741 1,860,546 77.9

八女市 1,951,318 1,819,514 93.2 2,725,834 2,470,147 90.6 109,411 99,003 90.5 1,515,938 1,139,687 75.2

筑後市 2,642,899 2,468,307 93.4 3,384,226 2,962,963 87.6 118,000 100,027 84.8 1,625,548 1,120,575 68.9

大川市 1,730,810 1,614,045 93.3 2,615,191 2,141,285 81.9 88,215 81,745 92.7 1,448,889 1,005,979 69.4

行橋市 4,330,563 4,096,020 94.6 3,896,606 3,291,992 84.5 158,851 134,849 84.9 2,324,256 1,637,153 70.4

豊前市 1,548,136 1,387,888 89.6 2,184,122 1,810,797 82.9 80,628 62,848 77.9 908,179 583,825 64.3

中間市 2,197,071 2,036,050 92.7 1,957,611 1,711,680 87.4 95,621 75,267 78.7 1,481,701 1,010,315 68.2

小郡市 3,437,811 3,205,193 93.2 2,966,844 2,669,784 90.0 100,806 83,206 82.5 1,710,173 1,160,918 67.9

筑紫野市 6,780,987 6,211,835 91.6 5,837,613 5,090,380 87.2 142,232 120,034 84.4 3,199,075 1,915,778 59.9

春日市 7,049,263 6,367,363 90.3 4,934,944 4,379,288 88.7 124,363 106,569 85.7 3,596,810 2,259,943 62.8

大野城市 6,785,283 6,201,861 91.4 5,393,446 4,910,034 91.0 114,691 99,201 86.5 3,059,192 1,826,803 59.7

宗像市 5,557,901 5,334,318 96.0 4,443,334 4,048,405 91.1 149,674 136,125 90.9 2,468,975 1,961,399 79.4

太宰府市 4,323,339 4,096,798 94.8 3,226,545 3,042,168 94.3 85,216 76,891 90.2 2,073,587 1,595,208 76.9

前原市 3,492,507 3,293,331 94.3 3,189,778 2,897,706 90.8 120,237 108,065 89.9 2,205,884 1,634,664 74.1

古賀市 3,661,417 3,408,047 93.1 3,306,266 3,033,671 91.8 93,314 80,811 86.6 1,654,034 1,251,971 75.7

福津市 3,084,101 2,864,690 92.9 2,459,471 2,164,735 88.0 90,704 79,531 87.7 1,679,672 1,179,644 70.2

うきは市 1,254,280 1,198,430 95.5 1,451,062 1,310,584 90.3 89,776 82,662 92.1 1,124,562 896,855 79.8

宮若市 2,281,051 2,135,898 93.6 3,599,749 3,122,435 86.7 80,426 66,961 83.3 873,103 591,271 67.7

嘉麻市 1,507,989 1,315,587 87.2 1,583,239 1,273,588 80.4 114,441 89,460 78.2 1,329,475 848,506 63.8

朝倉市 3,005,783 2,797,178 93.1 5,447,434 4,195,280 77.0 164,648 140,862 85.6 2,231,596 1,568,762 70.3

みやま市 1,611,639 1,533,103 95.1 1,826,843 1,689,527 92.5 111,471 104,836 94.0 1,313,201 1,124,583 85.6

那珂川町 2,901,043 2,648,515 91.3 2,701,954 2,475,245 91.6 75,710 66,560 87.9 1,848,527 1,105,010 59.8

宇美町 2,014,586 1,810,469 89.9 1,655,879 1,499,966 90.6 68,916 62,024 90.0 1,145,926 734,521 64.1

篠栗町 1,725,200 1,566,894 90.8 1,472,553 1,275,922 86.6 50,928 46,614 91.5 988,136 581,394 58.8

志免町 2,569,952 2,379,700 92.6 2,343,022 2,224,150 94.9 57,944 52,782 91.1 1,506,136 924,014 61.3

須恵町 1,346,865 1,275,142 94.7 1,234,905 1,155,234 93.5 54,731 53,200 97.2 858,069 585,142 68.2

新宮町 1,837,429 1,740,595 94.7 2,010,737 1,901,379 94.6 38,120 34,015 89.2 639,817 460,098 71.9

久山町 593,270 566,618 95.5 1,126,619 1,087,784 96.6 17,166 16,277 94.8 236,889 180,382 76.1

粕屋町 2,822,494 2,580,951 91.4 3,032,828 2,823,985 93.1 70,896 61,748 87.1 1,363,564 819,261 60.1

芦屋町 756,135 700,741 92.7 571,401 494,831 86.6 37,903 29,625 78.2 514,141 343,351 66.8

水巻町 1,525,875 1,409,996 92.4 1,247,792 1,076,627 86.3 61,932 52,877 85.4 894,611 687,113 76.8

岡垣町 1,603,710 1,514,206 94.4 1,594,046 1,299,246 81.5 59,799 51,410 86.0 951,458 721,930 75.9

遠賀町 1,082,642 1,032,375 95.4 987,356 919,961 93.2 43,441 38,878 89.5 555,938 457,340 82.3

小竹町 372,375 324,445 87.1 504,805 336,607 66.7 23,914 17,641 73.8 274,617 165,164 60.1

鞍手町 928,106 841,523 90.7 952,314 833,074 87.5 43,564 35,955 82.5 570,092 406,976 71.4

桂川町 587,579 523,105 89.0 620,218 515,671 83.1 30,475 28,187 92.5 505,329 304,549 60.3

筑前町 1,316,775 1,234,247 93.7 1,760,312 1,580,907 89.8 64,585 59,559 92.2 905,597 698,041 77.1

東峰村 66,354 63,239 95.3 97,027 87,204 89.9 6,543 6,120 93.5 66,774 59,915 89.7

二丈町 586,159 542,942 92.6 642,430 555,230 86.4 26,537 24,316 91.6 507,455 342,409 67.5

志摩町 752,667 699,736 93.0 901,680 756,624 83.9 39,624 35,996 90.8 709,795 542,478 76.4

太刀洗町 647,565 608,128 93.9 787,080 700,984 89.1 38,803 34,865 89.9 463,256 375,746 81.1

大木町 593,911 569,513 95.9 774,767 714,081 92.2 33,669 31,108 92.4 392,765 319,109 81.2

黒木町 422,217 412,099 97.6 436,538 419,453 96.1 34,276 33,110 96.6 472,658 438,023 92.7

立花町 346,664 330,324 95.3 408,693 377,511 92.4 33,285 31,605 95.0 383,740 335,689 87.5

広川町 923,853 871,259 94.3 1,315,479 1,197,079 91.0 52,371 47,183 90.1 747,369 574,926 76.9

矢部村 32,065 31,729 99.0 74,816 72,186 96.5 4,212 4,084 97.0 65,857 57,455 87.2

星野村 79,909 79,592 99.6 120,732 119,545 99.0 8,468 8,401 99.2 112,462 109,497 97.4

香春町 490,660 448,254 91.4 497,602 441,319 88.7 29,585 24,459 82.7 344,419 237,751 69.0

添田町 386,003 347,061 89.9 332,761 277,891 83.5 33,872 25,189 74.4 298,220 209,303 70.2

糸田町 332,883 268,063 80.5 301,053 205,161 68.1 31,258 20,483 65.5 420,299 194,639 46.3

川崎町 598,900 494,466 82.6 732,944 504,403 68.8 60,623 40,868 67.4 635,754 357,800 56.3

大任町 309,893 152,086 49.1 220,132 161,508 73.4 15,045 13,117 87.2 256,868 117,868 45.9

赤村 98,036 90,806 92.6 93,775 74,014 78.9 10,822 9,099 84.1 77,277 71,424 92.4

福智町 921,838 756,825 82.1 908,111 623,455 68.7 87,958 52,552 59.7 684,499 433,000 63.3

苅田町 2,940,609 2,757,369 93.8 5,524,233 5,257,229 95.2 79,710 61,522 77.2 1,185,616 662,973 55.9

みやこ町 1,091,074 979,410 89.8 1,307,735 1,020,377 78.0 71,899 53,761 74.8 829,265 514,639 62.1

吉富町 397,715 379,850 95.5 398,202 364,016 91.4 14,666 14,274 97.3 212,805 148,914 70.0

上毛町 359,633 340,033 94.5 411,978 384,697 93.4 22,286 21,230 95.3 192,084 160,870 83.7

築上町 919,408 812,707 88.4 937,185 697,058 74.4 63,323 45,804 72.3 891,187 488,419 54.8

福岡県市町村支援課市町村税徴収状況調より

国民健康保険税

平成20年度市町村税の徴収実績（市町村別）

市町村名
市町村民税 固定資産税 軽自動車税

現年度及び滞納繰越分を含む （単位：千円）
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収納率向上に向けた具体的方策（案）

②スペシャリストを育成する人員配置及び異動

　・毎月1回以上のミーティングを実施
　・平成21年度より続く県税特別対策班職員の派遣を平成25年度まで要請
　・新任者、管理職を問わず積極的に研修等に参加
　・スペシャリストを養成する人事異動

③滞納処分の強化

　・差押の大幅増（平成26年度までに徴税吏員一人の年間差押件数を150件とする。）
　・捜索とインターネット公売の実施
　・前年度滞納処分件数や収納率等を公表

■20年度徴税吏員2名による差押件数及び換価額 単位（円）

本税 督促 延滞金 合計
町・県民税 175,126 1,200 26,224 202,550
固定資産税 0 0 0 0
軽自動車税 0 0 0 0
国民健康保険税 87,900 300 1,900 90,100

合計 263,026 1,500 28,124 292,650

単位（円）

本税 督促 延滞金 合計
町・県民税 4,696,333 19,400 1,034,500 5,750,233
固定資産税 2,155,241 15,200 749,311 2,919,752
軽自動車税 111,400 2,200 14,200 127,800
国民健康保険税 3,504,797 13,000 433,847 3,951,644

合計 10,467,771 49,800 2,231,858 12,749,429

20年度 21年度 20年度 21年度
町・県民税 96.55 97.07 12.57 17.66
固定資産税 97.75 97.80 10.29 12.30
軽自動車税 93.50 93.93 18.70 20.41
国民健康保険税 93.48 93.79 10.14 11.50

■インターネット公売

・通常の公売に比べ多数の入札希望者を募ることができる
・公売落札価格が高騰することが期待できる→税収の増加に繋がる
・滞納の抑止効果に繋がる

　※官公庁サービス　Yahoo!オークションを利用する場合
　・契約時初期費用なし
　・出品時の出品システム利用料なし
　・落札時の落札システム利用料は落札額の3％必要であるが滞納処分費で対応
　・全国で50パーセント以上の地方公共団体が利用（平成21年11月　Yahoo! JAPAN調べ）

①徴税吏員の徴収に対する意識と技能の向上

　収納率を向上させるには、財産早期発見・差押早期着手が重要であり、そのためには徴税吏員の意識と技能の向上
が必要である。徴税吏員間の意思統一を図り、この二つの底上げを行う。
　また、技能の習得には長期間を要するため、積極的に研修等に参加するだけでなくスペシャリストを育成する人員
配置及び異動が必要である。

　担税力がありながら滞納している者に対し滞納処分を徹底して行う。
　また、公売や実績公表など新たな取り組みを行い、新たな滞納発生の抑制に努める。

税目
差押件数　　　6件

■21年度徴税吏員2名による差押件数及び換価額

税目
差押件数　　　129件

税目
現年度徴収率（％） 滞納繰越徴収率（％）
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④納税機会の拡大検討

　・コンビニ収納または、クレジットカード収納の導入検討

（単位：％）
クレジットカード 口座振替 コンビニ納付 銀行振込 その他 特になし

27.2 23.2 21.4 11.0 10.3 6.9

宮若市の例
・改修費用 約430万円
・月額契約料 5,000円
・手数料 58円/件

税目 口座振替 口座振替以外の納付 合計
町・県民税（普徴） 3,266 8,996 12,262
固定資産税 13,409 14,406 27,815
軽自動車税 1,179 5,465 6,644
国民健康保険税（普徴） 10,072 16,691 26,763

（手数料は、58円/件として計算）

税目 手数料（円）
町・県民税（普徴） 145,388
固定資産税 232,822
軽自動車税 88,322
国民健康保険税（普徴） 269,751
年間契約料 60,000

合計 796,284

※官公庁サービス　Yahoo!公金払いを利用する場合
・Yahoo! JAPANを指定代理納付者に指定（地方自治法第231条の2第6項）
・1件あたりの手数料負担額を定められる（一般的に自治体負担は105円/件）
・納付者にとって決裁手段が多彩（Yahoo!ポイントも利用可能）

（納期内納付者を対象とし手数料は105円/件として計算）

税目 納期内納付件数（件） 手数料（円）
町・県民税（普徴） 4,870 334,539
固定資産税 9,570 535,723
軽自動車税 3,392 203,230
国民健康保険税（普徴） 8,444 620,697

合計 26,276 1,694,188
※この他に、参加費用と月額利用料が必要

　多様化した生活環境に対応し納税者の利便性向上のため納付手段の拡大を検討する。

■公金で最も利用したい支払い方法

経済産業省「インターネット商取引とクレジット事業研究会第5回　資料5　公金クレジットカード収納の実現に向けた取組みについて」より掲載

○21年度の口座振替以外の納期内納付が「公金で も利用したい支払方法」の割合でクレジットカード収納
された場合の手数料

○21年度鞍手町税納付件数

■クレジットカード収納

○21年度の口座振替以外の納付が「公金で も利用したい支払方法」の割合でコンビニ収納された場合の手
数料等

■コンビニ収納
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スケジュール

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

筑豊地区合同公売会へオブザーバで参加
し公売のノウハウを習得

23年9月までに導入可否決定
→導入の場合24年度より

徴税吏員による税収納率県内ベスト5達成
チームを編成

21年度より続く県税特別対策班職員の派遣
を25年度まで要請

徴税吏員による税収納率県内ベスト5達成
チーム計画の見直し
・目標達成度合いにより計画を再考

収納業務担当者等によるコンビニまたはク
レジットカード収納導入プロジェクトチーム編
成

現状の問題点と「差押大幅増」や「捜索・イ
ンターネット公売」実現を含めた目標実現の
ための課題を抽出し、その解決策とスケ
ジュールを作成

インターネット公売導入（24年度より）
（捜索は23年度より実施）
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ● ● H23年04月 H23年09月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年10月 H28年03月 0％ ─

25

広告掲載による増収4,988千円

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

要綱等の準備完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第４次での職員提案に基づく取り組みにおいて、広報誌への広告掲載を実施し効果をあげている。今後は、要綱等
の整理を行い、ホームページや町が作成する印刷物（公用封筒等）及び公用車に、企業等の広告を有料で掲載するこ
とにより、新たな財源の確保に努める。

　※具体的実施内容
　　・有料広告掲載を実施するもの
　　①広報誌及び税務住民課窓口用封筒は実施中
　　②ホームページバナー
　　③公用封筒
　　④公用車

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

有料広告掲載の拡大

 中間目標

収入の向上

安定的な財源の確保

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施
税務住民課

 最終目標

主管課 その他担当課総務課24 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）健全財政を確立できるまちづくり（カネ）
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PDCAシート　連番24　資料

※１　納税等通知用封筒の年間経費節減見込額の積算根拠
（H22予算ベース）

ホームページバナー

広報　くらて 町が指定する位置

町が指定する位置

掲載位置広告媒体の種類 規格

全一段

半一段

開始予定年月

実施済

H23.10

掲載料

全一段
10,000円/月

半一段
5,000円/月

5,000円/月

年間収入見込額

600,000円

広告入り窓口用封筒

納税等通知用封筒

【用途】
税務住民課等の窓口での証明書持ち帰り用封筒

【使用期間】
１年間

【広告掲載料】
無料（広告を掲載した封筒を寄付していただきます。）

【用途】
町税及び保険料の通知郵送用封筒
　（固定資産税、軽自動車税、町・県民税、国民健康保険
税、後期高齢者保険料）

【使用期間】
封筒がなくなるまで

【広告掲載料】
無料（広告を掲載した封筒を寄付していただきます。）

広告媒体の種類 概要 年間経費節減見込額 開始予定年月

実施済

140,000円 ※１ H24.4

広告媒体の種類 概要 年間収入見込額 開始予定年月

鞍手町が行う有料広告掲載事業（案）

税目等 印刷部数 金額（税込み）単価（税抜き） 発送時期

公用車

【掲載車両】
マイクロバス
【掲載方法】
特殊フィルムの貼り付け、カッティングシートなどの剥離が
可能なもの
【掲載規格】
マイクロバスの両側面　　2.0m×0.6m程度
マイクロバスの後面　　  1.8m×0.6m程度
【募集枠】
マイクロバス
【掲載期間】
1ヶ月（月の初日から末日）単位で1年以内とし、更新も可能
【掲載料】
マイクロバスの両側面　　1ヶ月　10,000円
マイクロバスの後面　　　1ヶ月　 6,000円

384,000円 H23.10

４月

軽自動車税 5,500 4.87 28,124 ４月

固定資産税 7,000 6.98 51,303

６月及び随時

国民健康保険税 2,500 7.50 19,688 ６月及び随時

町・県民税 2,500 4.87 12,784

７月及び随時

141,131合　　　　　　　計

後期高齢者保険料 3,000 9.28 29,232
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H23年04月 H28年03月 0％ ─

■ 計画⇒実施

 最終目標

主管課 その他担当課総務課25 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）健全財政を確立できるまちづくり（カネ）

0千円

出張旅費の見直し

 中間目標

経費の抑制

徹底した歳出の抑制

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

25

日当、宿泊料の見直しによる削減10,965千円

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第4次での職員提案に基づく取り組みにおいて、平成19年度に旅費条例を全改し翌年度より運用を開始した結果、平
成20年度で726千円、平成21年度では539千円の削減効果を出している。今後は更なる効果を目指し、特別職及び一般
職の旅費に関する条例の見直しを図り、平成23年度の運用を目指す。
　■平成21年度実績
　　バス、鉄道料金1,462千円　日当2,374千円　車賃576千円　宿泊料1,112千円　合計5,524千円

　※具体的実施内容
　　①県内出張、公用車による県外出張に係る日当の廃止
　　②公用車以外による県外出張に係る日当の一元化（特別職→一般職）
　　③宿泊料の一元化（特別職→一般職）
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PDCAシート　連番25　資料

○職員提案制度　採用提案に基づく効果額
千円

Check→Actionシート　連番13　資料より

○平成21年度出張先一覧　　

○平成21年度旅費支給額

提案件名
効果額

累積効果額
平成19年度 平成20年度 平成21年度

1,265
マイカー出張における旅
費の改定 － 726 539

件

26.46％

10.43％

20.13％

42.97％ 支給額合計　5,524千円

支給額と割合（項目別）

312

97 77 53 52 46 19 18 18 17 17 12 12 11 9 9 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1
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件

1,112千円

2,374千円

576千円

1,462千円 バス・鉄道

日当計

車賃計

宿泊料計

26.46％

10.43％

20.13％

42.97％
支給額合計　5,524千円

支給額と割合（項目別）
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PDCAシート　連番25　資料

■見直しに係る削減効果額

○H21県内出張に係る日当の内訳 千円

公用車 公用車以外
現行 県内出張 1,673 390 2,063
改正後 県内出張 0 0 0

1,673 390 2,063

○H21県外出張に係る日当の内訳 千円

公用車 公用車以外
現行 県外出張 59 252 311
改正後 県外出張 0 252 252

59 0 59

○H21公用車以外による県外出張に係る日当 千円
日数 日当 計

現行 54 2400 130
改正後 54 1800 97

33

○H21宿泊料 千円
日数 日当 計

現行 38 13,000 494
改正後 38 12,000 456

38

○削減額（対21年度ベース） 千円
2,063

59
33
38

2,193

出張分類
支給額

削減額

出張分類
支給額

削減額

削減額

削減額

県内出張に係る日当の廃止
公用車による県外出張に係る日当の廃止
公用車以外による県外出張に係る日当の一元化
宿泊料の一元化

削減額合計
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H24年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● H24年04月 H28年03月 0％ ─

25

※検証結果により目標を設定

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

各補助金交付団体へのヒアリングの実施完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　第4次行財政改革において補助金制度のあり方を見直し、平成19年4月に鞍手町補助金等交付規則及び鞍手町補助金
等交付基準を制定した。また、厳しい財政状況により平成19年度から補助金の一律削減を行い、平成21年度までに
41,138千円の削減を行った。
　第5次行財政改革においては、第4次で制定された鞍手町補助金等交付規則に基づいて設置した「鞍手町補助金等審
査委員会」の機能を充実させるとともに、補助金交付団体への補助金支出の妥当性を再度検証し、検証結果に基づき
平成24年度から補助金の見直しを行うこととする。

　※具体的実施内容
　　①平成23年度に各補助金交付団体へのヒアリングの実施
　　②補助金支出の妥当性の再検証
　　③平成24年度から検証結果に基づく補助金の見直し実施

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
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組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

各種補助金の見直し

 中間目標

適正な負担と支出

徹底した歳出の抑制

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施
全庁

 最終目標

主管課 その他担当課総務課26 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）健全財政を確立できるまちづくり（カネ）
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PDCAシート　連番26　資料

(単位:円)

1 議会費 議会互助会団体保険補助金 90,000
2 総務費 職員互助事業補助金 0
3 総務費 直方地区交通安全協会鞍手ブロック補助金 48,000
4 民生費 身体障害者福祉会補助金 80,000
5 民生費 宮若市・鞍手郡身体障害者はつらつ運動会補助金 75,000
6 民生費 町遺族会補助金 64,000
7 民生費 心身障害者扶養共済掛金補助金 24,840
8 民生費 原爆被災者の会補助金 25,000
9 民生費 中国帰国者自立促進協議会補助金 0

10 民生費 老人クラブ補助金 1,350,240
11 民生費 老人クラブ連合会補助金 1,458,624
12 民生費 社会福祉法人軽減制度補助金 0
13 民生費 放課後児童健全育成事業補助金 4,577,000
14 民生費 保育所職員等研修事業費補助金 328,000
15 民生費 一時預かり事業費補助金 900,000
16 民生費 部落解放同盟鞍手地区協議会補助金 1,441,000
17 民生費 解放活動団体補助金 1,504,000
18 民生費 鞍手町人権・同和教育研究協議会補助金 1,280,000
19 民生費 病院群輪番制病院事業補助金 4,784,349
20 民生費 直鞍地域精神障害者共同作業所運営費補助金 0
21 衛生費 し尿収集町補助金 4,595,939
22 衛生費 ごみ減量リサイクル推進補助金 2,797,185
23 衛生費 鞍手町生ゴミ処理容器購入費補助金 37,770
24 衛生費 小型浄化槽設備整備事業補助金(合併処理浄化槽)) 8,272,000
25 農林水産業費 農村青少年技術研修補助金 70,000
26 農林水産業費 農業後継者育成補助金 450,000
27 農林水産業費 計画転作互助方式推進事業補助金 18,310,005
28 商工費 鞍手町商工会補助金 5,928,000
29 商工費 産業まつり補助金 1,800,000
30 商工費 ＪＲバス廃止の伴う代替バス補助金 5,206,330
31 商工費 鞍手町地域公共交通活性化協議会補助金 87,920
32 消防費 地域消防施設等撤去費補助金 0
33 消防費 防犯灯設置補助金 140,000
34 教育費 なかよし学級野外生活指導補助金 570,000
35 教育費 保育所・幼稚園就園奨励補助金 2,047,040
36 教育費 各種大会出場費補助金 821,130
37 教育費 定時制高校学校教科書代補助金 86,610
38 教育費 非常勤講師旅費補助金 0
39 教育費 青少年育成町民会議補助金 1,040,000
40 教育費 子ども会連絡協議会補助金 160,000
41 教育費 自治公民館育成補助金 895,400
42 教育費 類似公民館建設費補助金 0
43 教育費 指定文化財保護育成補助金 144,000
44 教育費 町文化連盟補助金 400,000
45 教育費 町体育協会育成補助金 1,040,000

72,929,382

総務費 コミュニティ活動推進事業費補助金 4,900,000 国・県の補助事業のため除外

総務費 町税過誤納金還付補助金 13,500
他の補助金と性格上違いが生じる
ため除外

民生費 社会福祉法人鞍手町社会福祉協議会補助金 33,911,000
運転手・トレーナー賃金等が指定
管理者へ移行したため除外

民生費 新型インフルエンザ予防接種補助金 1,512,750
他の補助金と性格上違いが生じる
ため除外

農林水産業費 福岡県食と農理解促進事業補助金 85,067 国・県の補助事業のため除外

農林水産業費 農地・水・環境保全向上活動支援事業補助金 1,255,940 国・県の補助事業のため除外

農林水産業費 活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金 667,000 国・県の補助事業のため除外

農林水産業費 競争力ある土地利用型農業育成事業補助金 8,782,000 国・県の補助事業のため除外

農林水産業費 直売所で拓く明日の地域農業支援事業補助金 0 国・県の補助事業のため除外

特別事情により効果額より除外するもの

平成２１年度補助金一覧表（決算額）

№ 款 細節 平成２１年度 備　　考
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鞍手町補助金等交付規則

平成１９年４月２日
鞍手町規則第１２号

（目的）

第１条　この規則は、法令、条例及び他の規則等に特別の定めがある補助金を除き、補助金等の交付の
　申請、決定に関する事項、その他補助金等の交付に関し必要な事項を定めることにより補助金等に係
　る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

（定義）

第２条　この規則において、「補助金等」とは、補助金、助成金及び交付金等などの名称を問わず、団
　体及び個人に対して、補助事業等を助成する目的をもって交付する現金給付をいう。

２　この規則において補助事業等とは、補助金の対象となる事業又は事務（以下｢事業等｣という。）を
　いう。

（審査委員会の設置）

第３条　町長は、補助金等の交付の適否及び補助金等に関する予算の執行の適正化を図るため、鞍手町
　補助金等審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。

２　審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

３　委員は、副町長及び全課・局長とし、副町長を委員長、総務課長を副委員長とする。

４　委員長は、審査委員会を招集し、会務を総理する。

５　委員長は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

６　審査委員会の議事は、委員の出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに
　よる。

７　審査委員会の事務局を総務課に置く。

（審査委員会の所掌事務）

第４条　審査委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

　(1) 補助金等の新規交付、増額、減額、廃止等の適否に関すること。

　(2) 補助金等の定期的な見直しに関すること。

　(3) その他補助金等の適正化に関すること。

（審査手続）

第５条　町長は、補助金等の新規交付、増額又は廃止等を行う場合は、審査委員会の意見を求めるもの
　とする。

２　審査委員会は、補助金等の適正化に関して必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、又
　は資料の提出を求めることができる。

３　審査委員会の審査手続については、別に定める。

（交付基準）

第６条　町長は、補助金等の交付に関し、公平性、公正性及び透明性を確保するため、別に補助金等交
　付基準を定めるものとする。

（交付申請）

第７条　補助金等の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、補助金等交付申請書
　（様式第１号）を町長に提出しなければならない。ただし、団体については、次の各号に掲げる書類
　を添付するものとする。

　(1) 補助金等の交付を受けようとする年度の事業計画書（様式第２号）

　(2) 補助金等の交付を受けようとする年度の収支予算書（写し）

　(3) その他町長が必要と認める書類
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（交付決定）

第８条　町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査して補助金等を交付するか
　どうかを決定し、申請者に対し、補助金等交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により速やかに
　通知するものとする。

２　町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付申請書の記載事項に修正を加えて
　補助金等の交付決定をすることができる。

３　補助金等の交付額は、当該年度の予算の範囲内で決定するものとする。

（補助事業の遂行）

第９条　補助金等の交付を受けようとする団体または個人（以下「被補助団体等」という。）は、交付
　される補助金等の目的に基づき補助事業等を行うものとし、他の用途に使用してはならない。

（補助事業の状況報告）

第１０条　町長は、被補助団体等に対し必要があると認めたときは、事業等の遂行状況につき報告を求
　めることができる。

２　町長は、前項の報告に基づき、被補助団体等に対し補助事業等の適正な遂行のために必要な事項を
　指示することができる。

３　町長は、被補助団体等が前項の指示に従わないときは、補助事業等の一時停止を求めることができ
　る。

（実績報告）

第１１条　被補助団体等は、補助事業等が完了したときは、その成果を記載した補助事業等実績報告書
　（様式第４号）に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に遅延なく提出しなければならない。ただ
　し、個人はこの限りでない。

　(1) 当該年度の事業実績書（様式第５号）

　(2) 当該年度の収支決算書（写し）

　(3) その他町長が必要と認める書類

（交付額の確定）

第１２条　町長は、前条の実績報告を受けたときは、報告書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査
　等により補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金
　等の額を確定し補助金確定通知書（様式第６号）を送付するものとする。

（交付の時期）

第１３条　補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するもの
　とする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、補助
　事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

２　前項ただし書きの規定により、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付する場合にお
　いては、第７条の規定に基づく補助金等交付申請書の提出の際に、補助金等概算払い申請書（様式第
　７号）を提出させるものとする。

（決定の取消し）

第１４条　町長は、被補助団体等が第６条の規定に反して補助事業等を行った場合、又は補助金等の交
　付決定の内容に反して補助事業等を行った場合は、補助金等の交付決定の一部又は全部を取消すこと
　ができる。

２　前項の規定は、補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

（補助金等の返還）

第１５条　町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の取消しに係る部分に
　関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
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２　町長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助
　金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

（規程又は要綱の制定）

第１６条　補助金等の交付に当たっては、町長は次に掲げる事項を規定した規程又は要綱を定めなけれ
　ばならない。

　(1) 交付の目的及び効果

　(2) 交付の対象事業、対象経費及び対象者

　(3) 交付の額又は率及びその算定方法

　(4) 概算払いの時期及び額又は率

　(5) その他必要と認める事項

（関係書類の備付）

第１７条　被補助団体等は、補助事業等の内容に関する事項及び収支を明らかにする書類及び帳簿等を
　５年間保管しなければならない。

（補助金等の公表）

第１８条　補助金等については、会計年度終了後に補助金等の名称、金額及び交付先を町のホームペー
　ジに掲載するとともに、閲覧資料を関係各課局に備え付けなければならない。この場合において、個
　人を対象に交付した補助金等については、個人情報の保護に十分留意しなければならない。

（委任）

第１９条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

　　附　則

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第６条、第１４条及び第１５条の規定は、
平成２０年４月１日から施行する。

　　附　則（平成２０年３月３日規則第２号）

　この規則は、平成２０年４月１日から施行する。
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鞍手町補助金等交付基準

平成１９年４月２日
鞍手町告示第４５号

（目的）

第１条　この基準は、鞍手町補助金交付規則（平成１９年鞍手町規則第１２号）第６条の規定に基づ
　き、鞍手町（以下「町」という。）が交付する全ての補助金等について、一定の基準を定めることに
　より、公平性、公正性及び透明性を確保し、もって補助金等の効果的な運用を図ることを目的とす
　る。

（定義）

第２条　この基準における「補助金等」とは、補助金、助成金及び交付金等、名称を問わず、団体及び
　個人に対して、補助事業等を助成する目的をもって交付する現金給付をいう。

２　この基準において「補助事業等」とは、補助金等の対象となる事業又は事務（以下「事業等」とい
　う。）をいう。

（交付基準）

第３条　補助金等の交付に際しては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して、適否を判断するもの
　とする。

　(1) 補助金等の交付が客観的にみて公益上必要であること。具体的には、次のいずれかを満たすもの
　　とする。

　　イ　地域での住民自治、社会福祉の推進について高い必要性が認められる事業等であって、特定の
　　　もののみの利益に終わることのないもの

　　ロ　社会福祉の増進に著しく貢献する事業等、又は、文化・芸術・スポーツ等の推進に著しく貢献
　　　する事業等

　　ハ　町の施策として推進する事業等を団体、個人に対して奨励しようとするもの

　　ニ　地域の経済、産業の振興、雇用の促進の分野において、町が積極的に普及、支援する上で、事
　　　業等の推進を図るための援助が必要な事業等

　(2) 補助金等の交付に対して費用対効果が認められること。

　(3) 事業等の活動の目的、視点、内容などが社会・経済情勢に合致していること。

　(4) 行政と町民の役割分担の中で、真に補助すべき事業等の活動であること。

　(5) 補助金等の交付を受けようとする団体又は個人（以下「被補助団体等」という。）の会計処理及
　　び補助金等の使途が適切であること。

　(6) 被補助団体等の決算における繰越金の額が、多額でないこと

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては補助金等を交付しないものとする。

　(1) 本来、国、県及び民間等が負担すべきものであり、町の財政負担が適当でないもの

　(2) 補助事業等で、創設当初と事情が変化し、目的並びに効果が不明確と思われるもの

　(3) 零細な補助金等で事業効果が薄いと認められるもの

　(4) 被補助団体等において、自己資金で十分運営が可能なもの

　(5) 融資等への転換により、費用対効果の 適化が図れるもの

（団体の要件）

第４条　補助金等の交付を受けようとする団体は、次の各号の要件を満たしていなければならない。

　(1) 会員の過半数が町内に在住又は勤務していること。

　(2) 活動拠点及び主な活動場所が町内であること。

　(3) 概ね１０人以上で組織されており、役員構成が明らかであること。

　(4) 団体の存立・運営を定めた規約等が定められていること。

　(5) 特定の政治、宗教、思想及び営利に偏っていないこと。

　(6) 予算決算の管理、事業計画及び事業報告が適切に行われていること。
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　(7) 会費を徴収するなど自主的な財源を確保していること。

２　前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、町が施策として、広域的に取り組まなければならない
事業等に、参画及び実施している団体についてはこの限りではない。

（補助対象外経費）

第５条　補助金等の交付に当たっては、次の各号に定める経費は対象としないものとする。

　(1) 交際費及び慶弔費

　(2) 団体運営費のうち飲食費及び懇親会費

　(3) 役員報酬、手当及び日当などの人件費的なもの

　(4) 主に団体の内部事務等に従事する者の賃金（事業等の実施に必要な臨時的なものは除く。）

　(5) 慰労的な研修経費及び宿泊を伴う旅費

　(6) 事業等の規模に対して社会通念上過大な参加商品代など

　(7) 他団体への迂回助成となっている経費

２　前項第３号及び第４号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については補助対象経費とする
ことができる。

　(1) 極めて公共的な事業等に係るもの

　(2) 行政サービスの格差是正事業等に係るもの

　(3) 国・県などの補助があり、町の補助が義務付けられているなど、町の裁量の余地がほとんど及ば
　　ないもの

　(4) その他町長が特に必要と認めたもの

（補助金等の見直し）

第６条　同一団体等への補助金等の交付については、原則として毎年見直しを行うものとする。ただ
　し、国や県等の補助を受けた補助金については、その補助期間の終了の時点で見直しを行うものとす
　る。

（規程又は要綱の制定）

第７条　交付規則第１６条の規定に基づき、規程又は要綱を制定する場合は、次の各号に定めるとおり
　とする。

　(1) 年間の交付額が１００万円を超える補助金等　規程

　(2) 前号以外の補助金等　要綱

　　附　則

　この基準は、平成２０年４月１日から施行する。
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第５次行財政改革 　ＰＤＣＡシート（計画⇒実施⇒評価点検⇒見直し）

開始年月 到達年月 合計 うち支出の削減 うち収入の増額 うち支出の増額

▲ ▲ ▲ ▲ H23年04月 H24年03月 0％ ─

0％ ─

0％ ─

0％ ─

0％ ─

25

 ▲指標（検討または準備に関する目標達成の状態）

徴収基準の策定完了

検討及び実施期間（検討または準備：▲　実施：●）

 具体的改革項目

実
施
概
要

■ 評価点検⇒見直し

年
度

　現在、農業用施設の新規敷設、修繕等の工事の受益者負担について、負担金を徴収している自治体は、福岡県農政
部や飯塚農林事務所に確認したところ、県内では宗像市だけであった。
　当町においても、現在は負担金を徴収していない農業用施設について、重大な過失、維持管理の不備等による修繕
等の工事の場合には、受益者に応分の負担を求めていく方向で徴収基準を定めることとする。

　※具体的実施内容
　　①平成23年度に導入に向けての検討委員会（仮称）を設置
　　②徴収基準の策定

平
成
23
年
度

具
体
的
取
組
内
容

平
成
27
年
度

平
成
24
年
度

平
成
26
年
度

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

具
体
的
取
組
内
容

平
成
25
年
度

23

現在
の
状況

単年度効果額

26 27

進捗率
（％）24

0千円

受益者負担金徴収基準の策定

 中間目標

適正な負担と支出

徹底した歳出の抑制

 （現在までの累積効果額） 直接的な目標

■ 計画⇒実施

 最終目標

主管課 その他担当課建設課27 連　番

 ●指標（実施に関する目標達成の状態）健全財政を確立できるまちづくり（カネ）
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■農業用施設の修繕工事等に伴う受益者負担金の徴収について

①他の自治体で受益者負担を徴収している一般的な例

②市町村単費で農業用施設を修繕、改修して受益者負担を徴収している自治体

・飯塚農林事務所管内での取組状況（飯塚農林事務所農村整備第１課調）

・福岡県内で、農業用施設を修繕、改修して受益者負担を徴収している自治体

③課題

■現行の農業用施設の負担金の徴収について

・災害復旧事業

　農業用施設（ため池、水路等） 補助率…国 65％、町 35％、地元  0％

　農地（田、畑等） 補助率…国 50％、町  0％、地元 50％

・土地改良事業

　農業用施設（ため池、水路等） 補助率…国 50％、県 30％、町 20％、地元  0％

　農地（田、畑等） 補助率…国 50％、県 30％、町 10％、地元 10％

・一般土木事業

　農業用施設（ため池、水路等） 補助率…町 100％

　農地（田、畑等） 該当工事なし

　県や国の補助事業（県営土地改良事業や農地・農業用施設災害復旧事業など）の補助残に
対しての受益者負担を徴収している。
　あくまでも農用地（個人所有）の災害復旧事業の補助残に対して個人から徴収している。

　管内では、市町村単費での農業用施設の修繕工事等で受益者負担金を徴収している自治体
はない。

　宗像市…土地改良事業等により利益を受ける者が2人以上であって、当該事業に要する経
費が10万円以上のものに対して、10％の割合で徴収している。
（宗像市土地改良事業等分担金条例及び施行規則）

１．福岡県内でも、市町村単費での農業用施設の修繕や改修工事に受益者負担を徴収してい
る自治体は、宗像市ぐらいである。仮に本町でも徴収するということになれば、農業者の理
解、受益者負担をとる工事の基準の設定、受益者負担率など各関係機関等との十分な調整が
必要になると思われる。

２．受益者の選別を行う際には、受益の基準を明確にすることが難しいため、混乱や公平性
を欠くようなことが起こると思われる。

３．農業農村整備事業等補助事業を施行する場合、受益者全員の同意を必要とするが、負担
金を伴う事から、同意が得られず事業の推進に支障をきたすと思われる。

４．農業用施設（負担金徴収を必要とする施設）と公共用施設との明確な区別が難しい。

５．負担金を徴収して施工した水路等については、受益者の意向が鮮明に反映されるため、
付近住民が利用出来ない（し尿浄化槽等を設置しての雑排水の放流等）水路となる可能性が
高く、将来、地域に悪影響を及ぼす恐れがある。

６．現在、農業用施設の工事金額は減少傾向にあり、負担金徴収を行ったとしても収入は僅
かであるため、財政的な効果が薄い。
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連
番
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課
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1

企
画
財
政
課
政
策
財
政
班

協働のまちづくり推進
体制の確立

　住民と行政が一体となった協働のまちづくりを目指し、これを推進するため、協働推
進体制を確立するとともに、住民参画による実効性をもった基本計画を策定する。住民
主体のまちづくりと地域コミュニティの活性化を促進し、自分たちが暮らす鞍手町とい
う地域を、力を合わせて自主的に住みよいまちにしていく地域社会を目指す。

　※具体的実施内容
　　■23年度～24年度
　　①担当課（班）またはプロジェクトチームの創設による協働推進の組織体制を
　　　整備
　　②（仮称）協働のまちづくり推進基本計画の策定
　　　協働の意識づくり、機会づくり、システムづくり、環境づくり等
　　③モデル事業の実施（図書室の運営、地域の草刈や溝掃除、町民体育祭実施等）
　　■25年度～
　　④各課局において、協働のまちづくりの推進

（今後の予定）
平成23年度　　　プロジェクトチームの創設
　　　　　　　　　・協働のまちづくりの組織体制の整備
　　　　　　　　　・基本施策、指針の策定
　　　　　　　　　・推進計画の素案つくり

平成24年 3月　　条例の改正案の制定
　　　　 4月　　推進委員会の創設
　　　　　　　　　・公募による委員の募集
　　　　　　　　　・協働のまちづくり推進計画の策定
　　　　　　　　　・モデル事業の実施住民からの協働のまちづくり
　　　　　　　　　　について提案を募集
　　　　　　　　　・協働のまちづくりのモデル事業の具体的実施案

2

総
務
課
庶
務
管
財
班

まちづくり出前講座(仮
称)とキャッチボール
トーク(町長との対話集
会)の実施

　町民参画によるまちづくり、開かれた町政という観点から町職員による講座を行う。
講座の内容は町政や公的な制度などについて理解を深め、協働の町づくりを推進するこ
とを目的に「出前講座」の推進体制を整え出前講座を開催する。また、町民1万8千人の
声に耳を傾け、町政に反映させることで、鞍手町を住み良い魅力あるまちにするため、
キャッチボールトーク（町民対話集会）を実施する。

　※具体的な実施内容
　　出前講座・キャッチボールトークの推進体制の整備
　　①出前講座等の要綱作成
　　②出前講座等のジャンル整理
　　③申込の条件や期間等の整理
　　④職員派遣の際の条件整備
　　⑤出前講座を行うことにより職員の自己啓発・スキルアップにつなげる
　　⑥外部講師関係団体等の調整　　等

平成23年 7月　　鞍手町まちづくり出前講座実施要綱（案）の作成

（今後の予定）
平成23年 8月　　まちづくり出前講座推進体制の整備（各課局課長）
　　　　　　　　　・出前講座のジャンル（各課局へ依頼）
　　　　　　　　　・町長との対話集会の内容検討
　　　　　　　　　・申込み条件や期間等の整理
　　　　　　　　　・職員派遣の際の条件整備
　　　　　　　　　・外部講師関係団体との調整
　　　　10月　　広報、ホームページを通じての住民周知
　　　　10月　　随時出前講座等の受付・開催

　　　資料２
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連
番

担
当
課

具体的改革項目 具体的改革項目内容＝活動指標、目標 取組内容
（行革策定後平成23年１月24日から７月31日までの取り組み内容と今後の予定）

3

総
務
課
庶
務
管
財
班

住民と行政の情報の共
有化

　住民と行政の情報の共有化を図るため、24時間サービスが可能なホームページを充実
させ、「いつでも・どこでも」必要な情報の取得が可能となる整備を進め、迅速な町政
情報の提供・発信を行う体制を整える。
　また、多様化する住民のニーズを把握するため、ホームページを活用したアンケート
調査を行い、住民ニーズの把握に努める。このことは、情報技術（ＩＴ）を利用した住
民参画であり、パブリックコメント（基本的な施策等に関する計画や条例の策定の際
に、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続）としても活用することが可能で
ある。

　※具体的な実施内容
　　①ホームページの充実（アクセシビリティ（利用のしやすさ）の確保）
　　②メール（メールマガジン）配信サービスの登録（ＰＣ・携帯電話）
　　③携帯電話への行政・防災情報などの配信サービス
　　④高齢者や情報技術（ＩＴ）弱者には、従来どおり広報紙を通じた情報提供
　　　を行う
　　⑤ＩＴを活用した住民が関心のあるテーマごとの電子会議室（コミュニティ
　　　の場）の形成を行い、
　　　住民の参加型ホームページを確立
　　⑥ホームページ上の個々の情報に対しての役立ち度調査
　　⑦テーマ別のアンケートの実施

平成23年 1月　　業者との打合せを行う
　～ 6月随時
　　　　 4月　　ホームページ構成サイト、トップページ等の作成
　　　　 5月　　ホームページリニュアルに向けた各課の掲載内容
　　　　　　　　の更新（各課に調査依頼）
　　　　 6月　　掲載内容更新に係る内容精査
　　　　　　　　住民と行政の情報の共有化実施要項、ホームページ
　　　　　　　　構成、トップページデザインを確定
　　　　 7月　　業者と連動して内容の更新等作業

（今後の予定）
　　　　 8月　　業者と連動して内容の更新等作業
　　　　10月　　新鞍手町ホームページ稼動

4

企
画
財
政
課
政
策
財
政
班

奨励金の交付による定
住支援の実施

　新築の住宅用家屋に課税される固定資産税相当額を「定住奨励金」として交付するこ
とで定住支援を行なう。平成23年度中に奨励金の具体的な交付内容や交付要件の検討及
び必要な条例・要綱などの整備を行い、平成24年度から実施し人口増加を図る。
■奨励金内容
課税年度1年目から5年目まで、納税した固定資産税の全額を本人からの申請により交付
■交付要件（案）
奨励金の対象となる新築家屋：新築軽減の対象となる家屋を交付対象とする
※10年目の課税年度終了まで、鞍手町に居住すること。それまでに町外へ転出した場
合、交付された奨励金を町に返還すること
※交付要件等については、条例、要綱の整備を行う中で詳細に検討を行う

平成23年 7月　　実施市町村の事例調査
　　　　　　　　税務班との協議
　　　　　　　　奨励金の具体的な交付内容や交付要件の決定

（今後の予定）
平成23年12月　　条例の整備
　　　　　　　　　・（仮）鞍手町定住促進奨励金交付条例（案）
　　　　　　　　　・（仮）鞍手町定住促進奨励金交付施行規則（案）
　　　　　　　　　　策定
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連
番

担
当
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5

企
画
財
政
課
地
域
振
興
班

持続可能な新たな地域
公共交通体系の確立

　地域公共交通活性化再生総合事業（国土交通省所管）を活用し、バス路線を中心とし
た公共交通の住民ニーズや地域の現状、利用不便地域の把握等の調査を行う。その上
で、通勤、通学等での公共バスの利用促進、福祉バスの有償化やコミュニティバス化、
乗合タクシー等の導入など、町の財政状況を考慮した新たな公共交通体系及びシステム
を構築するため、鞍手町地域公共交通総合連携計画を策定する。また計画策定後、３年
間にわたり当該計画に基づいた実証運行（試験運行）を行い、将来にわたって持続可能
な公共交通体系を確立する。
①路線バス、コミュニティバス、福祉バスの実態調査及び類似地域先進地域における公
共交通システムの
　事例調査
②利用者のニーズ把握調査、調査結果の整理・分析
③交通施策立案と基本方針の策定
④新たな公共交通体系による実証運行（平成23年10月～平成26年３月）

平成22年 2月　　鞍手町地域公共交通活性化協議会設立協議会開催
　　　　　　　　回数 6回
　　　　10月　　地域交通利用者のニーズ調査実施
　　　　　　　　（高齢者アンケート･ヒアリング）
平成23年 3月　　鞍手町地域公共交通総合連携計画策定
　
（今後の予定）
平成23年10月　　新たな公共交通体系による実証運行

6

総
務
課
人
事
班

時間外窓口の見直し

　現在、毎週木曜日については、午後7時まで税務住民課、会計課、教育課の3課で時間
外窓口を実施しているが、今後は、全庁的に業務時間を延長することで、更なる住民
サービスの向上を図る。
　
　※具体的実施内容
　　①平成23年度から役場庁舎内の各課及び教育課について、毎週木曜日午後7時まで
　　　業務を延長する。
　　　なお、職員については、勤務時間の振替で対応することとし、全業務に対応で
　　　きるよう課内で勤務体制を調整する。
　　②平成23年度以降、年度末及び年度初めの日曜日を開庁する。開庁日や開庁時間
　　　等の内容については23年度中に検討する。
　　③平成23年度中に対応状況調査やアンケート調査等を実施し、時間外業務の効果
　　　について検証する。
　　④広報紙、ホームページ、看板等により、時間外業務の住民への周知徹底を図
　　　る。

平成23年 4月～　全庁的に毎週木曜日は午後7時まで業務延長を試行
　　　　　　　　　・職員は、勤務時間の割振り変更で対応
　　　　　　　　　・広報紙、ホームページにより時間外窓口の実施
　　　　　　　　　　を住民に周知
　　　　　　　　　・窓口サービスアンケートの中に窓口業務延長に
　　　　　　　　　　関する事項を加え調査を実施中
　　　　　　　　　・試行後の検証を組織編制プロジェクト会議にお
　　　　　　　　　　いて考察予定
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7

総
務
課
人
事
班

スムーズで快適な窓口
サービスの導入

　現在、役場の行政サービスについては役場・教育委員会(中央公民館)・福祉センター
３つの拠点で分散されている状況であり、住民サービスの低下が見受けられる。本来
は、役場庁舎内に統一することが望ましいが現状では課題が多い。そこですべての人に
快適でやさしい窓口サービスの提供を目標に、役場を訪れた住民が手続きをスムーズに
完結出来るように体制を整備する。

　※具体的実施内容
　　①適切なフロアスペースの確保
　　②窓口取扱い業務一覧を作成し窓口での連携強化を図るとともに、庁舎玄関に案
　　　内板を作成する
　　③職員研修の一環として、各課の交代制による案内係の設置を検討する
　　④申請書類等はすべてホームページよりダウンロードできるようにする
　　⑤住民の満足度調査を行う

平成23年 4月　　住民の満足度調査
　　　　　　　　　・窓口サービスに関するアンケート実施中
平成23年 7月　　組織編制プロジェクトチームを編成
　　　　　　　　　・【連番14　組織の再編と体制づくり】とあわせ
　　　　　　　　　　て検討
　　　　　　　　　・実施可能なものは、プロジェクト会議終了を待
　　　　　　　　　　たずに順次実施

（今後の予定）
平成23年 8月　　組織編制プロジェクト会議の中で現行体制の検証と
　　　～ 9月　　あわせて今後の方向性を検討
　　　　　　　　　・教育課・健康増進班の配置検討、フロアスペー
　　　　　　　　　　スの確保
　　　　　　　　　・窓口取扱い業務一覧の作成、庁舎玄関に案内板
　　　　　　　　　　作成
　　　　　　　　　・各課の交代制による案内係の設置
平成23年10月　　申請書類等のホームページからのダウンロード
　　　　　　　　　・ホームページからダウンロード可能なものに限
　　　　　　　　　　り実施予定（庶務管財班において対応）

8

企
画
財
政
課
政
策
財
政
班

行政評価を活用した行
政サービスの仕分け

　第4次において構築した行政評価制度は外部評価を導入し本格稼動に移行している。第
5次においても、引き続きこの取り組みを継続していくこととし、イベント事業の見直し
や補助金のあり方などの政策的な判断を要する事業については、外部評価により意見を
求め、その他の各種事務事業については、あらゆる面から多角的にその情報を活用し、
内部的に事務事業の検証を行うことで、行政のムリ・ムダ・ムラを洗い出すこととす
る。そのために行政評価及び業務日誌のデータを利用し、また広く公開し、多角的に事
業検証を行っていく。

　※具体的実施内容
　　①行政評価のホームページ公開
　　②行政評価検証チームの設立

平成23年 5月　　各課にて事務事業評価シート（一次評価）作成
　　　　 6月　　行政評価委員会設置要綱策定
　　　　 7月　　研究会の立上げ

（今後の予定）
平成23年 8月～　内部評価の実施
　　　　　　　　　・新たな計画の策定
　　　　12月　　予算編成への反映
平成24年度　　　事務事業の改善
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9

税
務
課
税
務
班
（

上
下
水
道
課
・
福
祉
人
権
課
・
建
設
課
）

口座振替の利用促進と
再振替の廃止

　周知の徹底や提携金融機関の見直しで口座振替を促進し、21年度末の加入率約60％を
平成27年度までに70％とする。口座振替者が増加することにより、収納率の向上が期待
でき、現年分の収納率が向上することにより新たな滞納が増加しないため、滞納額全体
の減少に繋がる。また、現在は口座引落しの再振替を実施しているが、近隣には再振替
を実施している市町はほとんどなく、徴収率でも差異がないため、電算システム更新に
伴い廃止し経費削減を図る。

　※具体的実施内容
  　①口座振替を促進をするため、新規口座振替の手続きをしてもらう。
　　　　税関係　　　…確定申告時
　　　　国民健康保険…加入手続き時
　　　　保育料　　　…申込時
　　　　住宅　　　　…申込時
　　②各課窓口において口頭でお願いをする。また、申請用紙を各課窓口に用意
　　　する。
　　③未利用者に啓発活動等により一層の周知を図る。納付書送付時に口座振替
　　　依頼書を同封する。
　　④提携金融機関の見直し
　　⑤再振替を廃止し、事務経費の削減を図る。

平成23年 4月～　口座振替の促進
　　　　　　　　　・税務住民課税務班から送る通知封筒に口座振
　　　　　　　　　　替を進める文章を記載（4月,5月,6月の納付書
　　　　　　　　　　送付にも使用）
　　　　　　　　　・窓口で各種申請手続きに来課された方に対し
　　　　　　　　　　口座振替チラシを配布
　　　　　　　　　　（上下水道課、福祉人権課、建設課、税務住民課）
　　　　 6月　　口座振替促進に関する記事をくらて広報紙に毎月
　　　　　　　　　記載納付書等の送付時、再振替停止の文章を同
　　　　　　　　　封して口座振替加入者に対して通知
   6月～ 8月　　再振替停止にくらて広報紙及びチラシ等で通知
　　　　　　　　（6月、7月、8月の広報紙に記載）

（今後の予定）
・りそな銀行の代理指定金融機関撤退のため、他の都市銀行の加入を協議
・口座振替促進に関して関係課とも協議

10

上
下
水
道
課
上
水
道
班

上下水道料金の検針及
び徴収方法の見直し

　現在毎月行なっている上下水道料の検針業務、徴収業務等の手法を見直し、業務の効
率化及びコスト削減を図る。見直しにあたっては、メリットとデメリットを総合的に検
討した上で実施することとする。なお、検討の結果、実施することとなった場合には、
この見直し実施による住民への影響を考慮し、周知期間を十分に設けるなど、見直しに
伴う混乱を 小限にする。

　※具体的実施内容
　　①検針を毎月から隔月に変更し、検針業務の効率化及びコスト削減を図る
　　②料金を隔月徴収にすると住民への影響が大きいと思われるため、毎月徴収のま
　　　まとするが、ふた月分の納付書（例：4月分1枚、5月分1枚）を同時に郵送する
　　　などの事務改善によって業務の効率化を図る
　　③見直しについての住民への周知を徹底する

平成23年　　　　検針による漏水件数等の資料の整理
　　　　12月～　メリット・デメリットの整理
平成24年 2月
　　　　 3月　　意思決定

（実施を決定した後の予定）
平成24年 4月　　減免規定の見直し
　　　　　　　　料金算定方法と徴収方法の検討
　　　　　　　　督促状発送・給水停止時期の見直し
　　　　　　　　利用者への周知

11

教
育
課
社
会
教
育
班

外郭団体との関わり方
の見直し

　町に事務局を設置している外郭団体に対し、事務機能の整理を進め、自主自立した組
織運営を促進する。

　※具体的実施内容
　　・外郭団体の実態を把握し、事務局のあり方について精査を行う。
　　　①現状維持(事務の内容について、団体と事務局で刷り合わせを行い役割分担をそ
れぞれで担う手
　　　　法などを検討)
　　　②自主運営(必要 低限の人的・財政的支援は必要)
　　　③他外郭団体との統合
　　　④廃止

平成23年 4月～ 7月　　各団体の事務機能の調査・把握

(今後の予定)
平成23年 8月～10月　  各団体に事務局の関わりを説明
　　　　11月～12月　　団体と事務局役割分担の協議
　　　　 1月～ 2月　　団体との関りについて調整、意思決定
　　　　 3月　　　　　自主運営等の見直し、改善

5
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総
務
課
庶
務
管
財
班

附属機関・審議会等の
見直し

　平成21年度末現在、町には委員会、審議会等が50機関（休止中を含む）あり、委員数
は、延べ636人である。選任区分は、議会、行政、各種団体、学識経験者、公募、教育機
関、専門職等で構成されており、うち女性の比率は14.8％、公募は1.4％という状況であ
る。見直しにあたっては、住民の段階的な行政への参加を促進するため、従来のあり方
にとらわれることなく、検討、見直しを行い、運営の適正化、効率化を図る。

　※具体的実施内容
　　①平成22年度に、先進地事例調査や資料収集、各課局ヒアリング、その他関係
　　　機関との調整を行い、選任基準を策定する。
　　②平成23年度以降、改選を迎える審議会について、選任基準に基づく見直しを
　　　実施する。

平成23年 3月　　附属機関等の設置及び委員選任の基準に関する要
　　　　　　　　綱を制定・告示を行う
　　　　　　　　附属機関の設置及び委員選任の基準に関する作業
　　　　　　　　及び調整会議を行う
　　　　 4月　　附属機関等の条例等改正に係る調査を実施
　　　　　　　　調査を行いとりまとめを行う
　　　　 5月　　今後の取組内容について全庁的に統一を行うため
　　　　　　　　の取り決めを行う
（今後の予定）
　各課局において、随時条例等改正を行い、委員の選出基準や定数の見直
しを行う。

13

総
務
課
人
事
班

適正な定員配置

　第4次行財政改革集中改革プランの中で策定した定員適正化計画では、普通会計におけ
る平成17年度から平成21年度までの定年退職による減員は不補充とし、18人（11.5％）
の削減を行う予定であったが、対象期間の定年退職者以外の依願退職者についても不補
充としたことから31人（19.9％）の職員の削減が実現できた。また、平成21年4月1日現
在の類似団体68団体の中で人口1万人あたりの普通会計職員数は73.79人で22番目となっ
ている。
　第5次行財政改革では、先進自治体の組織機構を参考にしながら、さらに、定員適正化
に努め職員数を削減し人件費の抑制を図る。

　※具体的実施内容
　　①平成22年度から平成27年度までの定年退職者30人のうち3分の1に相当する10名
　　　分（33％）については不補充とする。
　　②その結果、普通会計職員を平成22年4月1日現在126人から10人（7.9％）削減
　　　し、平成28年4月1日現在116人とする。

平成23年4月現在　　普通会計職員数121人（定員適正化計画数値±0）
　
 【連番19　町立病院の経営形態の検討】の動向を見ながら適正な採用を行
い、定員適正化計画に基づき平成27年度までに目標値である10人の削減を
目指していく。

 人員削減に対応する組織体制については、現行体制の検証を踏まえたうえ
で、先進自治体の組織機構を参考にしながら平成23年度末までに組織編制
プロジェクト会議において検討する。

14

総
務
課
人
事
班

組織の再編と体制づく
り

　本町と人口規模や産業構造を同じくする類似団体は、平成21年4月1日現在で68団体存
在する。その類似団体の中で人口1万人あたりの職員数は、本町は73.79となっている。
また、職員数がもっとも少ない団体は、群馬県吉岡町となっており、その職員数は44.53
人となっている。
　吉岡町と本町では、様々な点で相違点があるものの、吉岡町は、本町の近隣自治体に
ない組織機構を編制し効率的な事務体制に取り組んでいることから、調査・研究し、効
率的な組織を構築する。

　※具体的実施内容
　　①平成22年度中に各業務の実務担当者による組織編制PTを立ち上げる。
　　②平成23年度中に新組織機構案を策定する。（電算システム移行後（23年10月）
　　　の稼働状況を確認しながら）
　　③平成24年12月議会に関係改正条例案を提出
　　④平成25年度当初予算から新体制で予算編成し、平成25年3月議会に諮る。
　　⑤平成25年3月30日、3月31日で移転作業し、平成25年4月1日から新体制で稼働

平成23年 6月　　組織編制プロジェクト会議設置準備
　　　　　　　　（メンバー募集）
　　　　 7月　　組織編制プロジェクト会議立ち上げ

（組織編制プロジェクトの今後の予定）
平成23年８月～　現行体制の検証
　　　　　　　　新組織体制の検討
　　　　　　　　新組織機構案の策定
　　　　10月　　推進本部への中間報告
　　　　　　　　（現行体制の検証結果と今後の方向性について）

6
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15

総
務
課
人
事
班

研修体制の強化

　第4次行財政改革集中改革プランの中で鞍手町人材育基本方針及び人材育成基本計画を
策定している。その人材育成基本計画の中に「職員を育てる研修制度」として7つの項目
を掲げてるが、「15　中央研修所での研修」及び「16　人事交流・派遣研修」について
は、平成20年度、平成21年度は「なし」となっている。
　いずれの研修も研修に参加する職員が中・長期間不在となることから、なかなか受講
機会が与えられなかった。今後もさらに職員数が削減される中で、如何に受講機会を与
えていくかが大きな課題となってくるが、人材を育成していくには中長期的な期間派遣
し研修を受けさせることが一番有効である。
　特に福岡県市町村支援課が実施している実務研修生制度は、市町村支援課内の業務に1
年間従事することにより、さまざまなノウハウを身に着けることができ、また、県職員
との人脈をつくることができる有意義な研修制度であり、第5次行財政改革期間中に 低
1名を県市町村支援課の実務研修生へ派遣することとする。

　※具体的実施内容
　　・ 低1名を県市町村支援課の実務研修生として派遣

平成23年4月～　県市町村支援課の実務研修生1名を派遣

（今後の予定）
平成24年度　　 県市町村支援課の実務研修生を１名派遣予定
平成25年度　　 県市町村支援課の実務研修生を１名派遣予定

　毎年実施している町職員研修は、約半数の職員が同時に研修のために職
務を離れることになり、窓口対応等で不備が生じる可能性があるが、その
時どきの課題等に応じた政策研修、人権同和研修を全職員に受講させる機
会を持つことは意義がある。しかし、これまでのような講義型の研修では
なく、職員参加型の研修方法も検討する必要がある。職員不在時に対する
是正策としては、グループ制により日頃から基本的な窓口対応が出来るよ
うにしておくことを徹底。

　「職員を育てる研修制度」として、福岡県市町村職員研修所への派遣を
中心に、町独自の専門研修として、少人数を対象に政策研修等他の自治体
の事例を参考にしながら検討。

16

総
務
課
人
事
班

政策（業務改善）研究
及び職員提案プレゼン
の実施

　第4次で職員提案制度を導入した当時は多数の職員提案があった。平成17年度24件、平
成18年度1件、平成19年度5件、平成20年度1件、そして平成21年度は0件となっている。
　職員提案により、一定の成果は得たものの定着したとは言えない現状であるため、現
在の職員提案制度の課題や問題点を検証し、より充実した制度とするため見直しを行
う。そして、優秀な職員提案（実行し効果が得られたもの）については、勤勉手当に反
映させ、評価していくこととする。

　※具体的実施内容
　　①実施方法（審査基準や評価方法（勤勉手当等への反映））の検討
　　②随時募集→募集期間限定への移行
　　③新たな提案方法の確立（年1回の公開発表会の実施）
　　④勤勉手当反映などの評価を実施

（今後の予定）
　職員提案であがってくる内容は、行財政改革で取り組むべき内容である
ことが想定されるため、具体的な実施方法等については行革ＰＴで検討予
定だが、職員研修の一環としての年1回の公開発表会の実施は人事班と行革
ＰＴで協議する。
　なお、勤勉手当等への評価反映は、人事評価プロジェクト会議において
検討予定。

7
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総
務
課
人
事
班

人事評価制度の導入

　第4次行財政改革で策定した人材育成基本計画の中に「職員を育てる人事制度」の1つ
の取組として、「人材育成型の人事評価制度の導入」を掲げ、平成20年度から実施とし
ていたが、取組には至っていないのが現状である。国においては、平成21年度より本格
稼動しており、平成21年8月25日付総務事務次官通知により「地方公共団体においても人
事評価システムの構築に早急に取り組むこと」という要請がなされたところである。
　当町においても、職員の能力や意欲を高めて組織の活性化を図るため、先進自治体を
参考としながら、国と同様の勤務実績の給与への反映を念頭に置いた人事評価システム
を導入する。

　※具体的実施方法
　　①平成23年度に被評価者（非管理職）を中心としたPTを設置し、制度設計を行う
　　②平成24年度から試行を行う（評価者研修、被評価者研修を含む）
　　③平成25年度に 終調整を行う（問題点修正、例規整備、予算等）
　　④平成26年度から本格導入する

平成23年 6月　　人事評価プロジェクト会議設置準備
　　　　　　　　（メンバー募集）
　　　　　　　　事務局先進地視察（岡垣町）
　　　　 7月　　人事評価プロジェクト会議立ち上げ

（今後の予定）
　平成23年度　　制度設計・評価者研修実施
　平成24年度　　試行開始（評価者研修、被評価者研修実施）
　平成25年度　　 終調整
　平成26年度　　本格導入

18

教
育
課
学
校
教
育
班

小中学校の再編（統
合）についての検討

　第4次の改革項目として「室木小学校と西川小学校の統合についての検討」があり、中
学校を含めた学校再編の検討が必要だという結論となったこと、また、現在、文部科学
省が学校の規模の標準として、小中学校ともに12学級以上18学級以下と学校教育法施行
規則に定めているが、鞍手町では児童数が年々減少傾向にあり、基準に沿った学校の規
模とはなっていないことから、文部科学省が示している適正な規模に基づく基準の考え
方にもあるように、児童や生徒が集団の中で切磋琢磨しその資質を育てていく環境を整
えるためにも統合は必要であり、町内小中学校の再編（統合）に向けた検討を行う時期
に来ていると考える。
　この再編の検討をしていく上で、児童数、学級数、統合規模だけでなく、学校施設改
修、管理経費、交付税、通学距離（スクールバス）等の問題を様々な角度から十分な時
間をかけて議論することが必要であり、教育関係者のみならず、ＰＴＡ、地域住民、統
合に関する学識経験者などによる検討委員会を設置し、学校再編方針及び計画を策定す
る。

　※具体的実施内容
　　・平成23年度～平成24年度　検討委員会による町内小学校6校、中学校2校の再編
　　　　　　　　　　　　　　　計画の策定及び住民説明会
　　・平成25年度～平成27年度　再編計画に基づく実施設計及び施設整備
　　・平成28年度～　　　　　　小中学校再編

平成23年 7月　　小中学校統合整備計画策定委員会（委員15名）を
　　　　　　　　設置
　　　　　　　　　・ 7月27日に第１回の委員会を開催
　　　　　　　　　・第１回の会議内容
　　　　　　　　　　　中学校生徒数の将来推計などのデータから
　　　　　　　　　　　学校の適正規模について客観的視点を大学
　　　　　　　　　　　教授から説明

（今後の予定）
平成23年12月　　中学校統合計画策定

・毎月１回のペースで策定委員会を開催
・計画策定後、小学校区単位で住民説明会開催（場合によっては計画
　策定中に住民説明会を開催する可能性も有）

8
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19

町
立
病
院

町立病院の経営形態の
検討

　厳しい医療環境、連結決算や公立病院改革の影響を受け、自治体病院のあり方を見直
す動きは、全国の自治体で活発に検討が行われており、県内の自治体病院でも大牟田市
立病院、筑後市立病院、田川市立病院、川崎町立病院が経営形態の見直しを行ってい
る。当該自治体で問題点となっていた事項は、「1 責任体制の明確化（病院長に権限が
なく責任体制が曖昧）」、「2 柔軟な定員管理（地域ニーズや報酬体系に合わせた人員
の確保）」、「3 給与体系（年功序列型の賃金体制の廃止）」であり、これら問題点を
解消するためには、経営形態の見直しが必要であるとして、①地方公営企業法の全部適
用　②地方独立行政法人化（非公務員型）　③指定管理者制度　④民間移譲　の4つの選
択肢を比較検討し決定している状況である。
■地方独立行政法人（非公務員型）…大牟田市立病院（22年度）、筑後市立病院・川崎
町立病院（23年度）
■地方公営企業法（全部適用）　　…田川市立病院（22年度）
　これらの問題点は、自治体病院共通の問題点であり当院でも同じことが言え、そのた
め、地域住民に対して良質な医療の提供と経営の健全化を継続的に両立させるために、
経営形態検討委員会を発足させ議論する必要がある。なお、検討委員会は、地域に提供
する適切な医療の確保と医療経営の双方の視点が必要であることから、医療経営や管理
分野に関する学識経験者や地域医療に関する有識者などで組織することとする。

　※具体的実施内容
　　・平成23年度　経営形態検討委員会の開催

平成23年 2月　　鞍手町立病院経営形態検討委員会の設置及び委員選
　　　　　　　　任の基準に関する要綱を制定
　　　　 3月　　経営形態検討委員会委員の選定

※毎月第４水曜日を定例とし、10月までに 6回を開催し答申を行う
　　　　 5月　　第 1回経営形態検討委員会を 5月25日に開催
　　　　　　　　　・資料説明（鞍手町立病院を取り巻く医療環境）
　　　　　　　　　　と審議
　　　　 6月　　第 2回経営形態検討委員会を 6月22日開催
　　　　　　　　　・資料説明（鞍手町立病院が提供する医療の実態）
　　　　　　　　　　と審議
　　　　 7月　　第 3回経営形態検討委員会を 7月27日に開催
　　　　　　　　　・資料説明（鞍手町立病院の収支状況）と審議

（今後の予定）
　　　　 8月　　第 4回経営形態検討委員会を 8月24日に開催予定
　　　　　　　　　・審議（経営問題の共通理解）
　　　　 9月　　第 5回経営形態検討委員会を 9月28日に開催予定
　　　　　　　　　・審議（経営改善の方法）
　　　　10月　　第 6回経営形態検討委員会を10月26日に開催予定
　　　　　　　　　・委員長より町長に経営形態検討委員会答申書
　　　　　　　　　　の提出予定

20

福
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課
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総合福祉センター運営
見直しによるコスト削
減

　総合福祉センターの運営については、指定管理者制度を導入しているが毎年数千万円
の一般財源からの負担があり、営利施設ではないものの、その負担額は町財政を圧迫し
ている状態にある。また、福祉棟に関しては利用者の固定化が顕在化しており、税を基
礎的財源とする一般財源で負担することは公平性の観点からも早急に改善すべき問題で
ある。そのため、運営方法を抜本的に見直し、徹底したコスト削減策を実施することに
より一般財源の負担軽減を図る。
　なお、この施設は建設から10年が経過し、特に、入浴施設を併設する福祉棟はボイ
ラー等の大規模な改修が今後想定されるため、多額の改修費が必要になった時点で入浴
施設の休廃止を前提に施設のあり方を検討することとする。

　※具体的実施内容
　　①福祉棟の利用時間短縮（17時閉館）
　　②清掃業務の見直し
　　③監視業務の見直し
　　④福祉バスの見直し
　　⑤トレーニング利用時間短縮（4時間短縮）
　　⑥勤務体系の見直し
　　⑦ふれあい棟冷暖房料の見直しなど

毎月 1回　　　総合福祉センター管理運営会議を開催
平成23年 6月　　オゾン発生装置の停止（672,000円削減）
　　　　　　　　福祉棟の利用者の時間帯調査
　　　　11月　　福祉バスの廃止に伴う開館時間の変更
　　　　12月　　規則の改正
　　　　　　　　開館時間変更の住民への周知

（今後の予定）
平成23年10月　　福祉バスの見直し（廃止予定）
平成24年度中　　清掃業務の見直し（指定管理者と協議済）
　　　　　　　　監視業務の見直し
　　　　　　　　トレーニング利用時間短縮
　　　　　　　　勤務体系の見直し（常勤職員3名からパート勤務2名
　　　　　　　　体制）
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公用車更新計画の策定
と維持管理費の削減

　現在、鞍手町は公用車を31台（企業会計所有車・くらじ1号・2号は除く）所有し、年
間の修繕費が約267万円・燃料費が約290万円かかっている（H21）。平成22年度で約90％
以上の車両が購入から10年以上経過していることから、ここ数年間での修繕費増加が予
想され、公用車全体の見直しが必要と思われる。
　よって、各課が所有する公用車を一元管理化にし、現状の車両把握（経過年数、走行
距離、近年の維持修繕費等）、必要台数の見直し等を行い「公用車更新計画」を作成
し、維持管理費等の経費削減を図る。

　※具体的実施内容
　　・公用車更新計画の策定と維持管理費2,745千円の削減
　　　①現状の車両の把握
　　　②必要台数の見直し
　　　③廃車・更新（買い替え）基準の決定
　　　④更新時の維持費（燃費等）を考慮した車種の選定

平成23年 7月　　更新・廃車基準の見直しを行う
　　　　　　　　　・現状の所有台数が適正台数の調査
　　　　　　　　　・公用車の一括管理や他課との共有が可能かの精査
　　　　　　　　　・各課所有の公用車耐用年数の調査

（今後の予定）
　走行距離や取得年月日などから廃車更新時期を車種別に定める。
　　・車検費用・修繕整備費用と購入費の比較
　　・エコカーや中古車の購入を検討（燃費を考慮）

22
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町有財産の効率的活用

　町有財産の効率的活用を図るため、面積の大きな未利用地については企業や住宅団地
の誘致を行い、面積の小さな未利用地については公募により売却を図る。売却にあたっ
ては、公有財産台帳から売却可能財産の洗い出しを行い、処分可能な土地については、
価格・場所・条件等をホームページや広報に掲載し町有地の売却を促進する。

　※具体的実施内容
　　①公有財産台帳から売却可能財産の洗い出し
　　②売却価格基準の設定（不動産鑑定評価を実施）
　　③ホームページへの記載

平成23年 4月～　財産台帳から売却可能財産の洗い出しを行う
　　　　　　　　　・過去に行っている不動産鑑定や税務班算出の
　　　　　　　　　　仮評価額に基づき、概算売却価格の算出

（今後の予定）
平成23年 8月　　普通財産売払要綱の作成
　　　　 9月　　売却可能財産を精査し、売却条件が整備されてい
　　　　　　　　るものについてはホームページに掲載
　

10
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税
務
課
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福岡県内ベスト5の税収
納率を達成

　平成20年度県内自治体における鞍手町の税収納率は、町民税52／66位、固定資産税39
／66位、軽自動車税52／66位、国民健康保険税29／63位でありどの税目においても低位
の状況にあることから、収納率を向上させ税の公平負担を実現することが急務となって
いる。
　このことから収納率向上の取組強化を図り、県内で上位の税収納率の達成を目指す。

　※具体的実施内容
　　①徴税吏員の徴収に対する意識と技能の向上
　　②スペシャリストを育成する人員配置及び異動
　　③滞納処分の強化
　　④納税機会の拡大検討

平成22年度　　　徴収業務に対する研修会、勉強会に参加
平成23年 1月　　インターネット公売についての調査・協議
　　　　 3月　　インターネット公売について契約完了
　　　　　　　　（捜索等により差押えた動産の公売可能）
平成23年度　　　県税事務所を中心とした町税職員研修会に参加
随時　　　　　　県税事務所の筑豊地区特別対策班職員の派遣
　　　　　　　　滞納処分の強化を実施
　　　　　　　　　・給与、預貯金、不動産の差押を実施
　　　　　　　　　・強制的な財産調査の捜索を実施
　　　　　　　　　　平成22年度　差押件数171件
　　　　　　　　　　　　　　　　換価額 20,423,419円
　　　　　　　　　　平成23年度　差押件数 34件
　　　　　　　　　　　　　　　　換価額  1,715,713円（6月末）

（今後の予定）
平成23年 8月　　コンビニ収納導入による検討
　　　　　　　　　・先進地である宮若市からコンビニ収納に関する
　　　　　　　　　　資料及び説明を受ける
　　　　 9月　　関係課との導入に向けた協議・検討
　　　　　　　　　・導入時期、予算関係、収納代理期間との契約、
　　　　　　　　　　実施税目・料の検討、住民への周知方法等の
　　　　　　　　　　協議、検討
　　　　12月　　新年度予算に計上
平成24年 1月　　広報紙、チラシ等による住民への周知

（参考）
Ｈ21年度　税収納率（普通税　37/60位）
　町県民税　　 48/60位　　固定資産税　　　38/60位
　軽自動車税　 48/60位　　国民健康保険税　24/57位

24
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有料広告掲載の拡大

　第４次での職員提案に基づく取り組みにおいて、広報誌への広告掲載を実施し効果を
あげている。今後は、要綱等の整理を行い、ホームページや町が作成する印刷物（公用
封筒等）及び公用車に、企業等の広告を有料で掲載することにより、新たな財源の確保
に努める。

　※具体的実施内容
　　・有料広告掲載を実施するもの
　　①広報紙及び税務住民課窓口用封筒は実施中
　　②ホームページバナー
　　③公用封筒
　　④公用車

平成23年 6月　　広報紙広告申込み 1件　  60,000円
平成23年 7月　　広報紙広告申込み 1件　  10,000円
　　　　　　　　　　　広報紙広告申込み 1件　120,000円

（今後の予定）
　新たな財源確保のため広告媒体となるものを有効活用し、有料広告掲載を広
げる。

平成23年 8月　　ホームページ関係の有料広告掲載基準等について制定
　　　　　　10月　　ホームペーシリニューアルに合わせ、８枠のバナー広告を
　　　　　　　　　　　予定

　公用車、公用封筒については、実施済の市町の調査を行い、広告基準等を制
定。
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出張旅費の見直し

　第4次での職員提案に基づく取り組みにおいて、平成19年度に旅費条例を全改し翌年度
より運用を開始した結果、平成20年度で726千円、平成21年度では539千円の削減効果を
出している。今後は更なる効果を目指し、特別職及び一般職の旅費に関する条例の見直
しを図り、平成23年度の運用を目指す。
　■平成21年度実績
　　バス、鉄道料金1,462千円　日当2,374千円　車賃576千円　宿泊料1,112千円　合計
5,524千円

　※具体的実施内容
　　①県内出張、公用車による県外出張に係る日当の廃止
　　②公用車以外による県外出張に係る日当の一元化（特別職→一般職）
　　③宿泊料の一元化（特別職→一般職）

平成23年 3月　　議会へ改正関係条例を上程、可決
平成23年 4月　　完全実施
　　　　　　　　　・県内出張、公用車による県外出張に係る日当の
　　　　　　　　　　廃止
　　　　　　　　　・公用車以外による県外出張に係る日当の一元化
　　　　　　　　　　（特別職→一般職）
　　　　　　　　　・宿泊料の一元化（特別職→一般職）

26
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各種補助金の見直し

　第4次行財政改革において補助金制度のあり方を見直し、平成19年4月に鞍手町補助金
等交付規則及び鞍手町補助金等基準を制定した。また、厳しい財政状況により平成19年
度から補助金の一律削減を行い、平成21年度までに41,138千円の削減を行った。
　第5次行財政改革においては、第4次で制定された鞍手町補助金等交付規則に基づいて
設置した「鞍手町補助金等審査委員会」の機能を充実させるとともに、補助金交付団体
への補助金支出の妥当性を再度検証し、検証結果に基づき平成24年度から補助金の見直
しを行うこととする。

　※具体的実施内容
　　①平成23年度に各補助金交付団体へのヒアリングの実施
　　②補助金支出の妥当性の再検証
　　③平成24年度から検証結果に基づく補助金の見直し実施

（今後の予定）
平成23年 8月　　各種補助金交付団体より収支予算書等の提出
　　　　10月　　各団体のヒアリング（総務課、担当課、団体）
　　　　11月　　各団体へ平成24年度の補助金額等の通知
　　　　12月　　平成24年度当初予算に反映

27
建
設
課

受益者負担金徴収基準
の策定と徴収の実施

　現在、農業用施設の新規敷設、修繕等の工事の受益者負担について、負担金を徴収し
ている自治体は、福岡県農政部や飯塚農林事務所に確認したところ、県内では宗像市だ
けであった。
　当町においても、現在は負担金を徴収していない農業用施設について、重大な過失、
維持管理の不備等による修繕等の工事の場合には、受益者に応分の負担を求めていく方
向で徴収基準を定めることとする。

　※具体的実施内容
　　①平成23年度に導入に向けての検討委員会（仮称）を設置
　　②徴収基準の策定

平成23年 7月　　農業用施設の維持管理及び運営状況について調査
　　 　～9月

（今後の予定）
　　　　10月　負担金の徴収に関する規則（案）の作成

　規則制定後、営農組合や区長会等関係団体への説明会の開催
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資料３ 
 

 第５次 鞍手町行財政改革体制図  
 

 
行財政改革推進委員会 
 
行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議 
○鞍手町議会 ２名 
○地域自治関係 １名 
○農業関係 １名 
○商工業関係 １名 
○ボランティア関係 １名 
○福祉関係 １名 
○教育関係 １名 
○企業関係 ３名 
○女性代表 ２名 
○一般公募 ２名    計１５名 

行財政改革推進本部（町長及び総合計画策定委員会） 
 
第５次行財政改革案の策定 
○本部長…町長 
○副本部長…副町長 
○本部員…各課室局長 

諮 問  

 

 

答 申  

 

 
検

討

指

示 

報

告 

 

 総合計画プロジェクト調整会議 
 
プロジェクト案の調整 
○副町長、総務課長、企画財政課長、各ＰＴリーダー

 

 

 
 

調 整 
協 議 

協 
議 

 

 

 
行財政改革プロジェクトチーム（総合計画第６ＰＴ） 
 
原案（具体的改革項目含む）の作成、報告 調整会議へ協議 
○班長以下１５名 

 職員組合 
 

協力要請 
協 力 

各課室局 
 
プロジェクトチームからの要請に応じ、会議参加や資料提供 
○全職員 
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鞍手町行財政改革推進本部 構成 

平成２３年４月１日現在    

本 部 長 町 長 柴 田 好 輝 

副本部長 副町長 本 松 吉 憲 

本 部 員 会計管理者 
（兼会計課長） 靍 﨑 紀 代 

〃 企画財政課長 三 戸 公 則 

〃 税務住民課長 久保田 隆 一 

〃 保険健康課長 鯵 坂 健 二 

〃 福祉人権課長 渡 辺 智 文 

〃 農政環境課長 
（兼農業委員会事務局長） 篠 原 哲 哉 

〃 建設課長 森   茂 樹 

〃 上下水道課長 中 岡 和 之 

〃 議会事務局長 長 友 浩 一 

〃 教育課長 筒 井 英 和 

〃 町立病院事務局長 中 野 眞 路 

 
   事務局 

統  括 総務課長 白 石 秀 美 

庶務総括 〃 班長 中 岡 博 幸 
庶務担当 〃 担当 髙 橋 奈美江 
ＰＴ担当 〃 担当 長 浦   良 
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鞍手町行財政改革推進委員会委員 構成

任期：平成23年６月10日～平成25年６月９日

選出区分 委員名 選出枠

1 議会関係委員 鞍手町議会 原　　　哲　也

団体推薦
８名

2 議会関係委員 鞍手町議会 星　　　正　彦

3 地域自治関係委員 鞍手町区長会 小　川　和　男

4 農業関係委員 鞍手町農業委員会 梶　栗　文　一

5 商工業関係委員 鞍手町商工会 許　斐　英　幸

6 ボランティア関係委員 鞍手町ボランティア連絡協議会 有　松　弘　美

7 福祉関係委員 鞍手町社会福祉協議会 松　尾　　　徹

8 教育関係委員 鞍手町教育委員会 藤　井　睦　彦

9 企業関係委員 鞍手工業団地協同組合 麻　生　秀　生

指名
５名

10 企業関係委員 藤井精工株式会社 藤　井　福　吉

11 企業関係委員 有限会社花六葬儀社 堀　角　泰　正

12 女性委員 女性代表 武　谷　位千子

13 女性委員 鞍手町男女共同参画ネット 小　島　美智子

14 公募委員 町民 亀　井　　　滋
公募
２名

15 公募委員 町民 五百路　恵美子

計１５名

■選出枠と定数配分について

推薦
　町議会との両輪で十分な理解を得ながら進める必要があるため議会関係委員を２名、日常
的に町行政との関係の深い団体として、地域自治関係、農業関係、商工関係、ボランティア
関係、福祉関係、教育関係の委員を各１名とし、合計８名の団体推薦枠を設ける。

指名
　行政経営の視点からの見直しが必要であることから企業関係委員を３名、委員会への女性
の参画率に配慮して女性委員を２名とし、合計５名の指名枠を設ける。

公募
　推薦及び指名によらない一般町民の視点での建設的な意見を取り入れるため、２名の公募
枠を設ける。
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